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契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一

契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除

─
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地

─

野

　
　中

　
　貴

　
　弘

Ⅰ
　
序
　
論

　
１
　
問
題
の
所
在

　
２
　
考
察
の
手
法

　
　
⑴
　
ド
イ
ツ
の
特
別
規
定

　
　
⑵
　
買
主
負
担
説
と
そ
れ
へ
の
批
判

　
　
⑶
　
売
主
負
担
の
実
質
的
根
拠
の
探
求

Ⅱ
　
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
根
拠

　
１
　
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
立
法
趣
旨

　
　
⑴
　
偶
然
滅
失
と
の
同
視
と
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
〇
条
の
根
拠

論
　
説
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⑵
　
以
後
の
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の
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２
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⑴
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⑷
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⑴
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的
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係
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に
よ
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低
下
ま
た
は
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よ
る
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造
目
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達
成
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能
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⑵
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係
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疵
を
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っ
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れ
ば
加
工
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改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
の
存
在

　
４
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の
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⑴
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務
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改
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⑵
　
債
務
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改
正
後

　
３
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に
お
け
る
加
工
・
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造
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属
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契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

売
買
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
が
、
自
ら
の
意
思
で

0

0

0

0

0

0

こ
の
物
を
元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
状
態
に
し
た
後
、
契
約
不
適
合
を
発

見
し
、
契
約
を
解
除
し
た
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
返
還
債
務
者
で
あ
る
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
り
生
じ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

原
物
返
還
不
能
の
リ
ス

ク
は
、
原
状
回
復
に
お
い
て
い
か
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
か
。
買
主
の
故
意
行
為
と
し
て
は
目
的
物
の
消
費
行
為
や
譲
渡
行
為
も
あ
る
が
、

本
稿
で
は
加
工
・
改
造
行
為
を
と
り
あ
げ
る
。
た
と
え
ば
、
ゴ
ム
パ
ッ
キ
ン
に
加
工
す
る
目
的
で
ゴ
ム
を
購
入
し
た
買
主
が
、
加
工
後
に

パ
ッ
キ
ン
の
負
荷
テ
ス
ト
を
し
た
と
こ
ろ
、
買
主
の
使
用
目
的
に
耐
え
な
い
強
度
で
あ
る
こ
と
（
品
質
の
契
約
不
適
合
）
が
判
明
し
、
ゴ
ム

の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
（
１
）

。
こ
の
事
例
を
本
稿
で
「
冒
頭
事
例
」
と
呼
ぼ
う
。
実
際
に
生
じ
る
事
例
と
し
て
は
、
こ

の
ほ
か
に
も
、
木
材
を
購
入
後
に
加
工
し
て
み
て
初
め
て
欠
陥
に
気
づ
き
、
契
約
の
解
除
に
至
る
と
い
う
事
態
も
想
定
で
き
る
。

周
知
の
と
お
り
、
買
主
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
し
た
場
合
、
日
本
民
法
五
四
八
条
の
解
除
権
の
消
滅
の
規
定
が
適
用
さ
れ
う
る
。

二
〇
一
七
年
改
正
前
民
法
五
四
八
条
一
項
は
、「
解
除
権
を
有
す
る
者
が
…
加
工
若
し
く
は
改
造
に
よ
っ
て
こ
れ
を
他
の
種
類
の
物
に
変

え
た
と
き
は
、
解
除
権
は
、
消
滅
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
同
規
定
の
要
件
と
し
て
、
解
除
権
を
有
す
る
者
の
解
除
原
因
の
認
識
は

要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
事
例
に
あ
っ
て
も
、
当
該
「
加
工
若
し
く
は
改
造
に
よ
っ
て
こ
れ
を
他
の
種
類
の
物
に
変
え

た
と
き
」
に
は
、
同
規
定
の
適
用
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
。
つ
ま
り
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
加

工
・
改
造
に
よ
り
生
じ
た
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
買
主
に
負
わ
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
映
る（２
）

。
冒
頭
事
例
で
買
主
は
、
瑕
疵
を
理
由

と
し
た
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
３
）

。
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（
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四

こ
れ
に
対
し
、
二
〇
一
七
年
改
正
後
の
民
法
五
四
八
条
は
、
改
正
前
五
四
八
条
二
項
を
削
除
す
る
こ
と
で
単
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
場

合
の
み
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
場
面
を
解
除
権
者
た
る
買
主
が
「
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
」
を
認
識
し
た
後
に
限
定
し
た

（
同
条
た
だ
し
書
）。
し
た
が
っ
て
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
際
に
買
主
が
「
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
き
」
に
は
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
。
解
除
原
因
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
た
冒
頭
事
例
に
お
い
て
も
、
買
主
は
解
除
を
す
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
我
が
国
の
近
時
の
多
数
説
は
、
解
除
の
可
否
と
リ
ス
ク
負
担
と
を
切
り
離
す
（
４
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
解
除
が
認
め
ら
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
解
除
の
相
手
方
が
負
う
と
は
限
ら
な
い
。
買
主
（
返
還
債
務
者
）
が
受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合

に
は
、
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
り
（
５
）

、
こ
の
例
外
は
目
的
物
の
返
還
不
能
に
つ
き
売
主
（
返
還
債
権
者
）

に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
６
）

。
こ
う
し
た
基
本
的
理
解
を
冒
頭
事
例
に
敷
衍
し
て
あ
て
は
め
る
と
、
買
主
の

解
除
こ
そ
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
元
の
状
態
で
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
は
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ

る
。確

か
に
、
改
正
五
四
八
条
は
、
加
工
・
改
造
行
為
が
解
除
権
認
識
前
で
あ
れ
ば
な
お
解
除
が
で
き
る
と
規
定
す
る
の
み
で
、
加
工
・
改

造
に
よ
り
元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
が
誰
の
負
担
で
あ
る
の
か
を
規
定
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
形
で

加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
に
加
工
・
改
造
前
の
受
領
物
の
価
値
を
償
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
改
正
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
の
限
定
が
付
さ
れ
た
契
機
は
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整

理
」（
以
下
「
中
間
論
点
整
理
」
と
い
う
）
で
の
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
あ
る
（
７
）

。

）
四
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契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五

４
　
解
除
権
者
の
行
為
等
に
よ
る
解
除
権
の
消
滅
（
民
法
第
五
四
八
条
）

解
除
権
者
が
解
除
権
の
存
在
を
知
ら
ず
に
契
約
の
目
的
物
を
加
工
又
は
改
造
し
た
場
合
で
も
解
除
権
は
消
滅
す
る
と
規
定
す
る
民

法
第
五
四
八
条
に
関
し
て
は
、
解
除
権
者
が
解
除
権
の
存
在
を
知
ら
ず
に
契
約
の
目
的
物
を
加
工
又
は
改
造
し
た
場
合
に
は
解
除
権

は
消
滅
し
な
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
当
否
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
し
て
は
ど
う

か
。

そ
の
後
、「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」（
以
下
「
中
間
試
案
」
と
い
う
）
で
は
、
五
四
八
条
自
体
の
削
除
が
提
案
さ

れ
（
８
）

、
中
間
試
案
に
付
さ
れ
た
「
概
要
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。

本
文
⑵
（
引
用
者
注
：
五
四
八
条
に
つ
い
て
の
提
案
）
は
、
民
法
第
五
四
八
条
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
の
規
律
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、
売
買
契
約
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
加
工
等
し
た
と
き
に
も
解
除
権
が
消
滅
す

る
な
ど
、
そ
の
帰
結
が
妥
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
解
除
権
者
が
同
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
す
加
工

等
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
目
的
物
の
価
額
返
還
に
よ
る
原
状
回
復
（
前
記
３
）
で
処
理
を
す
れ
ば
足
り
る
か
ら
、
解
除
権
を
否
定

す
る
ま
で
の
必
要
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
本
文
⑵
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
中
間
論
点
整
理
で
紹
介
さ
れ
た
「
考
え
方
」
や
中
間
試
案
の
概
要
の
前
半
部
分

0

0

0

0

で
挙
げ
ら
れ
た
「
指
摘
」
は
、「
加
工
・
改

造
の
リ
ス
ク
は
あ
く
ま
で
買
主
負
担
で
あ
ろ
う
と
も
、
解
除
自
体
を
奪
う
必
要
は
な
い
と
の
指
摘
」
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
買
主
は

）
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六

解
除
こ
そ
で
き
る
も
の
の
、
原
物
の
返
還
が
で
き
な
い
以
上
、
契
約
不
適
合
物
（
瑕
疵
物
）
と
し
て
の
価
値
の
償
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る

と
い
う
理
解
で
あ
る
。
事
実
、
法
制
審
議
会
で
は
こ
の
よ
う
な
理
解
も
主
張
さ
れ
（
10
）

、
そ
の
後
も
中
間
試
案
の
右
記
述
を
こ
の
よ
う
に
理
解

す
る
も
の
が
あ
る
（
11
）

。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
、
買
主
の
解
除
を
認
め
ず
と
も
、
契
約
適
合
物
と
契
約
不
適
合
物
（
瑕
疵
物
）
と

の
差
額
分
の
損
害
賠
償
請
求
や
代
金
減
額
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
足
り
る
は
ず
で
あ
る
（
12
）

。
中
間
論
点
整
理
で
の
問
題
提
起
や
中
間
試
案
の

概
要
に
お
け
る
前
半
部
分
の
指
摘
に
は
、
解
除
原
因
認
識
前
に
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
に
契
約
の
解
除
を
認
め
、
さ
ら
に
原
物
返
還
不

能
リ
ス
ク
か
ら
も
買
主
を
免
責
す
べ
き
と
の
価
値
判
断
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
は
、
以
前
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
、
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

が
重
要
な
要
素
に
な
る
と
論
じ
た
（
13
）

。
確
か
に
、
加
工
・
改
造
行
為
は
、
そ
れ
に
よ
り
原
物
返
還
不
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
な

さ
れ
る
故
意
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
除
原
因
認
識
前
の
買
主
は
、
受
領
物
が
自
己
の
物
で
あ
る
と
信
じ
て
加
工
・
改
造
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
と
き
、
買
主
が
自
ら
の
意
思
で

加
工
・
改
造
を
し
た
と
は
い
え
、
原
状
回
復
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
り
、
こ
の
買
主
を
責
め
、
元
の
ま
ま
に
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
を
買

主
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
五
四
八
条
が
解
除
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
全
面
的
に
規
定
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
も
の
の
、
同
条
に
新
設
さ
れ
た
た
だ
し
書
は
、
単
に
解
除
の
可
否
に
影
響
す
る
の
み
で
な
く
、
解
除
原
因
の
認
識
の

有
無
こ
そ
が
最
終
的
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問

題
意
識
の
も
と
に
、
解
除
原
因
認
識
前
の
買
主
の
加
工
・
改
造
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
配
分
を
検
討
す
る
。

）
六
（
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七

２
　
考
察
の
手
法

⑴

　ド
イ
ツ
の
特
別
規
定

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
改
正
前
五
四
八
条
を
起
草
す
る
に
あ
た
っ
て
範
と
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
（
草
案
）
に
お
い
て
は
、
加
工
・
改
造

の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
が
存
在
す
る
。
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
（
14
）

は
、
解
除
の
可
否
に
よ
る

リ
ス
ク
配
分
体
系
の
も
と
で
、
加
工
（V

erarbeitung

）・
改
造
（U
m
gestaltung

）
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
な
っ
た
場
合
に
瑕
疵
担
保
解

除
を
原
則
的
に
排
除
し
つ
つ
（
旧
四
六
七
条
一
文
前
段
、
旧
三
五
二
条
）、
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
は
例
外
的
に
瑕
疵
担

保
解
除
を
許
容
し
て
い
た
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
（
15
））。

ま
た
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
民
法
（
16
）

で
は
、
価
額
償
還
義
務
の

有
無
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
体
系
の
も
と
で
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
原
則
と
し
て
返
還
債
務
者
に
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額

償
還
義
務
を
負
わ
せ
つ
つ
も
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
）、
同
じ
く
加
工
・
改
造
の
際
に
瑕
疵
が
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
は
例
外
的
に
こ

の
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
と
し
（
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
）、
残
存
す
る
利
得
の
返
還
で
足
り
る
と
規
定
す
る
（
三
四
六
条
三
項
二
文
）。

ド
イ
ツ
で
は
、
民
法
制
定
以
来
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
お
よ
び
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
、
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
に
よ

る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
を
免
責
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

⑵

　買
主
負
担
説
と
そ
れ
へ
の
批
判

ア

　買
主
負
担
を
志
向
す
る
学
説
の
存
在

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
う
し
た
規
定
が
あ
り
な
が
ら
も
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
な
お
買
主
負
担
と
理
解
し
よ

う
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
あ
く
ま
で
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
の
み
で
あ
り
、

）
七
（
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八

加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
語
っ
て
お
ら
ず
、
解
除
こ
そ
で
き
る
も
の
の
、
買
主
が
こ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と

も
あ
り
得
る
と
の
理
解
で
あ
る
（
17
）

。
ま
た
、
債
務
法
現
代
化
法
の
も
と
で
も
、
三
四
六
条
三
項
二
文
が
規
定
す
る
残
存
利
得
の
返
還
義
務
の

解
釈
を
通
じ
て
、
な
お
右
リ
ス
ク
を
買
主
に
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
エ
ル
ン
ス

ト
は
、
三
四
六
条
三
項
二
文
が
残
存
利
得
の
返
還
と
い
う
形
で
不
当
利
得
法
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
が
認

め
ら
れ
る
場
合
を
、
滅
失
・
損
傷
が
債
権
者
（
売
主
）
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
ケ
ー
ス
（
三
四
六
条
三
項
一
文
二
号
後
段
）
と
、

滅
失
・
損
傷
が
物
の
瑕
疵
に
起
因
す
る
ケ
ー
ス
（
同
号
前
段
の
う
ち
の
一
類
型
）
と
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
（
18
）

、
返
還
債
務
者
は
、
ド
イ
ツ

民
法
八
一
八
条
二
項
と
結
び
付
い
た
三
四
六
条
三
項
二
文
に
従
っ
て
受
領
物
の
価
額
償
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
説
く
。
こ
う
し
た
エ
ル

ン
ス
ト
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
の
リ
ス
ク
は
買
主
が
負
う
こ
と
に
な
り
う
る
（
19
）

。

こ
う
し
た
方
向
で
の
議
論
は
、
決
し
て
こ
こ
数
十
年
の
議
論
に
限
ら
れ
な
い
。
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
解
除
訴
権
で
は
、
売
買

の
対
象
が
奴
隷
あ
る
い
は
家
畜
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
か
、
買
主
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
し
た
場
面
が
現
れ
な
い
（
20
）

。
も
っ
と
も
、
奴

隷
や
奴
隷
の
使
用
収
益
を
譲
渡
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
で
は
、
買
主
が
奴
隷
を
買
い
戻

し
、
質
か
ら
解
放
し
た
後
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
七
法
文
で
は
、
買
主
が

奴
隷
を
解
放
し
た
場
合
、
売
買
解
除
請
求
訴
権
も
減
額
訴
権
も
認
め
ら
れ
な
い
と
ラ
ベ
オ
が
主
張
す
る
旨
記
さ
れ
る
（
21
）

。
こ
こ
で
は
、
買
主

が
譲
渡
や
解
放
を
す
る
に
あ
た
り
奴
隷
の
疾
病
や
瑕
疵
等
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
自
ら
の
故
意
行
為
に
よ
り
売
買
目
的
物
が

返
還
で
き
な
い
以
上
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
な
い
（
＝
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
）
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
も
、
加
工
・
改
造
の
程
度
に
着
目
し
、
受
領
物
を
元
の
形
で
返
還
で
き
る
か
否
か
を
基

準
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
物
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
（
22
）

、
こ
れ
に
よ
り
受
領
物
が
新

）
八
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九

し
い
物
と
な
っ
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
す
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
新
し
い
物
に
変
更
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
ば
ビ
ー
ル
醸
造
所
が
住
宅

用
建
物
へ
改
造
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
前
述
の
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
し
、
買
主
が

そ
の
物
を
も
と
も
と
の
状
態
に
戻
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
瑕
疵
担
保
解
除
が
で
き
る
と
す
る
（
23
）

。
換
言
す
れ
ば
、
元
の
形
に
戻
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
も
は
や
瑕
疵
担
保
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
24
）

。
そ
れ
に
対
し
、
新
し
い
物
へ
の
改
造
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
瑕
疵
担
保
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。
実
は
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
他
の
箇
所
で
一
八
六
一
年
の
一
般
ド
イ
ツ
商
法
典
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｇ
Ｂ
）

三
四
七
条
の
検
査
通
知
義
務
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
瑕
疵
は
加
工
や
使
用
の
際
に
初
め
て
発
見
さ
れ
う
る
実
態
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
こ
の
実
態
を
あ
く
ま
で
検
査
通
知
義
務
の
問
題
と
し
て
理
解
し
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
行
使
の

可
否
に
は
影
響
し
な
い
も
の
と
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
25
）

。

こ
う
し
た
普
通
法
学
説
の
理
解
は
、
一
八
六
〇
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
三
二
四
条
は
、

元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
程
度
に
購
入
物
が
加
工
・
改
造
さ
れ
た
場
合
、
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
ず
、
売
買
代
金
の
減
額
の
み
を

認
め
て
い
た
（
26
）

。

こ
の
よ
う
に
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
場
合
に
も
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
見
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定

前
か
ら
存
在
し
、
規
定
制
定
後
も
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

イ

　買
主
負
担
説
へ
の
法
体
系
的
観
点
か
ら
の
批
判

し
か
し
、
こ
う
し
た
法
解
釈
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
体
系
を
意
識
し
た
観
点
か
ら
の
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
債
務
法
改
正
前
の
ド

イ
ツ
解
除
効
果
規
定
は
、
解
除
の
可
否
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
体
系
で
あ
り
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
そ
の
体
系
の
も
と
で
瑕
疵

）
九
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一
〇

を
知
ら
ず
に
改
造
を
し
た
買
主
に
例
外
的
に
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
た
。
こ
う
し
た
法
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
例
外
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
、
改
造
の
リ
ス
ク
は
売
主
負
担
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
加
工
・
改
造
に

よ
り
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で
加
工
・
改
造
を
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
と
し
、
瑕
疵
発
見
前

に
加
工
・
改
造
し
た
買
主
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
売
主
は
買
主
に
対
し
て
売
買
目
的
物
の
価
額
償
還
を
請
求
し
え

な
い
と
す
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
こ
で
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
買
主
は
実
質
的
に
は
代
金
減
額

権
を
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
う
し
た
帰
結
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
フ
ー
バ
ー
は
、
解
除
の
効
果
と
し
て
、
解
除
効
果
規
定
の
ほ
か
に
不
当
利
得
の
効
果
規
定
を
持
ち
出
し
て
価
額
償
還
義
務
を
認

め
る
こ
と
に
も
反
対
し
た
（
27
）

。

ま
た
、
改
正
後
に
三
四
六
条
三
項
二
文
の
解
釈
を
通
し
て
買
主
負
担
を
導
く
見
解
に
対
し
て
も
批
判
が
向
け
ら
れ
る
（
28
）

。
右
に
見
た
エ
ル

ン
ス
ト
の
理
解
は
、
自
身
も
明
示
的
に
援
用
す
る
フ
ル
ー
メ
の
理
論
の
ほ
か
、
買
主
（
返
還
債
務
者
）
の
「
自
由
な
行
為
」
や
「
滅
失
・

損
傷
の
危
険
を
高
め
る
ふ
る
ま
い
」
が
あ
れ
ば
旧
三
五
一
条
の
「
過
失
」
要
件
を
満
た
す
と
し
て
解
除
権
排
除
を
導
い
て
い
た
有
力
説
に

近
い
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
改
正
前
の
有
力
説
は
、
債
務
法
改
正
過
程
に
お
い
て
少
な
く
と
も
草
案
理
由
書
に
よ
り
、
困
難
な
境
界
設

定
問
題
を
生
む
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
（
29
）

。
解
除
に
よ
る
危
険
の
跳
ね
戻
り
（
売
主
へ
の
転
嫁
）
は
全
面
的
に
不
当
な
わ
け
で
は
な
く
、

三
四
六
条
三
項
一
文
各
号
に
掲
げ
た
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
は
な
お
正
当
化
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
項
一
文
各
号
に
よ
り
価
額
償
還

義
務
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
項
二
文
に
よ
り
受
領
物
の
価
額
償
還
義
務
を
再
度
導
く
こ
と
は
、
三
項
一
文
が
し
た

価
値
判
断
に
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
と
さ
れ
る
（
30
）

。

）
一
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一
一

⑶

　売
主
負
担
の
実
質
的
根
拠
の
探
求

も
っ
と
も
、
買
主
負
担
説
へ
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
法
体
系
や
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
に
つ
い
て
特
別
規
定
が
あ

る
こ
と
を
論
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
特
有
の
議
論
と
評
し
得
る
。
こ
の
点
で
状
況
の
異
な
る
我
が
国
で
こ
の
問
題
を
検
討
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
⑵
イ
で
紹
介
し
た
議
論
の
詳
細
で
は
な
く
、
売
主
負
担
と
す
る
よ
り
実
質
的
な
論
拠
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
売
主
負
担

の
実
質
的
根
拠
こ
そ
が
我
が
国
で
の
解
釈
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
の
加
工
・
改
造
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
配
分
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
れ
が
い
か
な
る
実
質
的
論
拠
か
ら
売
主
負
担
と
さ
れ
て
き
た
の
か
に
着
目
し
た
い
。
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
で
は
、
偶
然

滅
失
の
危
険
を
解
除
の
相
手
方
た
る
売
主
に
負
担
さ
せ
る
旧
三
五
〇
条
に
批
判
が
向
け
ら
れ
、
広
く
買
主
負
担
を
志
向
す
る
見
解
が
有
力

に
な
っ
て
い
っ
た
（
31
）

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主

の
負
担
と
解
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
論
拠
は
一
つ
で
な
く
、
様
々
主
張
さ
れ
て
き
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
の
差
異
や
是
非

は
ド
イ
ツ
で
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
論
拠
の
説
得
力
に
つ
い
て
そ
の
都
度
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
右
の
リ
ス
ク
配
分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

）
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
二

Ⅱ
　
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
根
拠

１
　
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
立
法
趣
旨

⑴

　偶
然
滅
失
と
の
同
視
と
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
〇
条
の
根
拠

ま
ず
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
制
定
過
程
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
元
を
辿
れ
ば
、

フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
る
「
契
約
に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
義
務
」
と
題
す
る
部
分
草
案
二
〇
号
の
三
二
条
に
由
来
す
る
（
二
二
条
以

下
で
「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責
任
」
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
）。
部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
32
）

。

部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の

物
を
加
工
や
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解

除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の

改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
は
一
八
八
二
年
五
月
二
二
日
の
第
九
一
回
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合

の
規
律
に
つ
い
て
は
、
部
分
草
案
に
付
け
足
す
形
で
の
提
案
、
す
な
わ
ち
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
物
に
代
え
て
、
そ
の
物
が
な
お
現

存
す
る
限
り
で
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
改
造
の
際
に
消
費
し
た
も
の
（V

erbrauchte

）
が
賠
償
さ
れ
（ersetzen

）
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
そ
の
後
否
決
さ
れ
る
。
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
第
一
委
員
会
で
は
、
次
の
こ

）
一
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一
三

と
が
前
提
と
さ
れ
た
（
33
）

。
す
な
わ
ち
、
加
工
（S

pezifikation （34
））

は
物
の
滅
失
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
行
え
ば
瑕

疵
担
保
解
除
権
を
喪
失
す
る
。
も
っ
と
も
、
瑕
疵
が
加
工
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き
に
は
、
例
外
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
場
合
の
加
工
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、（
旧
三
五
〇
条
・
第
一
草
案
四
二
九
条
に
お
い
て
解
除
の
相
手
方
（
売
主
）
負
担
と
さ
れ
る
）
偶
然

0

0

（kasuell

）
の0

滅
失
と
同
じ
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
第
一
委
員
会
は
以
上
の
論
理
で
も
っ
て
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
解
除
権
が
排
除

さ
れ
る
の
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
と
き
に
は
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
を
許
容
す
る
例
外
を
説
明

し
て
い
た
（
加
工
物
の
帰
属
に
関
す
る
審
議
内
容
に
つ
い
て
は
Ⅲ
章
２
節
⑴
に
て
と
り
あ
げ
る
（
35
））。

こ
う
し
た
論
理
は
第
一
草
案
理
由
書
で
も
繰
り

返
し
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
36
）

、
偶
然
滅
失
と
の
類
似
性
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
が
許
容
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
す
る
と
、
解
除
権
者
た
る
買
主
の
許
で
の
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
に
つ
き
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
の
負
担
と
し
て
い
た
旧

三
五
〇
条
・
第
一
草
案
四
二
九
条
が
、
立
法
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
正
当
化
さ
れ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ

の
点
は
、
既
に
我
が
国
に
お
い
て
も
本
田
純
一
お
よ
び
小
野
秀
誠
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
田
は
、
第
一
草
案
四
二
九
条
に
関
す
る

議
論
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
（
37
）

。

多
数
意
見
は
、m
ortuus redhibetur

の
法
諺
を
よ
り
強
力
な
も
の
と
考
え
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
法
政
策
的
な
意
味
を
積
極
的
に
問
わ

な
か
っ
た
。
た
だ
、
多
数
意
見
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
実
質
的
な
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
買
主
は
瑕
疵

の
存
在
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
売
主
は
瑕
疵
の
付
着
し
た
物
を
売
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
古
く
か
ら
の
制
裁
思
想
、
第
三
に
、
物
の
滅
失
は
、
物
の
瑕
疵
自
身
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
蓋
然
性
が
強
い
と
い
う
こ

と
、
で
あ
る
。

）
一
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
四

小
野
も
ま
た
、「
買
主
は
、
契
約
が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
状
態
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
論
拠
こ
そ
が
、
解
除
権
の
存
続

（
売
主
の
負
担
）
の
「
実
質
的
な
理
由
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
担
保
責
任
の
重
視
」
に
帰
着
す
る
と
分
析
し

て
い
る
（
38
）

。

た
だ
し
、
旧
三
五
〇
条
の
正
当
化
根
拠
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
た
う
え
で
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
は
偶
然

滅
失
と
同
視
で
き
る
と
い
う
立
法
過
程
で
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
ま
ず
、
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現

れ
た
場
合
を
偶
然
滅
失
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
理
由
は
何
か
。
立
法
過
程
で
は
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
旧
三
五
〇
条
の

正
当
化
根
拠
を
右
の
よ
う
に
捉
え
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
を
偶
然
滅
失
と
同
視
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
買
主
が
免

責
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
範
囲
は
加
工
・
改
造
に
と
ど
ま
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
改
造

に
限
定
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑵

　以
後
の
議
論
整
理
の
視
点

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
旧
三
五
〇
条
の
正
当
化
根
拠
は
、
偶
然
滅
失
が
生
じ
た
際
の
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
へ
の
着
目
と
、
売
主
が
瑕
疵

物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
へ
の
着
目
と
を
含
む
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
買
主
が
契
約
締
結
時
お
よ
び
受
領
物
の
利
用
行
為
時
に
お
い
て

瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
買
主
の
免
責
を
認
め
る
点
で
、
当
該
行
為
時
に
お
け
る
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
に
着
目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し

て
い
る
。
他
方
、
売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
売
っ
た
こ
と
へ
の
着
目
や
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
と
の
論

理
は
、
生
じ
た
リ
ス
ク
を
瑕
疵

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
改
正
後
で
は
売
主
の
義
務
違
反

0

0

0

0

0

0

0

）
と
結
び
つ
け
る
論
理

0

0

0

0

0

0

0

0

と
評
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
次
の
第
２
節
で
は
、
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
に
着
目
し
て
買
主
の
免
責
を
根
拠
づ
け
る
見
解
を
紹

）
一
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一
五

介
し
、
分
析
を
加
え
て
い
こ
う
。

２
　
解
除
権
者
の
置
か
れ
た
状
況
へ
の
着
目

⑴

　解
除
権
放
棄
意
思
の
不
存
在

瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
で
あ
れ
ば
特
別
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
の
理
解
は
、
遅
く
と
も
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
中
に
見
出

さ
れ
る
。
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
は
、
一
八
三
八
年
、
前
述
の
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
七
法
文
を
引
用
し
、「
瑕
疵
担
保
解
除
や
代
金

減
額
の
請
求
権
は
、
買
主
が
購
入
物
を
破
壊
し
、
費
消
し
、
加
工
し
、
あ
る
い
は
買
主
が
そ
の
物
を
再
び
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

形
で
転
売
し
た
り
、
そ
の
他
の
方
法
で
以
前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
く
し
た
と
き
に
、
消
滅
す
る
」
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、

「
上
述
の
ル
ー
ル
は
、
商
品
の
隠
れ
た
瑕
疵
が
加
工
を
通
し
て
初
め
て
気
づ
か
れ
得
た
と
き
に
は
、
例
外
を
許
容
す
る
」
と
説
い
た
（
39
）

。
ト

ラ
イ
チ
ュ
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
売
主
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
か
代
金
減
額
か
と
い
う
買
主
の
選
択
に
応
じ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

買
主
が
瑕
疵
担
保
解
除
を
選
ん
だ
場
合
、
こ
の
解
除
は
未
加
工
部
分
だ
け
で
な
く
加
工
部
分
に
も
及
び
、
売
主
は
こ
こ
で
買
主
が
加
工
の

た
め
に
支
出
し
た
費
用
や
買
主
が
受
け
て
し
か
る
べ
き
報
酬
を
も
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
理
解
は
、
一
八
六
三
年
の
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
お
よ
び
一
八
六
六
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
お
け
る
明
文
規
定
に
も
表
れ
て
い

る
。
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
九
一
八
条
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
40
）

。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
九
一
八
条
　
物
の
取
得
者
は
、
そ
の
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
の
結
果
あ
る
い
は
偶
然
の
事
情
に
よ
り
物
が
滅
失
し
た
た

め
に
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
、
契
約
の
破
棄
（A

ufhebung
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

）
一
五
（
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六

取
得
者
は
、
な
お
手
許
に
存
在
す
る
も
の
を
返
還
し
、
か
つ
、
譲
渡
人
の
債
務
が
依
然
と
し
て
存
続
す
る
間
、
そ
の
物
の
滅
失
に
至
る
ま

で
に
得
た
果
実
あ
る
い
は
自
身
の
過
失
に
よ
り
得
ら
れ
な
か
っ
た
果
実
を
償
還
す
る
。
取
得
者
が
物
を
任
意
に
処
分
し
た
こ
と
で
そ
れ
を

再
び
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
ま
た
は
改
造
に
よ
り
他
の
物
に
な
り
、
も
し
く
は
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
に
、
取
得
者

が
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
、
取
得
者
は
、
契
約
の
破
棄
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
反
対
給
付
の
減
額
の
み
を
要
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
改
造
の
場
合
に
お
い
て
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
改
造
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
破

棄
が
許
容
さ
れ
る
。

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
任
意
に
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得

者
が
そ
の
物
を
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
物
の
改
造
の

際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
九
一
八
条
最
終
文
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
た
だ
し
書
に
は
同
内
容
の
規
則
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

内
容
は
先
に
見
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
の
部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
た
だ
し
書
、
ひ
い
て
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
や
三
四
六
条
三
項

一
文
一
号
の
内
容
と
一
致
す
る
。
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
作
成
に
か
か
わ
る
委
員
会
構
成
員
で
あ
り
（
41
）

、
右
部
分

草
案
の
作
成
に
あ
た
っ
て
も
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
規
定
内
容
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
余
り
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
を
特
別
扱
い
す
る
根
拠
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
た
か
。
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
、
売

）
一
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

一
七

主
負
担
と
す
る
議
論
の
端
緒
は
、〈
買
主
に
よ
る
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
が
な
い

0

0

0

0

0

〉
と
の
論
理
か
ら
始
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
、
加
工
・
改
造
の
文
脈
に
お
い
て
明
確
に
瑕
疵
の
知
・
不
知
に
よ
る
区
別
の
重
要
性
を
説
い
た
ガ
ラ
イ
ス
は
、
一
八
七
〇
年
、

〈
加
工
を
す
れ
ば
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
に
あ
た
る
〉
と
い
う
原
則
的
な
理
解
に
は
、
い
く
つ
か
の
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
ガ

ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
検
査
の
目
的
の
た
め
に
不
可
欠
な
加
工
な
ど
、
調
査
や
品
質
確
認
の
目
的
で
の
物
の
損
傷
に
つ
い
て
は
、
瑕
疵
担
保

解
除
権
の
放
棄
を
含
ん
で
い
な
い
（
42
）

。
ま
た
、
加
工
が
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
買
主
が
加
工
を
す
る
際
に
そ
の
瑕

疵
を
知
っ
て
い
た
か
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
43
）

。
す
な
わ
ち
、
ガ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
瑕
疵

が
隠
れ
て
い
た
場
合
に
お
け
る
加
工
は
、
買
主
が
物
を
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
解
除
権
の
放
棄
を
帰
結
し
な
い
。

一
九
世
紀
中
葉
に
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
瑕
疵
認
識
の
有
無
が
重
視
さ
れ
、
買
主
の
自
由
な
使
用
に
よ
り
原
物
返
還
不
能
な
状
態
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
買
主
の
行
為
が
瑕
疵
認
識
後
に
な
さ
れ
た
の
で
な
い
限
り
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
は
排
除
さ
れ
な
い
と
述
べ
る
も

の
も
あ
っ
た
（
44
）

。

こ
の
よ
う
な
普
通
法
時
代
の
学
説
・
裁
判
例
か
ら
は
、〈
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
解
除
権
放
棄
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
〉

と
の
理
解
を
前
提
に
、〈
瑕
疵
発
見
前
の
加
工
・
改
造
は
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
で
は
な
い
た
め
、
な
お
解
除
が
許
容
さ
れ
る
〉
と
の

ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
後
に
レ
ー
ザ
ー
が
、
既
に
普
通
法
時
代
に
お
い
て
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造

し
た
場
合
に
例
外
的
に
解
除
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
判
例
法
理
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
45
）

。

も
っ
と
も
、
買
主
に
よ
る
解
除
権
の
放
棄
が
な
け
れ
ば
売
主
負
担
と
な
る
の
は
何
故
か
。
解
除
権
の
放
棄
が
な
い
だ
け
で
、
返
還
不
能

リ
ス
ク
を
売
主
に
転
嫁
で
き
る
の
は
何
故
か
。
こ
の
時
期
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
残
し
て
い
た
。

）
一
七
（
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一
八

⑵

　権
利
認
識
と
権
利
喪
失
の
同
時
到
来
の
不
当
性

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
民
法
制
定
後
の
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、
加
工
・
改
造
時
に
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の

根
拠
が
求
め
ら
れ
は
じ
め
た
。

当
時
の
議
論
の
起
点
は
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
約
定
解
除
権
排
除
を
規
定
し
た
旧
三
五
二
条
の
要
件
と
し
て
、
加
工
・
改
造
者
の
過
失

が
要
求
さ
れ
る
の
か
否
か
、
不
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
何
故
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
（
46
）

。
こ
の
点
、
制
定
後
の
通
説
は
、
加
工
・
改
造
に
は
過

失
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
（
47
）

、
旧
三
五
二
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
文
言
ど
お
り
過
失
が
要
件
に
な
ら
な
い
と
解
し

た
（
48
）

。
し
た
が
っ
て
、
解
除
権
者
の
相
続
人
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
仕
方
な
く
知
ら
ず
に
改
造
を
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
過
失
が
な
い
も

の
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
（
49
）

。

そ
れ
で
は
、
加
工
・
改
造
の
場
合
、
過
失
が
な
く
と
も
解
除
が
排
除
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
こ
の
点
で
、
当
時
、
買
主
の
任
意
の
処
分

（V
erfügung

）
が
解
除
権
に
与
え
る
影
響
を
総
合
的
に
検
討
し
、
後
の
議
論
に
影
響
を
与
え
た
コ
ン
ツ
ェ
は
、
改
造
に
よ
り
そ
の
物
が
売

主
に
と
っ
て
完
全
に
役
に
立
た
な
い
形
に
な
る
が
ゆ
え
に
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
説
く
（
50
）

。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
過
失
に
よ
り
解

除
権
の
存
否
を
判
断
す
る
旧
三
五
一
条
と
は
別
に
、
旧
三
五
二
条
を
設
け
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
51
）

。

こ
の
〈
加
工
・
改
造
に
よ
り
売
主
に
と
っ
て
完
全
に
役
に
立
た
な
い
物
に
な
る
が
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
に
よ
り
約
定
解
除
権
を
排
除
す

べ
き
〉
と
の
論
理
は
、
本
来
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
局
面
で
あ
ろ
う
と
も
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
加
工
・
改
造
時
点
で
瑕
疵
を

認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
有
す
る

こ
と
を
認
識
す
る
と
同
時
に
こ
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
こ
れ
を
不
当
と
評
価
し
、
旧
四
六
七

条
一
文
後
段
の
存
在
意
義
を
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
規
定
は
、
旧
三
五
二
条
を
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
す
る
こ
と
で
買
主
に
生
じ
る

）
一
八
（
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一
九

不
当
さ
を
調
節
す
る
た
め
に
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
右
に
見
た
売
主
の
不
利
益
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
説
か
れ
た
（
52
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
制
定
後
か
ら
し
ば
ら
く
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
根
拠
と
し
て
、（
法
定
解
除
に
お
い
て
当
時
語
ら
れ

た
よ
う
な
）〈
自
己
の
物
と
の
信
頼
〉
ま
で
は
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
（
53
）

、
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
に
着
目
し

て
い
た
（
54
）

。
も
っ
と
も
、
権
利
認
識
と
権
利
喪
失
と
が
同
時
に
到
来
す
る
こ
と
の
不
当
さ
に
着
目
す
る
当
時
の
理
解
に
は
、
瑕
疵
の
認
識
前

後
の
買
主
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
か
、
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
で
あ
れ
ば
何
故
に
免
責
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が

存
在
し
な
い
。
単
に
同
時
に
到
来
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
改
造
の
場
合
に
限
っ
て
規
定
し

て
い
る
こ
と
の
意
味
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

⑶

　履
行
承
認
・
矛
盾
挙
動
の
不
存
在

瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
行
為
で
あ
れ
ば
何
故
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
ひ
と
つ
の
回
答
を
与
え
る
の
が
、

履
行
承
認
や
矛
盾
挙
動
が
な
い
た
め
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
世
紀
後
半
、
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
が
約
定
解
除
権
を
排
除

す
る
根
拠
と
し
て
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
（
55
）

、〈
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
は
、
後

の
瑕
疵
担
保
解
除
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
先
行
行
為
と
は
い
え
な
い
〉
と
の
論
理
が
考
え
ら
れ
る
。

思
い
返
せ
ば
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
前
述
の
部
分
草
案
三
二
条
に
関
す
る
理
由
書
の
中
で
、
取
得
者
に
よ
る
任
意
の
処
分
が

あ
っ
た
際
に
は
、
そ
の
処
分
に
給
付
の
承
認
（B

illigung und G
enehm

igung

）
あ
る
い
は
物
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
た
諸
請
求
権
の
放
棄

（V
erzicht

）
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
注
目
す
べ
き
と
説
い
て
い
た
（
56
）

。
こ
れ
は
、
い
ま
問
題
と
な
る
同
条
た
だ
し
書
部
分
に
つ
い
て

の
言
及
で
は
な
く
、
同
条
本
文
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
右
指
摘
か
ら
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
履
行
認
容
意
思
、
あ
る
い
は
瑕
疵
担
保
解

）
一
九
（
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二
〇

除
権
の
放
棄
意
思
と
い
う
形
で
、
あ
く
ま
で
「
意
思
」
に
着
目
し
て
リ
ス
ク
配
分
を
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
意
思
」
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
処
分
の
際
に
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
履
行
認
容
意
思
も
権
利
放
棄
意
思
も

欠
く
以
上
、
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
を
許
容
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
こ
で
権
利
放
棄
の
部
分
に
着
目
す
れ
ば
、
前
述
の
⑴
で
見
た
の
と
同

様
の
理
解
と
な
る
が
、
履
行
認
容
意
思
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
矛
盾
挙
動
禁
止
の
視
点
か
ら
瑕
疵
認
識
前
の
加
工
・
改
造
を
特
別

視
す
る
論
理
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
矛
盾
挙
動
と
評
価
す
る
た
め
に
は
、
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で
の
行
為
で
あ
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
が
、
加
工
・
改
造
と
い
っ
た
買
主
の
手
許
で
の
行
為
に
時
系
列
的
に
先
行
す
る
、
買
主
の
受
領
行

為
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
制
定
過
程
で
の
議
論
で
あ
る
。

こ
の
点
、
債
務
法
改
正
前
の
四
六
四
条
は
、
買
主
が
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
の
瑕
疵
を
認
識
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

留
保
な
く
履
行
と
し
て
の
受
領

（A
nnahm

e als E
rfüllung

）
を
し
た
場
合
、
買
主
は
売
主
に
対
し
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
た
（
57
）

。
こ
の
旧
四
六
四

条
の
存
在
意
義
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
瑕
疵
の
判
断
基
準
時
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
危
険
負
担
論
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
た
（
58
）

。
す

な
わ
ち
、
危
険
負
担
に
お
い
て
債
務
者
主
義
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
瑕
疵
の
基
準
時
が
契
約
締
結
時
か
ら
引
渡
時
に
移
行
さ
れ
る
と
、

そ
の
瑕
疵
が
買
主
に
と
っ
て
「
隠
れ
た
瑕
疵
」
で
あ
る
の
か
「
明
ら
か
な
瑕
疵
」
で
あ
る
の
か
の
基
準
は
、
ロ
ー
マ
法
原
則
の
よ
う
に
契

約
締
結
時
に
判
定
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
（
59
）

。
そ
こ
で
、
契
約
締
結
時

0

0

0

0

0

に
買
主
が
既
に
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
や
通
常
人
が
取
引
に
お

い
て
通
常
払
う
注
意
を
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
知
り
え
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
規
律
（
旧

四
六
〇
条
）
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
の
受
領
時

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
旧
四
六
四
条
の
規
律
が
要
求
さ
れ
た
（
60
）

。
第
一
委
員
会
で
は
（
61
）

、
取
得
者
が
瑕
疵
を

知
り
つ
つ
留
保
な
く
受
領
し
た
場
合
、
解
除
権
、
代
金
減
額
権
お
よ
び
代
物
引
渡
請
求
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
評
価
す
る
の
は
自
明
で
あ
る

）
二
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

二
一

と
さ
れ
、「
受
取
人
が
彼
に
履
行
目
的
で
提
供
さ
れ
た
瑕
疵
あ
る
性
状
を
有
す
る
物
を
、
彼
が
そ
の
瑕
疵
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

に
も
か
か
わ
ら
ず
留
保
な
く
履
行
と
し
て
受
領
す
る
場
合
、
そ
う
し
た
行
動
に
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
や
代
金
減
額
、
も
し
く
は
代
物
調
達

の
権
利
の
放
棄
0

0

が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
後
に
行
使
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
、
取
引
の
利
益
に
も

適
う
の
は
、
そ
う
し
た
権
利
の
事
後
的
追
及
を
積
極
的
な
規
定
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。」（
傍
点
・
引
用
者
）
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
（
62
）

。
買
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
受
領
す
る
に
あ
た
り
そ
の
瑕
疵
を
知
っ
て
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
「
放
棄
」
し
た

と
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
留
保
な
き
受
領
は
、
放
棄
の
意
思
表
示
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
の
「
権
利
の
放
棄
」
と

は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
り
つ
つ
留
保
な
く
受
領
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
に
な
お
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
「
信
義
則

違
反
」
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
信
義
則
違
反
が
、「
矛
盾
挙
動
禁
止
（venire contra factum

 proprium

）」

を
意
味
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
信
義
則
違
反
な
い
し
矛
盾
挙
動
と
評

価
さ
れ
る
の
が
、
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受
領
し
た
場
合
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
に
着
目
す
る
と
、
旧
四
六
四
条
は
、
旧
四
六
〇
条
と
の
み
な
ら
ず
、
解
除
権
排
除
を
規
定
す
る
旧

三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
、
ひ
い
て
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
も
連
続
性
の
あ
る
規
定
と
し
て
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
映
る
。
旧
四
六
〇

条
と
旧
四
六
四
条
と
の
間
に
連
続
性
が
あ
る
こ
と
は
、
右
で
見
た
旧
四
六
四
条
の
制
定
過
程
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
①
契
約
締
結
時
に
瑕

疵
を
知
っ
て
い
た
買
主
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
で
き
な
い
と
の
旧
四
六
〇
条
の
規
律
は
、
瑕
疵
を
知
り
つ
つ
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
を

先
行
行
為
と
す
る
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
の
現
れ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
受
領
段
階
で
働
く
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則

の
現
れ
が
、
旧
四
六
四
条
で
あ
る
。
買
主
の
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
を
規
定
す
る
旧
四
六
四
条
は
、
買
主
に
よ
る
履
行
の
「
承
認
」
や

）
二
一
（
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二
二

瑕
疵
担
保
請
求
権
の
「
放
棄
」
が
認
め
ら
れ
る
ゆ
え
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
。
承
認
と
い
う
先
行
行
為
ゆ
え
に
、
そ
の
後
に
こ
れ

と
矛
盾
す
る
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
行
使
が
禁
止
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
③
こ
れ
ら
と
似
た
構
造
を
有
す
る
の
が
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条

で
あ
っ
た
。
旧
三
五
二
条
で
は
、
受
領
物
を
自
ら
の
意
思
で
加
工
・
改
造
し
、
返
還
不
能
の
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
が
ゆ
え
に
、
以
後
、

約
定
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
行
為
を
先
行
行
為
と
し
た
矛
盾
挙
動
を
規
律
す
る
の
が

旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
前
者
二
つ
は
瑕
疵
の
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
で
は
解
除
原
因
の
認
識

が
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
ひ
と
く
ち
に
矛
盾
挙
動
と
い
っ
て
も
、
い
か
な
る
先
行
行
為
を
も
っ
て
矛
盾
挙
動
と
評
価
す
る
か

に
つ
い
て
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
点
で
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
で
の
有
力
学
説
の
よ
う
に
、
買
主
が
受
領

物
を
自
己
の
物
と
し
て
自
由
に
使
用
し
た
以
上
、
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
リ
ス
ク
転
嫁
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
れ
ば
、
旧
三
五
一

条
・
旧
三
五
二
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
の
要
件
と
し
て
は
解
除
原
因
の
認
識
が
不
要
と
も
解
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
矛
盾
挙
動
禁
止

原
則
の
現
れ
と
い
う
点
で
は
旧
四
六
〇
条
・
旧
四
六
四
条
と
共
通
す
る
も
の
の
、
先
行
行
為
に
お
い
て
解
除
原
因
の
認
識
が
不
要
と
さ
れ

る
点
で
、
契
約
締
結
時
や
目
的
物
受
領
時
の
リ
ス
ク
配
分
基
準
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
に
つ
い
て
異
な
る
理
解
も
可
能
で
あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
は
約

定
解
除
の
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
既
に
我
が
国
で
の
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
是
非
は
ひ
と
ま
ず
措

く
と
し
て
、
解
除
権
を
留
保
し
た
当
事
者
は
、
将
来
、
契
約
が
解
除
さ
れ
、
受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
よ
り
、
物
を
将
来
の
返
還
に
備
え
て
注
意
深
く
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
（
63
）

。
す
な

わ
ち
、
約
定
解
除
の
場
合
に
は
、
解
除
権
者
に
解
除
可
能
性
の
認
識
（
義
務
）
が
既
に
あ
る
と
解
す
る
が
ゆ
え
に
、
旧
三
五
一
条
・
旧

）
二
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

二
三

三
五
二
条
で
は
解
除
原
因
の
認
識
が
明
示
的
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

こ
の
③
の
段
階
に
お
い
て
も
、
解
除
原
因
を
知
っ
た
う
え
で
任
意
の
処
分
を
し
た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
行
行
為

の
際
に
解
除
原
因
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
矛
盾
挙
動
の
評
価
に
あ
た
っ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
旧
三
五
二
条
を
無
条
件
に
瑕

疵
担
保
解
除
権
に
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
に
配
慮
し
た
の
が
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
（
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
初
め

て
現
れ
た
場
合
の
瑕
疵
担
保
解
除
の
例
外
的
許
容
）
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
相
当
す
る
第
一
草
案
の
規
定
は

三
八
七
条
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
、
旧
四
六
四
条
に
相
当
す
る
第
一
草
案
三
八
六
条
の
次
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
と
の
繋
が
り
で
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
契
約
締
結
時
や
目
的
物
受
領
時

の
リ
ス
ク
配
分
と
も
合
致
し
、
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
批
判
が
想
像
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
改
造
の
場
合
に
の
み
例
外
規
定
が
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
の
批
判
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
買
主
の
手
許
に
移
っ
て
自
由
に
使
用
し
て
い
る
段
階
で
の
リ
ス
ク
配
分
が
、
当
然
に
契
約
締
結
時
や
受
領
時
の
そ
れ
と
同
じ
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
が
示
せ
て
い
な
い
と
の
批
判
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
契
約
締
結
時
や
受
領
時
と
は
異
な
り
、
自

由
に
使
用
す
る
に
ま
で
至
れ
ば
、
瑕
疵
認
識
前
で
あ
ろ
う
と
も
履
行
承
認
と
捉
え
、
も
は
や
売
主
に
リ
ス
ク
転
嫁
で
き
な
い
と
の
理
解
も

ま
た
あ
り
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑷

　自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護

二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
で
は
、
約
定
解
除
と
法
定
解
除
と
で
当
事
者
の
置
か
れ
た
状
況
が
異
な
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、（
瑕
疵
担
保

解
除
と
区
別
さ
れ
る
）
法
定
解
除
に
お
い
て
は
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
意
識
さ
れ
た
。
自
己
の
物
と
の
信
頼
ゆ
え
に
、
法
定
解
除
の

）
二
三
（
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二
四

局
面
で
は
、
旧
三
二
七
条
二
文
（「
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
い
て
解
除
が
さ
れ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
不
当
利
得

の
返
還
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
の
み
責
任
を
負
う
。」）
が
存
在
し
、
旧
三
五
〇
条
に
よ
る
危
険
の
跳
ね
戻
り
（
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
危
険
転

嫁
）
も
正
当
化
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
た（64
）

。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、
こ
う
し
た
議
論
が
必
ず
し
も
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の

根
拠
論
に
は
繋
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
状
況
の
変
化
が
、
二
〇
世
紀
後
半
に
生
じ
た
。
瑕
疵
の
不
知
、
ひ
い
て
は
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
旧

四
六
七
条
一
文
後
段
を
重
視
し
た
の
が
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
フ
ー
バ
ー
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
、
一
般
原
則

に
関
わ
る
ル
ー
ル
で
あ
る
と
理
解
す
る
（
65
）

。
す
な
わ
ち
、
受
領
物
の
返
還
不
能
が
、
瑕
疵
自
体
か
ら
生
じ
た
場
合
、
あ
る
い
は
瑕
疵
を
認
識

で
き
な
い
状
況
か
ら
生
じ
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
な
い
と
の
一
般
原
則
が
あ
る
と
考
え
る
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段

は
、
こ
う
し
た
一
般
原
則
の
現
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

フ
ー
バ
ー
の
論
理
を
も
う
少
し
遡
っ
て
見
て
み
よ
う
。
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
を
規
定
す
る
旧
三
五
〇
条
に
は
、

ケ
メ
ラ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
異
な
っ
た
適
用
事
例
が
含
ま
れ
る
。
一
つ
が
、
物
の
瑕
疵
と
は
関
わ
ら
な
い
、
純
粋
な
偶
然
滅

失
の
事
例
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
、
損
傷
の
な
い
状
態
で
返
還
で
き
な
い
こ
と
が
物
が
有
す
る
瑕
疵
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
結
果
で
あ
る

事
例
で
あ
る
。
売
主
が
こ
う
し
た
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
法
律
上
の
原
則
で
あ
り
、
こ
れ
は
旧
三
五
〇
条
で
も
暗
黙

に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
明
示
的
に
表
現
す
る
の
が
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
な
の
で
あ
る
。
事
例
で
考
え

て
み
る
と
、
そ
の
際
に
は
二
つ
の
異
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
る
。
一
つ
目
は
、
売
却
さ
れ
た
車
の
ブ
レ
ー
キ
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
が
故

に
そ
の
車
が
交
通
事
故
に
遭
っ
て
損
傷
し
た
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
物
の
瑕
疵
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
物
の
滅
失
を
引
き
起
こ
す
場
面

で
あ
る
。
ワ
イ
ン
の
コ
ル
ク
の
質
が
悪
か
っ
た
た
め
に
ワ
イ
ン
が
劣
化
し
た
場
合
や
、
売
買
目
的
物
の
梱
包
方
法
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め

）
二
四
（
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二
五

に
搬
出
過
程
で
損
傷
さ
れ
た
り
買
主
の
倉
庫
で
劣
化
し
た
場
合
な
ど
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
場
面
は
、
問
題
な
く
旧
三
五
〇
条
で
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
品
の
滅
失
ま
た
は
損
傷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に

対
し
、
も
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
、
買
主
が
購
入
物
を
加
工
し
、
そ
の
加
工
の
際
や
そ
の
後
に
至
っ
て
初
め
て
瑕
疵
を
知
っ
た
場
面
で
あ

る
。
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
こ
う
し
た
特
別
に
重
要
な
場
面
の
み
を
規
定
し
た
。
こ
う
し
て
フ
ー
バ
ー
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず

に
し
た
行
為
の
結
果
を
売
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
一
般
原
則
と
ま
で
述
べ
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
そ
の
一
般
原
則
の
一
表
象
と
捉

え
た
（
66
）

。
も
っ
と
も
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
（
お
よ
び
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
）
の
制
度
趣
旨
を
フ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
理
解
し

た
場
合
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
正
当
化
根
拠
と
同
様
に
、
同
規
定
が
改
造
に
つ
い
て
の
み
規
定
す
る
意
味
が
曖
昧
と
な
る
。
フ
ー
バ
ー
の
よ

う
に
理
解
す
れ
ば
、
瑕
疵
認
識
前
の
消
費
行
為
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
行
為
の
場
合
に
も
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
が

許
容
さ
れ
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
の
負
担
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
平
仄
が
合
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
実
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
消
費
（V

erbrauch

）
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
も
類
推
適
用
さ
れ
て
き

た
（
67
）

。
債
務
法
改
正
後
も
消
費
行
為
に
類
推
適
用
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
（
68
）

。
買
主
は
売
買
物
を
返
還
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全

な
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
で
き
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
行
為
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
で
あ
ろ

う
と
も
、
同
規
定
を
類
推
適
用
し
な
い
の
が
フ
ー
バ
ー
も
含
め
た
多
数
の
見
解
で
あ
る
（
69
）

。
ま
た
、
改
正
の
前
後
を
問
わ
ず
、
ド
イ
ツ
の
判

例
・
学
説
は
、
瑕
疵
認
識
前
で
あ
ろ
う
と
も
故
意
的
破
壊
行
為
に
よ
る
返
還
不
能
に
つ
い
て
は
買
主
の
負
担
で
あ
る
と
し
て
き
た
（
70
）

。
右
の

よ
う
な
フ
ー
バ
ー
の
制
度
趣
旨
理
解
は
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
や
故
意
的
破
壊
行
為
に
関
す
る
議
論
と
矛
盾
す
る
お
そ
れ
を
有
す
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
根
拠
に
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
に

）
二
五
（
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二
六

お
い
て
批
判
が
向
け
ら
れ
、
我
が
国
で
も
近
時
こ
の
批
判
が
注
目
を
集
め
て
い
る
（
71
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼

は
、
自
身
の
給
付
を
最
終
的
に
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
自
覚
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
買
主
は
こ
の
自
覚
を
伴
っ
て
は
じ
め

て
受
領
物
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
買
主
を
免
責
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な

い
と
の
批
判
で
あ
る
。

原
状
回
復
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
を
語
る
に
あ
た
り
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
重
要
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
自
体
を
根
拠
に
売
主
負
担
を
語
る
こ
と
に
は
、
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。

３
　
瑕
疵
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
の
因
果
関
係
へ
の
着
目

⑴

　具
体
的
因
果
関
係
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
ま
た
は
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
の
存
在

思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
見
た
理
解
は
、
売
主
負
担
を
導
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
主
が
免
責
に
値
す
る
こ
と
の
み
指
摘
し
た
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
今
一
度
思
い
起
こ
さ
れ
る
べ
き
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
制
定
に
あ
た
っ
て
偶
然
滅
失
の
場
合
（
旧

三
五
〇
条
）
と
同
視
す
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

旧
三
五
〇
条
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
と
お
り
、
売
主
が
瑕
疵
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
以
下
の
よ
う
に
、
瑕
疵
あ
る
い
は
売
主
が
瑕
疵
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
引
き
継
ぐ
三
四
六

条
三
項
一
文
一
号
を
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
（
72
）

。
た
と
え
ば
、
レ
ヘ
ル
は
、
同
規
定
の
根
拠
を
、
返
還
債
権
者
（
売
主
）
が
物
の
瑕
疵
に
つ

き
帰
責
性
を
有
す
る
こ
と
に
求
め
る
（
73
）

。
ま
た
、
ベ
ニ
ッ
ケ
は
、
買
主
が
加
工
・
改
造
を
し
て
も
瑕
疵
ゆ
え
に
目
的
と
し
た
付
加
価
値
を
作

り
出
さ
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
加
工
物
も
全
体
と
し
て
価
値
が
無
い
こ
と
を
同
規
定
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
（
74
）

。
さ
ら
に
、
フ
ェ
ス

）
二
六
（
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二
七

ト
は
、
売
主
の
瑕
疵
あ
る
給
付
こ
そ
が
加
工
・
改
造
過
程
に
お
い
て
製
品
の
価
値
を
下
げ
る
原
因
で
あ
る
こ
と
に
同
規
定
の
根
拠
が
求
め

ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
同
規
定
は
三
四
六
条
三
項
一
文
二
号
前
段
（
返
還
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
）
の

典
型
的
場
面
と
し
て
整
理
し
得
る
と
説
く
（
75
）

。
同
じ
く
デ
ル
も
ま
た
、
瑕
疵
あ
る
給
付
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
に
は
価
値
が
な
い
こ
と
が
多

く
、
か
つ
目
的
と
し
た
付
加
価
値
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
加
工
・
改
造
物
に
価
値
が
な
い
こ
と
と
瑕
疵
と
の
間
に
は
因
果
関

係
が
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
（
76
）

。

実
は
、
こ
の
よ
う
に
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉
あ
る
い
は
〈
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
を
売
主
負
担
の
根
拠
と

す
る
見
解
は
、
債
務
法
改
正
前
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
我
が
国
に
お
い
て
も
幾
度
と
な
く
参
照
さ
れ
て
き
た
ケ
メ
ラ
ー
の
論
文

に
お
い
て
で
あ
る
。
ケ
メ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
加
工
・
改
造
こ
そ
買
主
の
自
由
な
使
用
で
あ
り
、
彼
の
い
う
第
三
類
型
に
あ
た
り
、
瑕
疵
担

保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
、
買
主
は
代
金
減
額
請
求
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ケ
メ
ラ
ー
も
ま
た
、
売
買
対
象
の

改
造
や
そ
の
他
の
利
用
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
よ
り
別
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
瑕

疵
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
行
為
が
無
駄
に
な
っ
た
以
上
、
瑕
疵
が
原
因
と
な
っ
て
売
買
対
象
が
滅
失
・
損
傷
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
ケ
メ
ラ
ー
の

第
一
類
型
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
と
説
い
て
い
た
（
77
）

。

な
る
ほ
ど
、
旧
三
五
〇
条
の
法
諺
と
さ
れ
る“M

ortuus R
edhibetur ”

（
死
ん
だ
奴
隷
は
返
さ
れ
る
）
の
起
源
は
、
奴
隷
の
売
買
に
お
い

て
売
買
時
の
病
気
ゆ
え
に
奴
隷
が
死
ん
だ
事
案
を
想
定
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
（
78
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
旧
三
五
〇
条
と
同
視
す
べ
き
と

さ
れ
た
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
お
い
て
も
、
瑕
疵
と
の
因
果
関
係
に
着
目
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
価
値
低
下
の
原
因
が
、
加
工
・

改
造
に
あ
る
と
い
う
よ
り
瑕
疵
に
存
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
本
稿
冒
頭
事
例
に
お
い
て
、
ゴ
ム
へ
の
加
工
の
際
に
ゴ
ム

の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
ゴ
ム
が
裂
け
た
と
い
う
場
合
に
は
、
瑕
疵
ゆ
え
に
価
値
低
下
が
生
じ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

）
二
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

二
八

し
か
し
、
い
ま
配
分
を
検
討
し
て
い
る
リ
ス
ク
は
、
瑕
疵
物
と
し
て
価
値
が
減
じ
ら
れ
て
い
る
そ
の
物
が
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
加
工
・

改
造
に
よ
り
価
値
低
下
し
た
リ
ス
ク
（
＝
原
物
（
瑕
疵
物
）
返
還
不
能
リ
ス
ク
）
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
仮
に
〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉

を
根
拠
と
す
る
場
合
、
加
工
・
改
造
が
瑕
疵
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
同
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
余
地
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
木
材
へ
の
加
工
の
ケ
ー
ス
で
、
当
事
者
が
想
定
し
た
以
上
に
節
が
存
在
し
、
当
該
木
材
で
は
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場

合
の
価
値
低
下
は
、
木
材
を
買
主
の
使
用
目
的
に
沿
っ
た
サ
イ
ズ
に
切
断
す
る
等
の
加
工
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
こ
の
加
工
の
場
合
の
価
値
低
下
は
、
瑕
疵
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
瑕
疵
が
原
因
で
の
価
値
低
下
を
狭
く
捉
え

る
と
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
や
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
適
用
範
囲
が
狭
く
な
る
余
地
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
瑕
疵
と
因
果
関
係

の
な
い
目
的
物
の
価
値
の
減
少
・
消
失
事
例
が
同
規
定
の
射
程
に
収
ま
ら
な
い
難
点
を
有
す
る
。
我
が
国
で
は
、
民
法
（
債
権
関
係
）
改

正
に
よ
り
、
契
約
不
適
合
に
は
品
質
の
不
適
合
の
他
に
種
類
の
不
適
合
も
含
ま
れ
た
。
異
種
物
の
引
渡
し
が
な
さ
れ
、
加
工
・
改
造
の
際

に
不
適
合
が
現
れ
た
場
合
、
異
種
物
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
の
価
値
が
低
下
す
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
も
想
定

し
た
と
き
、
契
約
不
適
合
に
よ
る
価
値
低
下
を
売
主
負
担
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉
で
は
な
く
、〈
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
を
根
拠
と
す
る
と
、
右
の
木

材
加
工
の
ケ
ー
ス
で
も
同
規
定
の
適
用
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
右
の
ケ
メ
ラ
ー
や
ベ
ニ
ッ
ケ
ら
の
表
現
は
、
こ
う
し
た
理
解
に
整
合

的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
加
工
・
改
造
が
目
的
と
し
た
付
加
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
の
不
能
は
、
契
約
目
的
の
達
成
不
能
に
等
し
い
は
ず

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
買
主
が
契
約
を
解
除
す
る
場
面
で
は
必
然
的
に
、
加
工
・
改
造
の
目
的
が
達
成
不
能
と
捉
え
う
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
根
拠
づ
け
は
、
一
見
す
る
と
加
工
・
改
造
に
着
目
し
た
論
拠
で
あ
り
な
が
ら
、
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
必
然
的
に
満
た
す
基
準

と
な
っ
て
い
る
。
瑕
疵
物
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
検
討
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
瑕
疵
ゆ
え
に
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い

）
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こ
と
そ
れ
自
体
を
理
由
と
し
て
売
主
負
担
を
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
解
除
の
可
否
で
は
な
く
価
額
償
還
義
務
の
有
無
に
よ

る
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
改
正
法
の
も
と
で
、
右
の
よ
う
な
リ
ス
ク
配
分
基
準
は
適
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
返
還
不
能

（
価
値
低
下
）
事
由
と
因
果
関
係
の
あ
る
原
因
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
工
・
改
造
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
原
因
は
問
題
で
な

い
は
ず
で
あ
る
。

⑵

　仮
定
的
因
果
関
係
〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
の
存
在

そ
こ
で
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
と
瑕
疵
（
物
の
引
渡
し
）
と
を
結
び
つ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
瑕
疵
の
不
知
を
重
視
し
、〈
瑕
疵

を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
の
仮
定
を
前
提
と
す
る
論
理
が
注
目
さ
れ
る
。

旧
三
五
〇
条
お
よ
び
債
務
法
改
正
後
に
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
三
四
六
条
三
項
一
文
三0

号0

で
は
、
相
手
方
の
義
務
違
反
や
買
主
の
自
己
の
物

と
の
信
頼
を
そ
の
根
拠
と
す
る
も
の
が
多
い
も
の
の
、
前
稿
に
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
相
手
方
の
義
務
違
反
と
買
主
の
瑕
疵
の
不
知
と
を

併
せ
考
え
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
せ
ず
、
瑕
疵
物
を
受
け
取
る
こ
と
も
な
く
、
買
主
の
許
で
滅
失
・
損
傷
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
〉
と
い
う
形
で
、
瑕
疵
物
の
引
渡
し
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
・
損
傷
と
を
結
び
つ
け
て
売
主
負
担
を
説
明

す
る
論
理
が
あ
っ
た
（
79
）

。

こ
う
し
た
論
理
を
加
工
・
改
造
の
局
面
に
も
敷
衍
す
れ
ば
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
や
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
を
説
明
す
る
に
あ

た
っ
て
も
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
形
で
、
瑕
疵
物
の
引
渡
し
（
売
主
の
義
務
違
反
）
と
加
工
・

改
造
に
よ
る
返
還
不
能
と
を
結
び
つ
け
て
売
主
負
担
を
説
明
す
る
論
理
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

事
実
、
近
年
、
売
主
の
義
務
違
反
と
結
び
つ
け
て
売
主
負
担
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
は
債
務

）
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三
〇

法
改
正
の
過
程
で
は
特
段
議
論
が
な
か
っ
た
が
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
、
同
規
定
の
制
度
趣
旨
を
め
ぐ
っ
て
、
改
正
前
と
少
し
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
や
カ
イ
ザ
ー
、
フ
ー
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
瑕
疵
が

加
工
・
改
造
前
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
買
主
は
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
結
果
、
加
工
・
改
造
し
て

い
な
い
状
態
で
瑕
疵
物
を
返
還
で
き
、
価
額
償
還
義
務
を
負
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
（
80
）

。
こ
こ
で
は
、
買
主
が

単
に
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
（
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護
の
前
提
）
の
み
な
ら
ず
、0
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・0
改
造
を
せ
ず
、0
か
つ
瑕

疵
あ
る
受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
買
主
の
故
意
的
破
壊
行
為
は
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
行
為
と
し
て
必
ず
し
も
免
責
さ

れ
な
い
余
地
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
瑕
疵
の
不
知
お
よ
び
自
己
の
物
と
の
信
頼
だ
け
で
な
く
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て

い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
論
理
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
給
付
を
負
担
す
る
と
い
う
買
主
の
契
約
時
の

決
定
お
よ
び
加
工
・
改
造
と
い
う
買
主
の
故
意
行
為
を
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
視
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
。
売
主
に
よ
る
瑕
疵
物

の
引
渡
し
と
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
と
の
因
果
関
係
に
着
目
す
る
見
解
は
、
反
対
給
付
の
負
担
を
前
提
に
買
主
の
自
己
の
物

と
の
信
頼
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
す
る
有
効
な
反
論
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
⑴
で
挙
げ
た
フ
ェ
ス
ト
や
デ
ル
は
、〈
瑕
疵
に
よ
る
価
値
低
下
〉
を
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
根
拠
と
し
て

挙
げ
つ
つ
も
、
こ
こ
に
お
い
て
瑕
疵
の
不
知
を
も
併
せ
指
摘
し
て
い
た
。
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
加

工
・
改
造
と
い
う
買
主
の
故
意
行
為
が
介
入
し
た
と
し
て
も
、
加
工
・
改
造
物
の
価
値
が
下
が
っ
て
い
る
こ
と
と
瑕
疵
と
の
間
の
因
果
関

係
が
否
定
さ
れ
な
い
と
論
じ
て
い
た
（
81
）

。

さ
ら
に
、
⑴
で
挙
げ
た
〈
瑕
疵
に
よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
を
根
拠
と
す
る
見
解
と
の
関
係
を
付
言
す
れ
ば
、〈
瑕
疵
に

）
三
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
一

よ
る
加
工
・
改
造
目
的
の
達
成
不
能
〉
は
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
こ
と
の
重
要
な
間
接
事
実
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
メ
ラ
ー
は
、
買
主
の
自
由
な
行
為
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
の
危
険
を
買
主
の
負
担
と
し
た
た
め
、
瑕
疵
の

不
知
や
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
説
明
し
た
り
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を

し
な
か
っ
た
〉
と
の
論
理
で
も
っ
て
同
規
定
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
偶
然
滅
失
の
売
主

負
担
を
規
定
す
る
旧
三
五
〇
条
は
、
債
務
法
改
正
に
お
い
て
全
面
的
に
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
。（
改
正
前
の
瑕
疵
担
保
解
除
を
含
む
）
法
定

解
除
で
は
、
解
除
の
相
手
方
の
義
務
違
反
が
存
在
し
、
あ
る
い
は
法
定
解
除
権
者
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
改
正
後
の
今
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
根
拠
を
、
解
除
原
因
の
不
知
を
媒
介
項
と
し
て
売
主
に
よ
る
瑕
疵
物
の
引

渡
し
に
求
め
る
こ
と
に
は
整
合
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
も
ま
た
、
同
文
三
号
と
同
じ
論
理
で
も
っ

て
説
明
が
可
能
な
規
定
と
理
解
で
き
よ
う
。

４
　
我
が
国
に
お
け
る
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
の
配
分

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
負
担
に
な
る
論
理
の
説
得
力
を
確
認
し
た
う
え
で
、

同
リ
ス
ク
が
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
を
特
別
視
す
る
議
論
は
、
遅
く
と
も
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
後
期
普
通
法
学
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。
瑕

疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
を
認
定
す
る
前
提
と
し
て
、
解
除
権
の
認
識
が
要
求
さ
れ
た
（
２
節
⑴
参
照
）。
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、

瑕
疵
担
保
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
同
時
に
権
利
を
喪
失
す
る
こ
と
を
不
合
理
で
あ
る
と
評
価
し
て
旧
四
六
七
条
一
文
後
段

を
説
明
す
る
見
解
が
登
場
す
る
（
２
節
⑵
参
照
）。
加
工
・
改
造
時
に
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
、

）
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三
二

瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
行
為
は
そ
の
後
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
行
使
と
矛
盾
し
な
い
と
の
評
価
に
繋
が
る
と
と
も
に
（
２
節
⑶
参
照
）、
よ

り
根
本
的
に
は
、
瑕
疵
認
識
前
の
買
主
に
は
自
己
の
物
と
の
信
頼
が
あ
り
、
こ
れ
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
の
論
理
に
繋
が
っ
た
（
２
節

⑷
参
照
）。

も
っ
と
も
、
周
知
の
と
お
り
、
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、（
約
定
解
除
だ
け
で
な
く
）
法
定
解
除
や
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
面
に
お
い
て
も
、

買
主
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
の
危
険
が
売
主
の
負
担
と
な
る
こ
と
（
旧
三
二
七
条
一
文
・
旧
四
六
七
条
一
文
前
段
が
準
用
す
る
旧
三
五
〇
条
の

帰
結
）
へ
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
自
己
の
物
と
信
じ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
売
買
契
約
で
あ
れ
ば
反
対
給
付
を
負
担
し
た
が

ゆ
え
に
保
護
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
受
領
物
を
自
己
の
物
と
し
て
自
由
に
使
用
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
に
解

除
を
主
張
し
て
リ
ス
ク
転
嫁
を
図
る
こ
と
は
矛
盾
挙
動
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
、
そ
の
後
一
気
に
有
力
と
な
っ
て
い
っ
た
。
自
己
の

物
と
信
じ
て
い
る
が
ゆ
え
、
こ
の
者
に
保
管
義
務
や
注
意
義
務
の
違
反
を
観
念
で
き
な
い
た
め
に
、
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
が
前
面
に
出
て

き
た
と
も
い
え
る
。
法
定
解
除
や
瑕
疵
担
保
解
除
と
約
定
解
除
と
の
相
違
が
意
識
さ
れ
つ
つ
も
、
原
状
回
復
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て

は
、
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
売
主
負
担
と
す
る
帰
結
自
体
は
、
多
数

に
よ
り
支
持
さ
れ
て
き
た
。
買
主
の
支
配
領
域
下
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
は
広
く
買
主
が
負
担
す
べ
き
と
説
い
た
ホ
ン
ゼ
ル
も
（
82
）

、
あ
る
い

は
双
務
契
約
の
清
算
と
い
う
観
点
か
ら
買
主
負
担
を
導
い
た
レ
ー
ザ
ー
も
（
83
）

、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
で
瑕
疵
担
保
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
を
売
主
が
負
う
も
の
と
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
旧
三
五
一
条
の
「
過
失
」
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
で

旧
三
五
〇
条
の
適
用
領
域
を
狭
め
て
買
主
負
担
の
範
囲
を
拡
大
す
る
解
釈
を
展
開
し
た
ケ
メ
ラ
ー
が
、
旧
三
五
〇
条
・
旧
三
五
一
条
で
の

解
釈
と
矛
盾
し
な
い
形
で
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
説
明
す
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
の
が
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
ケ
ー
ス
で
は
瑕
疵

）
三
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
三

ゆ
え
に
加
工
・
改
造
が
無
駄
に
な
っ
て
い
る
と
の
論
理
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
根
拠
と
し
た
リ
ス
ク
配
分
に
は
疑
問
が
あ
る
も
の
の
（
３
節

⑴
）、
加
工
・
改
造
は
返
還
不
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
す
る
故
意
行
為
で
あ
り
、
買
主
の
自
由
な
行
為
に
他
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
買
主
の
自
由
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
広
く
旧
三
五
一
条
に
よ
り
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、
売
主
負
担
と
な
る

こ
と
が
か
つ
て
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
後
ド
イ
ツ
で
は
債
務
法
改
正
が
な
さ
れ
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
規
律
が
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
承
継
さ
れ
た
。
ま

た
、
草
案
理
由
書
は
、
買
主
に
よ
る
自
由
な
行
為
や
危
険
を
高
め
る
ふ
る
ま
い
が
あ
っ
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
見
解

を
、
基
準
と
し
て
曖
昧
な
点
を
残
す
点
で
採
用
で
き
な
い
も
の
と
評
価
し
た
。
旧
三
五
〇
条
は
全
面
的
に
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
法

定
解
除
の
場
合
に
限
っ
て
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
維
持
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
己
の
事
務
に
お

け
る
と
同
一
の
注
意
を
尽
く
し
て
い
な
が
ら
も
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
か
ら
も
買
主
を
免
責
し
た
（
三
四
六
条
三
項
一
文
三0

号0

）。
右
の
よ
う

に
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
偶
然
滅
失
を
超
え
て
買
主
の
免
責
を
認
め
た
こ
と
か
ら
、
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
同

規
定
の
制
度
趣
旨
と
し
て
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
に
着
目
す
る
。
法
定
解
除
に
限
っ
た
規
定
と
さ
れ
た
た
め
、
旧
法
下
と
比
べ
、
解
除

原
因
の
不
知
を
根
拠
と
し
や
す
い
法
状
況
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三0

号0

に
お
い
て
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
の
締
結
お
よ
び
瑕
疵
物
の
受
取
り
を
せ
ず
、
買

主
の
許
で
の
滅
失
・
損
傷
も
な
か
っ
た
〉
と
の
形
で
瑕
疵
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
・
損
傷
と
が
結
び
付
け
ら
れ
る
論
理
が
主

張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
場
合
に
も
、〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
の

形
で
、
解
除
原
因
の
不
知
を
仲
介
さ
せ
て
、
生
じ
た
原
物
返
還
不
能
事
由
と
瑕
疵
物
の
引
渡
し
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
売
主
負
担

を
導
く
見
解
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

）
三
三
（
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三
四

以
上
の
よ
う
な
形
で
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
た
こ
と
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
種
々
の
理

由
づ
け
に
よ
り
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
物
を
自
己
の
物
と
信
頼

し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
加
工
・
改
造
を
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
履
行
と
し
て
承
認
す
る
行
為
で
は
な
く
、
買
主
を
免
責
す

る
う
え
で
矛
盾
挙
動
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
先
行
行
為
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
自
身
が
相
手
方
に
対
し
て
反
対
給
付
を
す
る
と
い
う
代
償
を
払
う
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
買
主
が
自
ら
反
対
給
付
を
負
担
し
、
受
領
物
を
自
由
に
使
用
し
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
加
工
・
改
造
と
い
う
自
由
な

行
為
に
あ
た
り
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
と
い

え
る
場
合
に
は
、
反
対
給
付
を
負
担
す
る
と
い
う
買
主
の
契
約
時
の
決
定
お
よ
び
加
工
・
改
造
と
い
う
買
主
の
故
意
行
為
を
重
視
し
て
リ

ス
ク
配
分
を
す
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
こ
れ
が
本
稿
で
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
照
し
て
い
く
こ
と
で
見
え
て
き
た
重
要
な
視
点
で

あ
る
。
売
主
に
よ
る
瑕
疵
物
の
引
渡
し
と
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
と
の
因
果
関
係
に
着
目
す
る
見
解
は
、
反
対
給
付
の
負
担

を
前
提
に
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
見
解
（
＝
反
対
給
付
の
限
度
で
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
見
解
）
に
対
す
る
有
効
な
反
論

に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
見
解
の
登
場
に
よ
り
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
こ
と
は
、

説
得
力
を
持
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
売
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ

う
。
こ
の
リ
ス
ク
配
分
を
考
え
る
う
え
で
は
、
次
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
（
84
）

。

）
三
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
五

①
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
受
領
時
か
ら
物
に
価
値
が
な
か
っ
た
場
合

②
品
質
の
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
領
時
の
物
に
価
値
が
あ
っ
た
が
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
受
領
物
の
価
値
が
失
わ
れ
た
場
合

③
品
質
の
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
領
時
の
物
に
価
値
が
あ
り
、
加
工
・
改
造
に
よ
っ
て
も
受
領
物
の
価
値
が
残
っ
た
場
合

冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
近
時
の
我
が
国
の
多
数
説
は
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
買
主
の
支
配
下
か
ら
生
じ
た
リ

ス
ク
で
あ
る
こ
と
や
、
買
主
が
契
約
時
に
し
た
対
価
負
担
の
決
定
を
根
拠
と
し
て
こ
れ
を
買
主
の
負
担
と
し
、
買
主
に
客
観
的
価
値
の
償

還
義
務
を
課
す
。
し
た
が
っ
て
、
買
主
の
加
工
・
改
造
に
よ
る
リ
ス
ク
は
す
べ
て
買
主
負
担
と
な
り
、
買
主
は
、
給
付
受
領
時
の
契
約
不

適
合
物
の
価
値
を
償
還
す
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
三
つ
で
い
え
ば
、
①
の
ケ
ー
ス
で
は
元
よ
り
価
値
が
な
か
っ
た
た
め
買
主
は
価
額
償
還

を
す
る
必
要
が
な
い
が
、
②
③
の
ケ
ー
ス
で
は
、
加
工
・
改
造
前0

の
契
約
不
適
合
物
と
し
て
の
価
値
を
償
還
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
②
③
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
価
額
償
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
仮
に
、
加
工
・
改
造
が
契
約
不
適
合
認

識
後
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、（
品
質
の
契
約
不
適
合
を
除
去
す
る
改
良
行
為
と
い
い
う
る
極
め
て
特
殊
な
場
合
を
除
け
ば
）
そ
れ
に
よ
る
返
還

不
能
リ
ス
ク
は
買
主
負
担
で
良
い
。
た
と
え
物
使
用
の
必
要
性
・
緊
急
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
契
約
不
適
合
を
知
り
な
が
ら
他
の
種
類

の
物
に
変
え
る
加
工
・
改
造
行
為
は
履
行
認
容
と
い
え
よ
う
し
、
そ
の
後
の
解
除
に
よ
る
リ
ス
ク
転
嫁
の
主
張
は
矛
盾
挙
動
と
評
価
で
き

る
。
そ
れ
に
対
し
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
故
意
行
為
が
原
因
で
の
返
還
不
能
と
は
い
え
、
右
で
述

べ
て
き
た
よ
う
な
論
理
か
ら
買
主
の
免
責
お
よ
び
売
主
へ
の
帰
責
が
認
め
ら
れ
る
。
右
の
①
の
ケ
ー
ス
で
買
主
が
価
額
償
還
義
務
を
負
わ

な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
②
③
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
買
主
は
元
の
契
約
不
適
合
物
と
し
て
の
価
値
を
償
還
す
る
義
務
を
負
わ
な

い
。
こ
う
し
た
理
解
が
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
「
他
の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
」
に
限
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
至
ら
な
い
加
工
・
改
造
に
も

）
三
五
（
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三
六

妥
当
す
る
こ
と
は
事
の
性
質
上
当
然
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
②
③
の
ケ
ー
ス
で
買
主
が
一
定
の
免
責
を
受
け
る
と
し
て
も
、
③
の
ケ
ー
ス
で
買
主
の
許
に
残
っ
て
い
る
加
工
・
改
造
物

（
に
占
め
る
も
と
も
と
の
物
の
価
値
）
は
い
か
に
清
算
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
解
除
後
の
加
工
・
改
造
物

の
帰
属
や
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
（
契
約
に
適
合
し
な
い
）
原
物
の
価
値
の
清
算
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

Ⅲ
　
加
工
・
改
造
物
の
帰
属
と
清
算

１
　
総
　
論

加
工
・
改
造
物
に
な
お
価
値
が
残
っ
た
場
合
、
よ
り
正
確
に
は
、
加
工
・
改
造
物
に
給
付
物
の
価
値
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
場
合
の
清

算
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
種
々
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
加
工
・
改
造
物
を
売
主
に
引
き
渡
す
義
務
を
認
め

る
見
解
や
、
加
工
・
改
造
物
を
買
主
に
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
給
付
物
の
価
値
を
売
主
に
償
還
す
る
義
務
を
課
す

見
解
、
加
工
・
改
造
物
の
引
渡
し
と
価
値
償
還
と
を
売
主
や
買
主
に
選
択
さ
せ
る
見
解
、
さ
ら
に
は
買
主
の
い
ず
れ
の
義
務
も
否
定
す
る

見
解
な
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
、
買
主
が
価
額
償
還
を
す
る
こ
と
で
の
清
算
、
す
な
わ
ち
、
加
工
・
改
造
物
に

占
め
る
瑕
疵
物
（
給
付
物
）
の
割
合
的
価
値
に
つ
い
て
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
認
め
る
解
釈
が
多
数
を
占
め
、
大
方
議
論
の
一
致
を
見

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
根
拠
を
見
る
と
と
も
に
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
は
何
故
に
見
解
の
一
致
を
見

て
い
る
の
か
に
着
目
し
た
い
。

）
三
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

三
七

２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況

⑴

　債
務
法
改
正
前

Ⅱ
章
で
み
た
と
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
に
あ
た
り
第
一
委
員
会
は
、
加
工
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
を
偶
然
滅
失
の
場

合
と
同
視
す
べ
き
と
し
た
。
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
は
売
主
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
加
工
物

は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
。
第
一
委
員
会
は
こ
こ
で
、
必
ず
し
も
加
工
物
そ
の
も
の
を
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
な
い
。

第
一
委
員
会
は
、
返
還
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
選
択
肢
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
加
工
費
用
の
支
払
と
引
換
え
に
そ
の
新

し
い
物
を
返
還
す
る
か
、
取
得
者
が
新
し
い
物
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
取
得
者
に
生
じ
た
財
産
的
利
益
を
返
還
す
る
か
と
い
う
二
つ

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
一
草
案
理
由
書
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
85
）

。
こ
の
第
一
委
員
会
で
の
指
摘
お
よ
び
第
一
草
案
理
由
書
の

表
現
は
、
加
工
・
改
造
物
を
手
許
に
残
す
か
ど
う
か
の
選
択
権
を
買
主
に
与
え
る
か
に
映
る
。
そ
こ
で
、
民
法
制
定
後
に
も
、
買
主
が
両

義
務
の
う
ち
ど
ち
ら
を
履
行
す
る
か
選
択
で
き
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
見
解
が
主
張
さ
れ
た
（
86
）

。

も
っ
と
も
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
右
の
二
つ
を
選
択
的
な
義
務
と
捉
え
ず
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
を
課
す
見
解

が
有
力
で
あ
り
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
87
）

。
た
と
え
ば
二
〇
世
紀
前

半
、
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
を
当
然
の
義
務
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
義
務
は
、
履
行
不
能
の
場
合
に
代
償
の
引
渡
し
を
規
定
し
た
旧

二
八
一
条
か
ら
だ
け
で
な
く
、
不
当
利
得
の
観
点
か
ら
も
生
じ
る
と
説
い
た（88
）

。
ま
た
、
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、
た
と
え
ば
ホ
ン
ゼ
ル
も
、

旧
四
六
七
条
一
文
前
段
が
（
約
定
解
除
の
効
果
と
し
て
受
領
物
の
返
還
義
務
を
規
定
す
る
）
旧
三
四
六
条
一
文
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
し
た
買
主
は
改
造
に
よ
り
生
じ
た
形
に
お
い
て
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
（
89
）

。

も
っ
と
も
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
は
、
も
は
や
給
付
物
と
異
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
に
つ
き
、
本
稿
Ⅱ

）
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三
八

章
で
も
と
り
あ
げ
た
コ
ン
ツ
ェ
や
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
買
主
の
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
と
、
買
主
の
許
に
加
工
・
改
造
物

を
残
し
た
う
え
で
の
買
主
の
価
額
償
還
義
務
と
の
関
係
に
言
及
す
る
。
議
論
の
起
点
は
、
売
主
の
加
工
・
改
造
物
引
取
義
務
の
有
無
で
あ

る
。
コ
ン
ツ
ェ
や
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
売
買
時
点
で
存
在
し
た
売
買
目
的
物
こ
そ
が
返
還
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

は
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
変
え
ら
れ
た
（
旧
三
五
二
条
）。
し
た
が
っ
て
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
よ
り
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
が

許
容
さ
れ
た
場
合
、
売
主
が
改
造
物
の
返
還
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
買
主
は
改
造
物
の
返
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
売
主
が
こ
れ
を

望
ま
な
い
と
き
に
売
主
に
改
造
物
の
引
取
り
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
売
主
は
、
自
身
が
改
造
物
の
返
還
に
同
意
し

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
買
主
に
対
し
完
全
な
利
益
賠
償
や
物
に
代
え
た
価
額
償
還
を
要
求
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、
物
の
返
還
が
で

き
な
い
場
合
、
買
主
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
を
と
り
あ
げ
て
買
主
負
担
と
す
る
か
、
買
主
の
解
除
を
認
め
た
う
え
で
売
主
の
損
害
賠
償
請
求

権
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
売
主
負
担
と
し
て
い
る
。
い
ま
改
造
物
の
回
復
が
さ
れ
な
い
の
は
、
売
主
が
引
き
取
ろ
う
と
し
な
い
が
ゆ

え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
主
は
買
主
に
旧
三
四
七
条
に
よ
り
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
売
主
に
は
改
造
物
の
引

取
義
務
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
は
決
し
て
受
領
遅
滞
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
買
主
は
、
物
を
改
造
に
利
用
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
旧
三
四
六
条
に
よ
り
、
売
主
に
対
し
て
改
造
に
よ
り
自
身
が
得
た
価
値
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ

る
（
90
）

。こ
れ
に
対
し
、
加
工
・
改
造
物
は
も
は
や
給
付
物
と
異
な
る
こ
と
に
着
目
し
て
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
を
否
定
し
、
さ
ら
に
は
買

主
の
価
額
償
還
義
務
を
も
否
定
す
る
見
解
が
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
た
。
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
し
い

加
工
・
改
造
物
は
、
給
付
物
と
同
一
で
は
な
い
た
め
、
給
付
物
の
返
還
を
規
定
し
た
旧
三
四
六
条
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
通
常
、
こ
こ

で
想
定
す
る
瑕
疵
物
に
は
、
旧
四
五
九
条
一
項
二
文
と
の
関
係
で
相
当
程
度
の
瑕
疵
が
あ
る
た
め
、
加
工
・
改
造
物
に
は
価
値
が
な
い
か
、

）
三
八
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三
九

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
買
主
が
拠
出
し
た
労
務
費
用
や
資
材
出
費
と
比
べ
れ
ば
僅
か
な
価
値
し
か
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
例
外
的
に
瑕
疵

物
に
そ
れ
な
り
の
価
値
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
の
必
要
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
フ
ー
バ
ー
は
述
べ
る
。

こ
う
し
て
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
ほ
か
、
フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
売
主
に
対
し
不
当
利
得
返
還
義
務
も
負
わ

な
い
（
91
）

。
フ
ー
バ
ー
は
、
旧
四
六
七
条
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
に
、
旧
三
四
六
条
以
下
の
解
除
規
定
の
ほ
か
に
不

当
利
得
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
（
92
）

。
旧
三
四
六
条
以
下
で
規
定
さ
れ
た
利
益
調
整
が
不
当
利
得
法
の
介
入
に
よ
っ
て
修
正

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ー
バ
ー
は
、
た
と
え
加
工
・
改
造
物
に
な
お
価
値
が
あ
ろ
う
と
も
加
工
・
改
造
物

の
返
還
は
不
要
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、（
瑕
疵
物
を
元
と
し
た
）
当
該
加
工
・
改
造
物
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
利
益
を
得
た
よ
う
な
場
合

の
代
償
返
還
義
務
を
除
き
、
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
否
定
し
て
い
た
。

⑵

　債
務
法
改
正
後

と
こ
ろ
が
、
債
務
法
改
正
後
の
現
在
、
先
述
の
よ
う
に
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
瑕
疵
物
の
割
合
的
価
値
に
つ
き
買
主
が
価
額
償
還

を
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
解
釈
が
多
数
を
占
め
、
大
方
議
論
の
一
致
を
見
て
い
る
（
93
）

。
た
と
え
ば
カ
イ
ザ
ー
は
、
Ⅱ
章
３
節
⑵
で
紹
介
し
た

〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
加
工
・
改
造
を
せ
ず
、
瑕
疵
あ
る
受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
〉
と
の
根
拠
で
も
っ
て
、
加
工
・
改
造

に
よ
り
元
の
形
で
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
カ
イ
ザ
ー
も
、
そ
の
加
工
・

改
造
物
が
瑕
疵
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
買
主
は
三
四
六
条
三
項
二
文
に
よ
っ
て
利
得
の
返
還
責
任
を
負
う

と
す
る
（
94
）

。
解
除
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
瑕
疵
で
あ
る
た
め
、
当
該
加
工
・
改
造
物
に
は
価
値
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
な
お
価
値

が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
項
二
文
に
よ
り
、
そ
の
価
額
償
還
が
必
要
に
な
る
と
解
す
る
（
95
）

。

）
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四
〇

そ
れ
で
は
、
債
務
法
改
正
前
に
主
張
さ
れ
て
い
た
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
に
よ
る
清
算
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
の
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
理
由
を
比
較
的
詳
し
く
論
じ
て
い
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
論
理
を
見
て
い
こ
う
。
フ
ァ

ウ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
加
工
・
改
造
物
は
、（
瑕
疵
あ
る
）
原
物
か
ら
生
じ
た
利
得
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
、
加
工
・
改
造
の
た
め
の

出
費
や
さ
ら
に
は
加
工
・
改
造
の
際
に
投
資
し
た
資
材
を
も
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還

を
義
務
づ
け
る
に
は
、
相
当
す
る
補
償
の
支
払
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
清
算
の
選
択
肢
は
、
相
当
す
る
補
償
の
支
払
と
引

き
換
え
に
加
工
・
改
造
物
の
返
還
を
要
求
す
る
か
、
あ
る
い
は
物
の
返
還
で
は
な
く
、
買
主
が
瑕
疵
物
を
手
に
し
た
こ
と
で
得
た
利
得
を

金
銭
で
返
還
す
る
こ
と
を
求
め
得
る
と
す
る
か
の
二
つ
で
あ
る
（
96
）

。
も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
債
務
法
現
代
化
法
で
は
、
返
還
債
務
者
が
加

工
・
改
造
を
し
た
時
点
で
、
返
還
債
権
者
は
も
は
や
当
該
加
工
・
改
造
物
の
返
還
を
求
め
え
な
い
。
加
工
・
改
造
物
は
給
付
物
と
は
異
な

る
新
し
い
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
が
生
じ
る
と
規
定
し
た
た
め

で
あ
る
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
（
97
））。

こ
う
し
た
規
定
構
造
を
前
提
と
し
た
と
き
、
二
項
一
文
二
号
の
段
階
で
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
た
加

工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
が
、
三
項
二
文
の
段
階
で
再
度
生
じ
る
の
は
整
合
的
で
な
い
。
そ
こ
で
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
加
工
・
改
造
物
は

買
主
の
許
に
残
し
た
う
え
で
買
主
が
価
額
償
還
を
す
る
解
決
策
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
加
工
・
改

造
物
そ
れ
自
体
を
返
還
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
現
在
の
多
く
の
学
説
は
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
を
返
還
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
は
買
主
の

労
力
や
出
費
も
含
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、
そ
も
そ
も
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
に
つ
い
て
は
三
四
六
条
二
項
の
段
階
で
否
定
さ
れ
、

価
額
償
還
に
よ
る
清
算
を
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
項
二
文
の
段
階
で
も
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い

と
す
る
。
結
果
と
し
て
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
瑕
疵
物
の
割
合
的
価
値
が
三
項
二
文
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
98
）

。
）
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３
　
我
が
国
に
お
け
る
加
工
・
改
造
物
の
帰
属
と
清
算

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二0

項0

が
規
定
す
る
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
た
場
合
の
（
原
物
返
還
に
代
わ
る
）
価
額
償
還
義
務
は
、

（
解
除
権
者
が
加
工
・
改
造
を
し
た
場
合
に
解
除
権
の
消
滅
を
規
定
し
て
い
た
旧
三
五
二
条
と
異
な
り
）
加
工
・
改
造
者
が
解
除
権
者
で
あ
る
場
合

だ
け
で
な
く
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
事
例
だ
け
で
な
く
、
加

工
・
改
造
の
対
象
に
は
何
ら
の
瑕
疵
が
な
い
事
例
も
適
用
対
象
と
な
る
規
定
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
も
そ
も
受
領
物
に
品
質
の
契
約
不

適
合
が
な
け
れ
ば
、
加
工
・
改
造
物
に
つ
い
て
買
主
に
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
金
銭
に
よ
る
清
算
を
図
る
こ
と
に
合
理
性
も
あ
ろ
う
（
こ
の

点
で
注（
97
）の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
議
論
も
参
照
（
99
）

）。

し
か
し
、
受
領
物
に
品
質
の
契
約
不
適
合
が
あ
り
買
主
が
解
除
し
た
よ
う
な
本
稿
の
冒
頭
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
受
領
物
ひ
い
て
は

加
工
・
改
造
物
は
買
主
に
と
っ
て
不
要
な
物
で
し
か
な
い
。
と
り
わ
け
、
我
が
国
の
改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
不
適
合
に
は
、
品
質

の
不
適
合
だ
け
で
な
く
種
類
の
不
適
合
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
引
き
渡
さ
れ
た
異
種
物
の
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
に
価
額
償
還

義
務
を
認
め
る
な
ら
ば
、
買
主
に
解
除
を
認
め
る
意
味
が
乏
し
い
。
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
し
て
解
除
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

加
工
・
改
造
物
に
な
お
価
値
が
あ
る
と
し
て
そ
の
分
を
金
銭
で
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
不
当
で
あ
る
。
加
工
・
改
造
の

ケ
ー
ス
で
買
主
の
許
に
価
値
が
残
る
限
り
何
ら
か
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
も
の
の
、
そ
の
責
任

の
あ
り
方
と
し
て
、
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
給
付
物
の
価
値
を
金
銭
で
償
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
買
主
に
と
っ
て
不
要
な
そ
の
加
工
・
改

造
物
を
買
主
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

日
本
民
法
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
と
異
な
り
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
の
返
還
義
務
を
肯
定
す
る
う
え
で
こ
れ
と
抵
触
す
る
よ
う
な
規

定
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
加
工
・
改
造
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
も
、
加
工
・
改
造
は
そ
れ
こ
そ
契
約
不
適
合
に
よ
り
無
駄
に
な
っ
た

）
四
一
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四
二

以
上
、
同
じ
く
特
段
こ
れ
を
制
約
す
る
規
定
が
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
（
100
）

、
買
主
が
売
主
に
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
映

る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、（
加
工
・
改
造
物
に
つ
い
て
一
律
に
金
銭
で
の
清
算
と
割
り
切
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
と
異
な
り
）
加
工
・
改
造
物
自
体
を

返
還
す
る
こ
と
で
の
買
主
の
責
任
負
担
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
よ
い
（
101
）

。
こ
の
帰
結
は
、
Ⅱ
章
４
節
に
お
い
て
挙
げ
た
①
②
③
の
ケ
ー
ス

の
う
ち
、
③
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
①
や
②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
買
主
に
と
っ
て
不
要
で
し
か
な
い
物
の
処
分
費
を
買
主
が
負
担

し
な
い
こ
と
に
も
意
味
を
見
い
だ
せ
よ
う
。

Ⅳ
　
結
　
論

我
が
国
の
解
除
効
果
規
定
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
広
く
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
を
参
照
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
102
）

。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
草
案
が
、
約
定
解
除
、
法
定
解
除
お
よ
び
瑕
疵
担
保
解
除
と
を
区
別
し
た
う
え
で
、
約
定
解
除
の
効
果
規
定

を
中
心
に
規
定
し
て
こ
れ
を
他
で
準
用
す
る
と
い
う
形
を
採
っ
た
た
め
か
、
我
が
国
の
民
法
制
定
に
お
け
る
審
議
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ

ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
の
約
定
解
除
の
効
果
規
定
に
注
目
が
集
ま
り
、
法
定
解
除
に
つ
い
て
の
特
則
で
あ
る
旧
三
二
七
条
二
文
だ
け
で

な
く
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
草
案
段
階
の
規
定
に
具
体
的
な
言
及
が
な
い
（
103
）

。
日
本
民
法
制
定
時
、
瑕
疵
を
知

ら
ず
に
加
工
・
改
造
を
し
た
場
合
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
例
外
規
定
は
、
見
落
と
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草

案
で
は
、
法
定
解
除
と
約
定
解
除
と
で
そ
の
効
果
論
上
の
差
異
が
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
我
が
国
の
民
法
制
定

過
程
で
も
、
効
果
に
お
け
る
両
者
の
違
い
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
田
純
一
の
指
摘
す
る
と
お
り
、「
約
定
解

除
を
中
心
と
し
た
解
除
規
定
を
持
つ
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
解
除
原
因
を
解
除
権
者
が
認
識
し
う
る
状
態
に
あ
る
と
い
う
前
提
で
学
説
が

）
四
二
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四
三

議
論
し
て
い
た
の
を
不
履
行
解
除
の
規
定
の
中
に
無
批
判
に
受
容
し
た
結
果
」、
民
法
起
草
者
は
、
改
正
前
五
四
八
条
の
適
用
場
面
と
し

て
、「
目
的
物
の
滅
失
に
つ
い
て
、
解
除
権
発
生
後
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
解
除
原
因
を
知
っ
た
の
ち
）
の
法
律
関
係
を
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
り
」、「
法
定
解
除
と
約
定
解
除
の
差
異
を
認
識
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
の
滅
失
が
解
除
権
者
の
も
と
で
、
解
除
権
発
生

後
に
生
じ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
区
別
を
意
識
し
て
い
な
い
」
よ
う
に
映
る
。
解
除
原
因
を
知
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
が
ゆ
え

に
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
で
解
除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
、
権
利
者
に
よ
る
解
除
権
の
「
放
棄
」
と
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
田
に

よ
り
、「
起
草
者
は
五
四
八
条
で
、
解
除
原
因
を
知
っ
て
か
ら
、
解
除
権
を
行
使
す
る
ま
で
の
間
し
か
把
握
し
て
お
ら
ず
、
解
除
原
因
を

知
る
前
も
、
解
除
権
行
使
後
も
適
用
領
域
と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
」
と
分
析
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
（
104
）

。

こ
う
し
た
法
継
受
を
背
景
と
し
て
、
我
が
国
は
そ
の
後
も
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
の
議
論
に
影
響
を
受
け
て
き
た
。
そ
の
中

で
も
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
支
持
を
集
め
た
ケ
メ
ラ
ー
や
レ
ー
ザ
ー
、
さ
ら
に
は
フ
ル
ー
メ
ら
の
有
力
説
が
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
、
定
着

し
て
い
っ
た
。
改
正
前
五
四
八
条
二
項
の
解
釈
に
お
い
て
、
解
除
権
が
存
続
し
よ
う
と
も
な
お
買
主
の
価
額
償
還
義
務
を
肯
定
す
る
見
解

も
、
こ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
今
般
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
後
も
維
持
さ
れ
、
解
除
の
可
否
と
返
還

不
能
リ
ス
ク
の
配
分
と
が
切
り
離
さ
れ
る
。
加
工
・
改
造
行
為
の
リ
ス
ク
配
分
に
関
す
る
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
買
主
の

許
で
不
可
抗
力
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
買
主
負
担
と
す
る
の
が
我
が
国
の
近
時
の
多
数
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
加
工
・
改

造
行
為
に
至
っ
て
は
な
お
の
こ
と
買
主
負
担
と
す
る
こ
と
が
伺
え
る
。
本
稿
Ⅰ
章
の
序
論
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
解
除
権
認
識
前
の
加

工
・
改
造
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
（
改
正
五
四
八
条
た
だ
し
書
）、
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
り
返
還
不
能
を
招
い

て
い
る
以
上
、
買
主
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
と
す
る
指
摘
が
登
場
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
105
）

。
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国

の
解
除
の
効
果
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
か
ら
債
務
法
改
正
前
ま
で
の
ド
イ
ツ
学
説
に
多
分
な
影
響
を
受
け
て

）
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四
四

き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
民
法
制
定
時
に
お
い
て
法
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、

そ
の
後
も
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
に
よ
り
原
物
返
還
不
能
と
な
っ
た
リ
ス
ク
を
売
主
の
負
担
と
す
る
規
定
と
理
解
さ

れ
、
ケ
メ
ラ
ー
や
レ
ー
ザ
ー
、
ホ
ン
ゼ
ル
と
い
っ
た
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
負
担
の
範
囲
を
拡
大

す
る
解
釈
を
展
開
し
た
論
者
で
さ
え
も
、
こ
の
帰
結
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
加
工
・
改
造
行
為
は
買
主
の
自
由
な
行
為
に
他
な

ら
な
い
。
そ
れ
以
降
返
還
不
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
な
さ
れ
る
故
意
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
故
意
行
為
で
あ
ろ

う
と
も
、
瑕
疵
認
識
前
で
あ
れ
ば
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
検
討
結
果
は
、
既
に
Ⅱ
章
４
節
お
よ
び
Ⅲ
章
３
節
に
て
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
改
め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
以
下
で
は
、

本
稿
で
の
構
成
と
同
様
に
、
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
と
売
主
の
義
務
違
反
と
の
繋
が
り
と
に
着
目
し
て
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・

改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
の
負
担
と
な
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
よ
う
。

ま
ず
、
買
主
の
置
か
れ
た
状
況
に
着
目
し
た
と
き
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
買
主
が
加
工
・
改
造
を
し
よ
う
と
も
、
そ
の
後
の
瑕
疵
担

保
解
除
と
矛
盾
す
る
挙
動
と
は
い
え
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
過
程
を
辿
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
よ
う
に
、
❶
契
約
締
結
段
階
、
❷
物

の
受
領
段
階
、
❸
物
の
使
用
段
階
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
瑕
疵
（
解
除
原
因
）
の
認
識
が
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
要
な
基
準
と
さ
れ
た
。

我
が
国
で
も
、
契
約
締
結
時
（
❶
）
に
お
け
る
買
主
の
解
除
原
因
の
認
識
は
、
か
ね
て
よ
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
契
約
締
結
時
に
瑕

疵
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、「
隠
れ
た
瑕
疵
」
に
つ
い
て
売
主
の
責
任
を
定
め
て
い
た
改
正
前
五
七
〇
条
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
が
で
き

な
い
。
改
正
法
の
も
と
で
も
、
契
約
締
結
時
に
買
主
が
契
約
目
的
物
の
欠
陥
等
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
契
約

が
成
立
す
る
と
い
う
契
約
解
釈
を
通
し
て
、
改
正
前
と
同
様
の
帰
結
に
辿
り
着
く
。
ま
た
、
契
約
締
結
後
、
物
の
受
領
時
（
❷
）
に
お
け

）
四
四
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四
五

る
買
主
の
認
識
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
判
例
・
学
説
に
よ
り
注
目
さ
れ
て
き
た
。
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
五
日
民
集
一
五
巻

一
一
号
二
八
五
二
頁
は
、「
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
こ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
」
し
た
否
か
に
着
目
し
、
債
務
不
履
行
責
任
を
な

お
追
及
可
能
か
決
す
る
う
え
で
、
瑕
疵
の
認
識
の
有
無
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
、
債

務
不
履
行
責
任
と
瑕
疵
担
保
責
任
と
を
区
別
す
る
契
機
機
能
を
与
え
る
と
と
も
に
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
履
行
と
し
て
の
受
領
を
し
て
い
た

場
合
に
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
と
い
う
特
定
合
意
に
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
し
て
債
務
不
履
行
責
任
の
「
再
生
」
を
認
め
る
見
解
や
、
履

行
認
容
意
思
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
弁
済
受
領
の
有
効
性
を
否
定
し
て
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
可
能
と
す
る
見
解
、
さ

ら
に
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
に
は
「
契
約
適
合
性
の
承
認
」（
性
状
承
認
）
が
含
ま
れ
な
い
と
理
解
し
、
受
領
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合

に
は
売
主
の
債
務
不
履
行
と
し
て
の
評
価
も
残
っ
て
い
る
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
の
併
存
を
説
く
見
解
な
ど
が

主
張
さ
れ
た
（
106
）

。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
付
与
す
る
意
味
が
異
な
る
と
は
い
え
、
給
付
危
険
の
負
担
に
あ

た
っ
て
、
受
領
時
の
瑕
疵
の
認
識
を
重
視
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
前
稿
に
お
い
て
、
買
主
の
受
領

時
に
お
け
る
契
約
不
適
合
の
認
識
の
有
無
は
、
給
付
危
険
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
買
主
が
受
領
し
た
契
約
不
適
合
物
が
滅
失
・
損
傷
し

た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
（
107
）

。
本
稿
は
、
こ
こ
に
、
物
を
実
際
に
使
用
す
る
時
点
（
❸
）、
と
り

わ
け
加
工
・
改
造
を
す
る
時
点
で
の
買
主
の
主
観
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
❶
❷
と
同
様
、
契
約
不
適
合
の
認
識
な
し
に
行
わ
れ
た

加
工
・
改
造
は
、（
矛
盾
挙
動
禁
止
の
先
行
行
為
と
な
る
）
履
行
承
認
と
は
評
価
で
き
な
い
。
確
か
に
、
冒
頭
事
例
で
買
主
が
受
領
物
を
元
の

形
の
ま
ま
で
返
還
で
き
な
い
の
は
、
当
該
物
の
瑕
疵
が
原
因
で
は
な
い
。
直
接
的
に
は
買
主
の
加
工
・
改
造
行
為
ゆ
え
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
点
で
❶
や
❷
の
段
階
と
は
利
益
状
況
が
異
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
加
工
・
改
造
行
為
が
な
さ
れ
た
の
は
、
買
主
が

そ
の
物
を
自
己
の
物
と
信
じ
た
が
ゆ
え
で
あ
り
、
自
己
の
物
で
あ
る
以
上
は
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

）
四
五
（
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四
六

た
だ
し
、
こ
う
し
た
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
に
対
し
て
は
、
買
主
自
身
が
相
手
方
に
対
し
て
反
対
給
付
を
す
る
と
い
う
代

償
を
払
う
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
言
う
な
ら
ば
反
対
給
付
の
負
担
を
前
提
に
し
て
の
み
、
そ
う
し
た
信
頼
が
保
護
さ
れ
る

べ
き
旨
が
主
張
さ
れ
る
。
買
主
自
身
が
し
た
契
約
時
の
決
定
と
加
工
・
改
造
と
い
う
故
意
行
為
と
に
重
き
を
置
い
て
リ
ス
ク
配
分
を
す
る

も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
せ
ず
、
加
工
・
改
造
も
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
契

約
時
の
決
定
や
買
主
の
故
意
行
為
を
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
重
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
解
除
原
因
の
不
知
に

着
目
し
、
仮
定
的
因
果
関
係
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
売
主
の
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
と
の
因
果

関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
売
主
負
担
を
正
当
化
で
き
る
こ
と
に
な
る
。〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
当
該
行
為
を
し
な
か
っ

た
か
否
か
〉
と
い
う
基
準
は
、
買
主
が
受
領
物
を
自
己
の
物
と
信
頼
し
て
い
よ
う
と
も
、
た
と
え
ば
故
意
的
破
壊
行
為
に
つ
い
て
は
免
責

さ
れ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
意
的
破
壊
行
為
は
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
た
で
あ
ろ
う
行
為
と
い

い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
加
工
・
改
造
は
、
わ
ざ
わ
ざ
出
費
を
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

ま
さ
に
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
他
、
加
工
・
改
造
後
に
も
な
お
、
加
工
・
改
造
物
中
に
、
給
付
さ
れ
た
契
約
不
適
合
物
の
価
値
が
残
る
場
合
の
清
算
の

あ
り
方
を
検
討
し
た
。
本
稿
で
の
検
討
結
果
は
、
こ
こ
で
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
的
理
解
と
は
異
な
る
結
論
を
支
持
し
た
。
加

工
・
改
造
物
に
占
め
る
不
適
合
物
の
価
値
を
買
主
に
償
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
買
主
が
望
ま
な
い
そ
の
物
を
押
し
付
け
ら
れ
た
に
等
し
い
結

果
を
生
む
。
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
三
四
六
条
の
詳
細
な
規
定
構
造
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
の
返
還
に
よ
る
清
算
が

否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
我
が
国
で
は
、
よ
り
柔
軟
に
、
不
適
合
物
の
給
付
を
さ
れ
た
買
主
を
救
済
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

）
四
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

四
七

冒
頭
事
例
に
お
い
て
買
主
の
解
除
を
認
め
つ
つ
買
主
に
価
額
償
還
義
務
を
課
す
（
加
工
・
改
造
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す

る
）
の
で
あ
れ
ば
、
解
除
を
認
め
る
意
味
が
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
是
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
解
除
を
認

め
ず
と
も
、
買
主
が
契
約
不
適
合
に
つ
き
代
金
減
額
請
求
を
す
れ
ば
足
り
る
。
近
時
我
が
国
で
は
、
買
主
（
返
還
債
務
者
）
が
原
物
返
還

不
能
な
場
合
に
は
原
則
と
し
て
価
額
償
還
義
務
を
負
う
も
の
の
、
当
該
返
還
不
能
に
つ
き
売
主
（
返
還
債
権
者
）
に
責
任
が
あ
る
場
合
に

は
例
外
を
認
め
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
見
解
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
返
還
不
能
を
売
主
の
義

務
違
反
と
結
び
つ
け
る
論
理
は
、
右
有
力
説
に
対
し
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
リ
ス
ク
を
例
外
的
に
売
主
負
担
と
す
る
選
択

肢
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
付
記
】
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
・
課
題
番
号19K

13570

）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 

本
事
例
は
、M
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を
基
と
し
た
。
な
お
、
議
論
の
混
乱
を
避
け
る
べ
く
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
引
き
渡
さ
れ
た
ゴ
ム
に
は
品
質
の
契
約
不

適
合
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
く
。

（
2
） 

大
判
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
二
月
九
日
民
録
一
八
輯
八
三
頁
で
は
、
立
木
の
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
一
部
の
立
木
に
は
既
に

買
主
に
よ
る
加
工
が
な
さ
れ
て
お
り
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
。
当
事
者
間
の
契
約
は
、
山
林
五
町
一
反
一
畝
一
五
歩
に

生
立
す
る
松
杉
立
木
の
代
金
二
〇
〇
〇
円
で
の
売
買
契
約
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
売
主
（
被
告
）
が
当
該
立
木
の
所
有
権
を
訴
外
所
有
者
か
ら
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
買
主
（
原
告
）
は
、
売
買
契
約
を
解
除
し
、
支
払
済
み
の
売
買
代
金
の
返
還
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
被
告
で
あ
る
売
主
は
、
立
木
中
五
七
本
を
買
主
が
既
に
伐
採
し
、
そ
の
う
ち
一
五
本
に
加
工
が
な
さ
れ
返
還
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る

）
四
七
（
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四
八

こ
と
か
ら
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
適
用
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
し
た
と
抗
弁
し
た
。
原
審
は
、
買
主
の
解
除
権
が
改
正
前
五
四
八
条
一
項
に
よ

り
消
滅
し
た
と
し
て
原
告
（
買
主
）
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
に
対
し
、
大
審
院
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
原
審
へ
差
し
戻
し
た
。

大
審
院
は
、
ま
ず
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
趣
旨
に
つ
き
、「
民
法
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
契
約
当
事
者
一
方
ノ
解
除
権
行
使
ニ

因
リ
相
手
方
ヲ
原
状
ニ
復
セ
シ
ム
ル
ニ
付
キ
不
確
実
ナ
ル
損
害
賠
償
ノ
方
法
ニ
依
ル
ノ
外
適
当
ニ
其
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
カ

如
キ
場
合
ヲ
予
想
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
説
く
。
こ
の
点
は
、
同
条
の
起
草
者
で
あ
る
梅
謙
次
郎
の
理
解
と
同
様
で
あ
る
（
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之

三
債
権
編
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）
四
六
〇
頁
。
な
お
、
こ
う
し
た
理
解
か
ら
も
、
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
る
改
正
前
五
四
八
条
二
項
の
場
合

に
は
、
返
還
不
能
等
の
リ
ス
ク
を
売
主
が
負
担
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）。

大
審
院
判
決
は
、
こ
う
し
た
制
度
趣
旨
理
解
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
契
約
ノ
目
的
物
数
多
ア
ル
場
合
ニ
其
中
重
要
ナ
ラ
サ
ル
僅
少

ノ
部
分
ニ
加
工
シ
テ
之
ヲ
他
ノ
種
類
ノ
物
ニ
変
シ
又
ハ
之
ヲ
返
還
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
尚
ホ
多
大
ノ
部
分
残
存
シ
一
般
取
引
ノ
観
念

ニ
於
テ
原
状
回
復
ノ
目
的
ヲ
適
当
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
ト
キ
ノ
如
キ
ハ
同
法
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
解
除
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
法
意
ニ
ア
ラ
ス
ト
解

ス
ル
ヲ
当
然
ト
ス
」。
そ
し
て
、
当
該
事
案
に
お
い
て
も
、
買
主
が
既
に
し
た
加
工
部
分
は
僅
少
で
あ
り
、
残
余
の
部
分
が
返
還
で
き
る
の
で
あ
る

か
ら
、「
一
概
ニ
其
売
買
ノ
解
除
ヲ
全
然
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
謂
ウ
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
て
、
原
判
決
に
は
違
法
が
あ
る
と
判
断
し
て
破
棄
・
差
戻
し

を
し
た
。

本
判
決
は
、
受
領
物
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
に
損
害
賠
償
の
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
算
定
の
「
不
確
実
」
さ
ゆ
え
に
避
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
改
正
前
五
四
八
条
一
項
の
解
除
権
消
滅
の
制
度
が
存
在
す
る
と
し
つ
つ
も
、
当
該
具
体
的
事
案
に
お
い
て
は
、
加
工
済
み
部
分

の
僅
少
さ
か
ら
契
約
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
余
地
を
肯
定
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
が
「
全
然
」
解
除
を
認
め
な
い
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、〈
同
判
決
は
、
契
約
の
全
部
解
除
を
認
め
た
う
え
で
加
工
部
分
の
損
害
賠
償
義
務
を
例
外
的
に
認
め
た
〉
と
見
る
べ
き
か
、
あ
る
い

は
〈
同
判
決
は
、
返
還
可
能
な
部
分
に
限
っ
た
契
約
の
一
部
解
除
を
認
め
た
〉
と
見
る
べ
き
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
判
決
文
の
論
理
展

開
か
ら
す
れ
ば
前
者
の
理
解
が
自
然
な
よ
う
に
思
え
、
学
説
に
お
い
て
も
本
判
決
を
前
者
の
意
味
で
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
。
我
妻
栄
『
債
権
各
論

上
巻
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
）
二
〇
六
─
二
〇
七
頁
、
小
野
秀
誠
『
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
　
危
険
負
担
』（
一
粒
社
・
一
九
九
九
年
）

三
一
二
─
三
一
三
頁
。

）
四
八
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

四
九

こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
を
、（
右
の
い
ず
れ
で
も
な
く
）
契
約
の
全
部
解
除
を
認
め
た
う
え
で
加
工
済
み
部
分
の
損
害
賠
償
を
不
要
と
す
る
判
決

（
＝
加
工
済
み
立
木
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
し
た
判
決
）
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
本
判
決
の
論
理
展
開
か
ら
す
れ
ば
難
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
で
は
、
冒
頭
事
例
と
異
な
り
、
買
主
の
加
工
対
象
に
品
質
の
契
約
不
適
合
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
加
工

し
た
対
象
そ
れ
自
体
に
は
瑕
疵
が
な
か
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
冒
頭
事
例
の
よ
う
に
物
自
体
に
欠
陥
が
存
在
し
、
買
主
の
加
工
が
無
駄
に
終
わ
っ
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
別
途
そ
の
リ
ス
ク
配
分
を
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
） 

契
約
対
象
と
さ
れ
た
ゴ
ム
が
種
類
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
た
ゴ
ム
に
強
度
が
不
足
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
同
種
類
の
他

の
ゴ
ム
で
あ
れ
ば
契
約
目
的
を
達
成
し
う
る
場
合
、
瑕
疵
あ
る
種
類
物
の
引
渡
し
で
は
民
法
四
〇
一
条
二
項
の
種
類
債
権
の
特
定
が
生
じ
な
い
と
考

え
る
な
ら
ば
、
買
主
は
、（
受
領
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
を
負
う
も
の
の
）
な
お
売
主
に
対
し
て
瑕
疵
の
な
い
ゴ
ム
の
引
渡
し
を
請
求
で
き
る
こ
と

に
な
ろ
う
か
。

（
4
） 

改
正
前
の
段
階
か
ら
解
除
の
可
否
と
リ
ス
ク
負
担
と
を
切
り
離
す
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
物
の
危
険

移
転
法
理

─
危
険
の
移
転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
〇
一
頁
以
下
、
中
田
裕
康
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
七

年
）
二
三
〇
頁
以
下
、
山
本
豊
ほ
か
『〈
有
斐
閣
ア
ル
マ
〉
民
法
五
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
八
年
）
九
八
─
九
九
頁
〔
山
本
豊
執
筆
〕
な
ど
。

（
6
） 

た
と
え
ば
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
─
１
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
二
頁
、
潮
見
佳
男
『
基
本
講
義
　
債
権
各
論
Ⅰ
　
契
約

法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
〈
第
三
版
〉』（
新
世
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
三
頁
。
ま
た
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
で
の
審
議
で
は
、

第
一
分
科
会
第
二
回
会
議
議
事
録
五
四
頁
で
の
鹿
野
菜
穂
子
幹
事
発
言
も
同
旨
。
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
五
一
年
二
月
一
三
日
民
集
三
〇
巻
一
号
一
頁

（
改
正
前
五
六
一
条
に
よ
る
解
除
の
事
案
）
も
、
買
主
の
目
的
物
返
還
不
能
に
つ
き
売
主
が
有
責
で
あ
る
場
合
に
、
買
主
が
価
額
償
還
義
務
を
負
わ

な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
7
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
」
一
六
─
一
七
頁
。
同
提
案
に
対
す
る

検
討
文
献
と
し
て
、
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討
　
第
一
巻
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
三
年
）
九
九
頁
以
下
〔
松
尾
弘
執
筆
〕。

（
8
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
一
九
頁
。

）
四
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
〇

（
9
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
（
概
要
付
き
）」
五
〇
頁
。

（
10
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
一
分
科
会
第
二
回
会
議
議
事
録
五
六
頁
〔
潮
見
佳
男
幹
事
発
言
〕。

（
11
） 
中
田
・
前
掲
注（
５
）二
四
三
頁
は
、「
現
行
法
の
規
律
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
が

そ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
費
消
や
加
工
等
し
た
場
合
に
も
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
そ
の
分
に
つ
い
て
の
価
額
返
還
で
足
り
る
は
ず

だ
と
の
指
摘
が
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
本
文
で
挙
げ
た
中
間
試
案
の
概
要
や
、「
不
完
全
な
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
費
消
な
い
し
加
工
し

た
場
合
に
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
解
す
べ
き
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
藤
岡
康
宏
ほ
か
『
民
法
Ⅳ
債
権
各
論
〔
第
三
版
補
訂
〕
有
斐

閣
Ｓ
シ
リ
ー
ズ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
四
九
頁
〔
磯
村
保
執
筆
〕
を
引
用
し
て
い
る
。

（
12
） 

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
内
田
貴
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
一
分
科
会
第
二

回
会
議
議
事
録
五
四
─
五
六
頁
〔
内
田
貴
委
員
発
言
〕。
内
田
は
、「
受
け
取
っ
た
価
値
の
低
い
も
の
を
価
格
で
返
す
」
と
な
れ
ば
、「
結
果
的
に
は

減
額
を
す
る
の
と
同
じ
に
な
る
」
と
指
摘
し
、
五
四
八
条
削
除
案
の
メ
リ
ッ
ト
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
問
題
と
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
内
田
は
、

返
還
債
務
者
の
「
価
値
の
返
還
義
務
が
一
定
の
場
合
に
な
く
な
る
、
あ
る
い
は
小
さ
く
な
る
」
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
五
四
八
条
を
削
除
す
る
こ

と
で
結
論
に
差
が
生
じ
、
同
条
を
削
除
す
る
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
潮
見
佳
男
は
、
解
除
を
認
め
た
う
え
で
価
額
償
還
義
務
を
課
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
や
代
金
減
額
の
考

え
方
次
第
で
両
者
は
必
ず
し
も
同
じ
結
論
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
（
同
議
事
録
五
五
頁
）、
仮
に
結
果
が
同
じ
に
な
ろ
う
と
も
、

加
工
・
改
造
に
よ
り
解
除
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
自
体
を
問
題
視
す
る
（
同
議
事
録
五
六
頁
）。

（
13
） 

拙
稿
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
14
） 

二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
関
連
条
文
（
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
日
本
評
論
社
・

一
九
九
五
年
）
お
よ
び
椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八
年
）
を
参
照
し
た
）

【
旧
第
四
六
七
条
】

約
定
解
除
に
適
用
さ
れ
る
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
ま
で
、
第
三
五
〇
条
か
ら
第
三
五
四
条
ま
で
、
お
よ
び
第
三
五
六
条
の
規
定
は
、
瑕
疵

担
保
解
除
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
五
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
瑕
疵
が
物
の
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
は
排
除

）
五
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
一

さ
れ
な
い
。
売
主
は
、
買
主
に
対
し
、
契
約
費
用
を
も
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
旧
第
三
五
〇
条
】

解
除
は
、
解
除
権
者
の
受
領
し
た
対
象
が
偶
然
に
よ
り
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
。

【
旧
第
三
五
一
条
】

解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
、
解
除
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
、
排
除
さ
れ
る
。
対
象

の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
、
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
第
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失
は
、
権
限
者
自
身
の
過

失
と
同
様
と
す
る
。

【
旧
第
三
五
二
条
】

解
除
は
、
解
除
権
者
が
受
領
し
た
物
を
加
工
ま
た
は
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
に
、
排
除
さ
れ
る
。

（
15
） 

「
加
工
」・「
改
造
」
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
、“V

erarbeitung ”

と“U
m

gestaltung ”

の
ほ
か
、“U

m
bildung ”

も
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、“V

erarbeitung ”

を
加
工
と
、“U

m
gestaltung ”

や“U
m

bildung ”

を
改
造
と
訳
す
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
も

こ
れ
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
・
前
掲
注（
14
）二
七
五
頁
〔
青
野
博
之
執
筆
〕、
お
よ
び
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
＝
マ

リ
ー
ナ
・
ヴ
ェ
レ
ン
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
大
場
浩
之
＝
水
津
太
郎
＝
鳥
山
泰
志
＝
根
本
尚
徳
訳
）『
ド
イ
ツ
物
権
法
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
六
年
）
の
条
文

資
料
〔
鳥
山
訳
〕
を
参
照
。

（
16
） 

ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
の
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
岡
孝
編
『
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
二
〇
〇
二
年
）
を
参

照
し
た
。
な
お
、
三
四
六
条
の
一
般
的
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
４
）八
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
第
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

１ 

　
契
約
当
事
者
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領

し
た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
額
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

）
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
二

　
⑵
　
債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

　
⑶ 

　
受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ

の
限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
額
償
還
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
額
償
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
価
額
償
還
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

　
⑴
　
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
、
対
象
の
加
工
ま
た
は
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

　
⑵
　
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

　
⑶ 

　
法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

損
傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 

　
債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
第
二
八
〇
条
か
ら
第
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
17
） T
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実
は
こ
う
し
た
論
理
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
加
工
・
改
造
を
し
た
買
主
が
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
ら
れ
る
場

合
で
も
、
買
主
は
売
主
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と

す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
の
見
解
に
つ
き
、
後
掲
注（
24
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 

エ
ル
ン
ス
ト
は
、
こ
の
解
釈
に
あ
た
り
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
八
一
八
条
三
項
に
関
す
る
フ
ル
ー
メ
の
見
解
を
持
ち
出

し
て
い
る
。
こ
こ
で
フ
ル
ー
メ
の
見
解
と
は
、
買
主
の
契
約
時
の
決
定
に
着
目
し
て
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
生
じ

た
滅
失
・
損
傷
の
買
主
負
担
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
同
理
論
に
つ
い
て
の
我
が
国
で
の
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
湯
川
益
英
「
給
付
不
当
利
得
の
消
滅

と
受
領
者
の
『
財
産
上
の
決
定
』

─
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ル
ー
メ
の
給
付
不
当
利
得
論
」
獨
協
法
学
一
〇
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
。

）
五
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
三

（
19
） W

olfgang E
R

N
S

T
, S

achm
ängelhaftung und G

efahrtragung, in; F
estschrift für U

lrich H
uber zum

 siebzigsten G
eburtstag, 

2006, S
.216, 235 f. 

こ
の
ほ
か
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
メ
デ
ィ
ク
ス
の
主
張
に
よ
っ
て
も
、
改
正
法
の
も
と
で
買
主
負
担
と
な
る
余
地
が
あ
る
。
メ

デ
ィ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
三
四
六
条
三
項
二
文
は
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
還
債
務
者
（
買
主
）
が
利
得
を
得
る
こ
と
を
禁
止
し
た
と
解
釈
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
残
っ
た
利
得
を
返
還
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
法
定
解
除
権
者
で
あ
る
買
主
の
許
で
物
の
損
傷
が
生
じ
、
そ
れ
が
不
可

抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
に
よ
り
買
主
が
免
責
さ
れ
よ
う
と
も
、
返
還
債
務
者
（
買
主
）
は
も
は
や
支
払
済
み
の

売
買
代
金
の
全
額
を
返
還
し
て
も
ら
え
ず
、
瑕
疵
ゆ
え
に
余
計
に
払
い
す
ぎ
た
分
が
返
還
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
結
果
と
し
て
、
解
除
は
代

金
減
額
権
へ
と
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ク
ス
の
理
解
か
ら
し
て
も
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
し
た
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還

不
能
リ
ス
ク
が
買
主
負
担
と
な
り
う
る
。 D

ieter M
E

D
IC

U
S

, in; E
gon L

O
R

E
N

Z
 

（H
rsg.

）, K
arlsruher F

orum
 2005: 

S
chuldrechtsm

odernisierung - E
rfahrungen seit dem

 1. Januar 2002, S
.205.

（
20
） 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は
、F

ranz M
E

D
IC

U
S

, D
ie V

ollziehung der R
ückgew

ähr bei der W
andelung : ein B

eitrag zur 

E
rläuterung des §

467 B
G

B
., 1914, S

.53; E
rnst K

A
U

F
M

A
N

N
, W

elchen E
influss hat eine vom

 K
äufer vorgenom

m
ene 

V
erfügung über die K

aufsache auf die aedilizischen R
echtsm

ittel?, 1901, S
.48.

（
21
） R

olf K
N

Ü
T

E
L

 / B
erthold K

U
P

IS
C

H
 / H

ans H
erm

ann S
E

IL
E

R
 / O

kko B
E

H
R

E
N

D
S

 

（H
rsg.

）, C
orpus Iuris C

ivils. T
ext 

und Ü
bersetzung, B

and 

Ⅳ, 2005, S
.39, 41. 

邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
大
学
西
洋
法
史
研
究
会
「
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
編
纂
邦
訳
⑹
」

法
学
論
叢
六
四
巻
五
号
（
一
九
五
八
年
）
九
頁
お
よ
び
一
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
22
） 

ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
加
工
・
改
造
行
為
を
、
①
瑕
疵
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
改
良
行
為
、
②
損
傷
行
為
、
③
変
更
行
為
と
に
分
類
す
る
。
本
文

で
挙
げ
た
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
の
見
解
は
、
狭
義
の
加
工
・
改
造
を
意
味
す
る
③
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
②
の
と
き
に

は
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
①
の
と
き
に
は
当
該
加
工
・
改
造
行
為
を
買
主
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
の
放
棄
と
み
な
す
べ
き
で
は

な
い
と
し
て
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
。G

ustav H
A

N
A

U
S
E

K
, D

ie H
aftung des V

erkäufers für die beschaffenheit 

der W
aare nach röm

ischem
 und gem

einem
 R

echt m
it besonderer B

erücksichtigung des H
andelsrechts, 1 A

bth., 1883, S
.147.

（
23
） 

改
造
後
も
な
お
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
瑕
疵
担
保
解
除
が
許
さ
れ
る
と
の
理
解
は
、
当
時
の
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
た
と

）
五
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
四

え
ば
、F

riedrich C
hristian G

E
S

T
E

R
D

IN
G

, S
ieben A

bhandlungen aus der L
ehre vom

 E
dict der A

edilen über verkäufliche 

G
egenstände und besonders von der actio redhibitoria, in: Z

eitschrift für C
ivilrecht und P

rozeß, B
d.6, 1833, S

.39 ff.
（
24
） 
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
こ
の
議
論
に
あ
た
り
、
瑕
疵
を
知
っ
た
う
え
で
の
改
造
か
否
か
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ

ク
は
、
買
主
が
物
を
使
用
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
改
造
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
場
合
、
権
利
の
放
棄
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
買
主
は
売
主
に
生
じ

た
不
利
益
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
改
造
は
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
こ
の
文
脈
で
瑕
疵
の
認
識
の
有
無
を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
が
、
消
費
行
為

に
つ
い
て
論
ず
る
際
に
は
瑕
疵
の
知
・
不
知
で
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
と
の
対
比
か
ら
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
は
、
新
し
い
物
へ
の
改
造
に
至
っ
て
お
ら
ず
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
し

た
買
主
に
は
自
ら
し
た
改
造
を
通
し
て
生
じ
た
不
利
益
を
売
主
に
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
賠
償
義

務
か
ら
逃
れ
た
い
買
主
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
右
で
述
べ
た
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
消
費
し
た
場
合
（
ハ
ナ
ウ
ゼ
ッ
ク
が
瑕

疵
担
保
解
除
を
な
お
認
め
る
場
合
）
で
も
同
様
で
あ
り
、
解
除
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
は
得
ら
れ
た
も
の
を
す
べ
て
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
賠
償
義
務
が
あ
る
と
説
い
て
い
た
。

以
上
に
つ
き
、G

ustav H
A

N
A

U
S

E
K

, a. a. O
. 

（F
n.22

）, S
.147 f.

（
25
） G

ustav H
A

N
A

U
S

E
K

, D
ie H

aftung des V
erkäufers für die beschaffenheit der W

aare nach röm
ischem

 und gem
einem

 R
echt 

m
it besonderer B

erücksichtigung des H
andelsrechts, 2. A

bth., 1. H
älfte, 1884, S

.66.

（
26
） 

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
三
二
四
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（N

eudrucke P
rivatrechtlicher K

odifikationen und E
ntw

ürfe des 19. 

Jahrhunderts, B
and 3, E

ntw
urf eines B

ürgerlichen G
esetzbuchs für das K

önigreich B
ayern, 1973, S

.107. 

な
お
、
邦
訳
に
あ
た
っ

て
は
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
⑴

─
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
理
論
展
開
を
中
心
と
し
て
」
成
城
法
学
一
号
（
一
九
七
八
年
）

三
〇
〇
頁
を
参
照
し
た
）。

【
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
三
二
四
条
】

売
却
さ
れ
た
物
が
、
占
有
移
転
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
瑕
疵
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
主
張
以
前
に
、
別
の
偶
然
の
事
情
に

）
五
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
五

よ
っ
て
滅
失
し
、
ま
た
は
買
主
の
占
有
を
離
れ
、
も
し
く
は
以
前
の
形
で
返
還
さ
れ
え
な
い
ほ
ど
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
買
主
は
売
買
代
金
の
減
額

の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
27
） U

lrich H
U

B
E

R
, in: H

ans T
heodor S

O
E

R
G

E
L

, B
G

B
., B

and 3, 12. A
uflage, 1991, §

467 R
dN

r. 65 f., 14a.

（
28
） 
前
掲
注（
19
）で
紹
介
し
た
メ
デ
ィ
ク
ス
の
理
解
も
同
様
に
批
判
さ
れ
る
。Y

ves D
Ö

L
L

, R
ückgew

ährstörungen beim
 R

ücktritt, 2011, 

S
.341

は
、
メ
デ
ィ
ク
ス
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
の
評
価
と
矛
盾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
偶
然
に
よ
る
滅
失
・
損
傷
の
場
合
で

す
ら
解
除
権
者
（
返
還
債
務
者
）
負
担
と
い
う
帰
結
を
生
み
、（
草
案
理
由
書
お
よ
び
諸
学
説
に
よ
り
、
改
正
法
は
旧
三
五
〇
条
よ
り
も
危
険
の
跳

ね
戻
り
の
範
囲
を
広
げ
た
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
し
）
改
正
前
よ
り
も
、
返
還
債
務
者
に
厳
し
い
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
事
実
、
メ
デ
ィ
ク
ス
自
身
も
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
自
ら
の
提
案
が
大
胆
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

D
ieter M

E
D

IC
U

S
, a. a. O

. 
（F

n.19

）, S
.205.

（
29
） B

T
-D

rucks.14 / 6040, S
.196.

（
30
） D

agm
ar K

A
IS

E
R

, in: S
taudingers K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
uch 2, 2012, §

346 R
dN

r.219. 

こ
う
し
た
理
解
か
ら
、
三
四
六
条
三

項
二
文
の
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
三
四
六
条
二
項
や
三
項
一
文
の
価
値
判
断
を
前
提
に
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
、
返
還
債
務
者
が
受
け
取
っ

た
物
そ
の
も
の
や
そ
の
価
値
は
こ
こ
で
の
残
存
利
得
と
は
な
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
。
三
項
二
文
で
は
、
受
領
物
を
使
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
利

益
や
物
自
体
の
代
償
な
ど
、
受
領
物
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
四
六
条
三
項
二
文
は
、
ド
イ
ツ
民
法

二
八
五
条
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
つ
き
、M

artin S
C

H
W

A
B

, a. a. O
. 

（F
n.1

）, S
.370; Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.341 f.

を
参
照
。

そ
し
て
、
不
当
利
得
法
に
お
け
る
利
得
消
滅
の
抗
弁
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
八
条
三
項
）
や
厳
格
責
任
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
九
条
）
に
つ
い
て
も
、

あ
く
ま
で
こ
う
し
た
解
除
効
果
規
定
体
系
と
矛
盾
し
な
い
限
度
で
の
み
適
用
の
対
象
に
な
る
と
説
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
八
一
八
条
三
項
の
利
得
消

滅
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
加
工
・
改
造
製
品
が
壊
れ
た
り
盗
ま
れ
た
り
し
た
場
合
に
そ
の
適
用
を
認
め
る
。Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, 

S
.353. 

ま
た
、
厳
格
責
任
に
つ
い
て
も
、
解
除
原
因
の
認
識
前
の
買
主
に
は
そ
の
受
領
物
が
以
後
も
自
己
の
物
で
あ
り
続
け
る
こ
と
へ
の
信
頼
が

あ
り
、
こ
れ
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
、
解
除
原
因
の
認
識
後
か
ら
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。R

einhard G
A

IE
R

, in: M
ünchener 

）
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
六

K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and 3, 2019, §
346 R

dN
r.58; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.218; H

elm
ut G

R
O

T
H

E
, 

in: H
einz G

eorg B
am

berger / H
erbert R

oth, K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and 1, 2012, §
346 R

dN
r.57.

（
31
） 
こ
の
点
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
４
）八
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
） W

erner S
C

H
U

B
E

R
T

 

（H
rsg.

）, D
ie V

orlagen der R
edaktoren für die erste K

om
m

ission zur A
usarbeitung des E

ntw
urfs 

eines B
ürgerlichen G

esetzbuches, R
echt der S

chuldverhältnisse, T
eil 1, 1980, S

.376.

（
33
） H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 und W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
, D

ie B
eratung des B

ürgerlichen G
esetzbuchs in system

atischer 

Z
usam

m
enstellung der unveroffentlichten Q

uellen, R
echt der S

chuldverhältnisse I, 1978, S
.572 f.

（
34
） 

ラ
テ
ン
語
の“specificatio ”

に
相
当
す
る
用
語
で
あ
り
、
以
下
の
文
献
で
は
、
こ
れ
が
加
工
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
栗
生
武
夫
「
加
工
の
歴
史
」

『
入
會
の
歴
史
其
他
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
四
三
年
）
九
三
頁
以
下
、
原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
〔
有
斐
閣
全
書
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
）

一
〇
七
頁
、
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ル
ツ
（
眞
田
芳
憲
＝
森
光
訳
）『
ロ
ー
マ
法
の
原
理
』（
中
央
大
学
出
版
部
・
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
。
こ
の
点
で
、

F
ranz M

E
D

IC
U

S
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.54

も
参
照
。

（
35
） 

部
分
草
案
三
二
条
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
編
集
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
九
二
条
と
な
っ
た
後
、
約
定
解
除
の
効
果
を
詳
細
に
規
定
し
、
こ

れ
を
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
す
る
体
系
が
採
ら
れ
た
関
係
で
、
約
定
解
除
の
規
定
と
瑕
疵
担
保
解
除
の
規
定
と
に
分
解
さ
れ
た
（
約
定
解
除
の
規
定

を
準
用
す
る
体
系
に
な
っ
た
こ
と
を
、
解
除
制
度
の
沿
革
史
か
ら
説
明
す
る
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
グ
・
レ
ー
ザ
ー
（
福
田
清
明
訳
）「
日
本
民

法
と
の
比
較
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
典
の
解
除
制
度
の
発
展
史
」
西
村
重
雄
＝
児
玉
寛
編
『
日
本
民
法
典
と
西
欧
法
伝
統

─
日
本
民
法
典
百
年
記

念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
九
州
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
〇
年
）
五
〇
六
頁
お
よ
び
五
一
〇
─
五
一
一
頁
）。

部
分
草
案
三
二
条
お
よ
び
編
集
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
九
二
条
の
う
ち
、
過
失
に
よ
る
滅
失
や
任
意
の
処
分
、
加
工
・
改
造
に
よ
る
他
の
種
類
の

物
へ
の
変
更
の
場
合
に
瑕
疵
担
保
解
除
（W

andelung

）
が
排
除
さ
れ
る
と
の
規
律
は
、
そ
の
ま
ま
約
定
解
除
の
規
律
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
約
定

解
除
の
効
果
は
第
一
草
案
四
二
七
条
以
下
で
規
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
四
三
〇
条
三
号
で
、
解
除
が
許
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、「
解
除
権
者
が
、
受

け
取
っ
た
物
を
加
工
ま
た
は
改
造
に
よ
っ
て
他
の
種
類
の
物
に
変
え
た
と
き
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
第
二
草
案
三
〇
二
条
二
号
に
引
き
継
が
れ
、

旧
三
五
二
条
に
結
実
す
る
。

）
五
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
七

他
方
、
部
分
草
案
三
二
条
に
お
け
る
改
造
の
例
外
規
定
部
分
は
、
瑕
疵
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
瑕
疵
担
保
解
除
固
有
の
規
律
と
し
て
第

一
草
案
三
八
七
条
に
整
理
さ
れ
た
。
第
一
草
案
三
八
七
条
二
号
に
は
、「
第
四
三
〇
条
三
号
の
規
定
は
、
瑕
疵
が
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
が
第
二
草
案
四
〇
三
条
三
文
た
だ
し
書
と
な
り
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
結
実
し
た
。

以
上
に
つ
き
、H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 und W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
, a. a. O

. 

（F
n.33

）, S
.582 f., 586; H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 

und W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
, D

ie B
eratung des B

ürgerlichen G
esetzbuchs in system

atischer Z
usam

m
enstellung der 

unveroffentlichten Q
uellen, R

echt der S
chuldverhältnisse Ⅱ

, 1980, S
.170 ff.

（
36
） 

た
だ
し
、
第
一
草
案
理
由
書
で
は
、
加
工
に
よ
り
原
則
的
に
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
す
る
理
由
と
し
て
、
加
工
は
、
物
の
滅
失
と
だ
け
で
な

く
、
返
還
を
不
可
能
に
す
る
任
意
の
処
分
と
も
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
る
べ
き
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。B

enno M
U

G
D

A
N

, D
ie G

esam
ten 

M
aterialien zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch für das D
eutsche R

eich, B
and 2, 1979, M

otive, S
.128.

（
37
） 

本
田
・
前
掲
注（
26
）三
〇
三
頁
。

（
38
） 

小
野
秀
誠
『
給
付
障
害
と
危
険
の
法
理
』（
信
山
社
・
一
九
九
六
年
）
一
〇
一
頁
。
な
お
、
同
九
三
頁
注
⑹
お
よ
び
同
九
五
頁
注
⑾
も
参
照
。

ま
た
、
民
法
典
成
立
後
の
ド
イ
ツ
学
説
の
多
く
が
旧
三
五
〇
条
の
効
果
を
ほ
と
ん
ど
疑
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
同
一
〇
四
頁
は
、「
瑕
疵
が
あ

る
物
を
売
っ
た
売
主
よ
り
も
、
契
約
に
従
っ
た
買
主
の
利
益
を
優
先
す
る
べ
き
こ
と
、
瑕
疵
が
な
け
れ
ば
買
主
は
契
約
を
締
結
し
な
い
で
あ
ろ
う
か

ら
、
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
契
約
が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
状
態
を
回
復
す
る
べ
き
こ
と
、
に
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
39
） G

eorg C
arl T

R
E

IT
S

C
H

K
E

, D
er K

aufcontract in besonderer B
eziehung auf den W

aarenhandel, 1838, S
.242 f. 

な
お
、

一
八
六
五
年
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
本
文
で
取
り
あ
げ
た
記
述
も
維
持
さ
れ
て
い
る
（
同
三
六
七
─
三
六
八
頁
）。

（
40
） 

ザ
ク
セ
ン
民
法
典
に
つ
い
て
は
、N

eudrucke P
rivatrechtlicher K

odifikationen und E
ntw

ürfe des 19. Jahrhunderts, B
and 4, 

B
ürgerliches G

esetzbuch für das K
önigreich S

achsen von 1863 / 1865, S
111

を
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
つ
い
て
は
、N

eudrucke 

P
rivatrechtlicher K

odifikationen und E
ntw

ürfe des 19. Jahrhunderts, B
and 2, D

resdener E
ntw

urf eines allgem
einen deutschen 

G
esetzes über S

chuldverhältnisse von 1866, 1973, S
.37

を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
。

（
41
） 

平
田
公
夫
「
ド
イ
ツ
民
法
典
を
創
っ
た
人
び
と
⑵
」
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
五
八
号
（
一
九
八
一
年
）
二
四
頁
を
参
照
。）

五
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

五
八

（
42
） C

arl G
A

R
E

IS
, D

as S
tellen zur D

isposition nach m
odernem

 deutschem
 H

andelsrecht, 1870, S
.146 f.

（
43
） C

arl G
A

R
E

IS
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.147.

（
44
） O

A
G

 D
resden vom

 16. 2. 1847, S
euff. A

rch. Ⅱ
. N

r. 170.

（
45
） H

ans G
. L

E
S

E
R

, D
er R

ücktritt vom
 V

ertrag, 1975, S
.66.

（
46
） 

こ
こ
で
も
し
仮
に
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
関
す
る
第
一
委
員
会
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
物
の
加
工
・
改
造
は
物
の
滅
失
と
同
視
で
き
、
そ

れ
ゆ
え
に
帰
責
性
の
な
い
加
工
・
改
造
を
偶
然
滅
失
（
旧
三
五
〇
条
に
よ
り
売
主
負
担
）
と
同
様
に
評
価
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
解
除
権

を
排
除
す
る
旧
三
五
二
条
の
要
件
と
し
て
過
失
を
要
求
す
べ
き
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
を
定
め
る
旧
三
五
〇
条

と
区
別
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、F

riedrich S
C

H
O

L
L

M
E

Y
E

R
, in: K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch, 2.B

d., 

R
echt der S

chuldverhältnisse, E
rste H

älfte, 1900, S
,262 f.

（
47
） L

udw
ig E

N
N

E
C

C
E

R
U

S
, R

echt der S
chuldverhältnisse, 15.-17.A

ufl., 8.B
earb., 1922, S

.114 A
nm

.8; F
riedrich 

S
C

H
O

L
L

M
E

Y
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.46
）, S

,262 f.

（
48
） P

aul O
E

R
T

M
A

N
N

, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch und seinen N
ebengesetzen, B

ürgerliches G
esetzbuch, 

Z
w

eites B
uch, R

echt der S
chuldverhältnisse, E

rste A
bteilung, 5.A

uf., 1928,§
352 R

dN
r.1; H

ans C
O

N
Z

E
, D

er E
influß einer 

V
erfügung des K

äufers über die K
aufsache auf die ädilicischen R

echtsm
ittel : N

ach gem
einem

 R
echt und B

ürgerlichem
 

G
esetzbuch, D

iss., 1903, S
.63.

（
49
） L

udw
ig E

N
N

E
C

C
E

R
U

S
, a. a. O

. 

（F
n.47

）, S
.114 A

nm
.8; H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.65 f. 

こ
の
理
由
と
し
て
コ
ン
ツ
ェ

は
、
瑕
疵
が
既
に
「
現
れ
た
」
後
に
買
主
が
死
亡
し
、
し
か
し
そ
の
相
続
人
が
瑕
疵
に
つ
い
て
の
心
当
た
り
も
な
し
に
改
造
を
し
た
と
い
う
事
例
に

お
い
て
、
買
主
（
被
相
続
人
）
は
自
身
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
失
う
こ
と
な
し
に
改
造
を
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
相
続
の
発
生
に
よ
っ
て
売

主
が
再
び
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
コ
ン
ツ
ェ
と
同
様
に
解
す
る
の
は
、F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, 

S
.56 f.

（
50
） H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.63 f. 

な
お
、
エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ
ル
ス
ら
が
加
工
・
改
造
に
は
通
常
過
失
が
あ
る
と
評
す
る
の
に
対
し
、

）
五
八
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

五
九

コ
ン
ツ
ェ
は
、
製
品
に
加
工
す
る
目
的
で
物
を
購
入
し
た
買
主
が
そ
れ
を
加
工
し
た
場
合
、
こ
の
買
主
に
帰
責
性
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
51
） 
フ
ラ
ン
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
も
、
改
造
前
の
段
階
で
既
に
瑕
疵
が
現
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
買
主
の
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
瑕
疵
担
保
解
除
権
を

排
除
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、
旧
三
五
二
条
が
旧
三
五
一
条
と
区
別
し
て
過
失
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
点
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
る
。

F
ranz M

E
D

IC
U

S
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.55.

（
52
） H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.64 f.; F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.55 f.

（
53
） 

当
時
は
、「（
瑕
疵
が
）
現
れ
た
」
と
の
要
件
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
同
文
言
を
必
ず
し
も
当
該
買
主
の
純
粋
な
瑕
疵
認
識
と
結
び
つ
け
て
解
さ

れ
な
か
っ
た
。
さ
す
が
に
、
同
要
件
を
純
粋
に
客
観
的
に
解
釈
し
、
瑕
疵
が
何
ら
か
の
形
で
現
れ
て
い
た
場
合
に
は
た
と
え
買
主
が
こ
れ
を
ま
っ
た

く
認
識
し
え
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
適
用
を
認
め
な
い
見
解
（E

rnst K
A

U
F

M
A

N
N

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.50

）
は
、

そ
の
結
論
の
不
当
さ
が
批
判
さ
れ
、
同
文
言
に
瑕
疵
の
認
識
と
い
う
主
観
的
要
素
を
読
み
込
む
理
解
が
多
数
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
中
に

あ
っ
て
も
、
ラ
イ
ス
ト
ゥ
ナ
ー
の
よ
う
に
、
同
要
件
を
純
粋
に
主
観
的
な
要
件
と
理
解
し
て
買
主
の
瑕
疵
の
認
識
の
有
無
を
基
準
と
す
る
見
解

（Jakob L
E

IS
T

N
E

R
, D

ie H
aftung des V

erkäufers w
egen M

ängel der K
aufsache nach dem

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, 1900, 

S
.62

）
だ
け
で
な
く
、「
現
れ
た
」
と
の
文
言
は
明
ら
か
に
客
観
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
買
主
の
純
粋
な
認
識
は
重
視
す
べ
き
で
な
い

と
考
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.64 f.; A

lbin R
O

S
S

N
E

R
, D

er E
influß einer V

eräußerung und 

Z
w

angsvollstreckung des S
chuldgegenstandes auf R

ücktritts- und W
andelungsrecht, D

iss., 1911, S
.23.

（
54
） 

な
お
、
ド
イ
ツ
学
説
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
制
定
直
後
よ
り
、
改
造
後
に
0

0

瑕
疵
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
も
同
規
定
の
適
用
を
認
め

て
い
た
。H
einrich D

E
R

N
B

U
R

G
, D

as bürgerliche R
echt des D

eutschen R
eichs und P

reußens, B
and 2, D

ie S
chuldverhältnisse, 

2. A
bt., 4. A

ufl., 1915, S
.86; L

udw
ig E

N
N

E
C

C
E

R
U

S
, a. a. O

. 
（F

n.47

）, S
.331Ⅱ

1b

）.

（
55
） E

rnst W
O

L
F

, R
ücktritt, V

ertretenm
üssen und V

erschulden, A
cP

., 153, 1954, S
.135 ff. 

こ
の
理
解
が
連
邦
通
常
裁
判
所
に
採
用

さ
れ
、
通
説
的
理
解
と
な
っ
て
い
っ
た
。B

G
H

 vom
 10.11.1971－

V
III Z

R
 155/70－

N
JW

., 1972, S
.155 ff.

（
56
） W

erner S
C

H
U

B
E

R
T

 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n.32

）, S
.419.

）
五
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
〇

（
57
） 

【
旧
四
六
四
条
】
買
主
は
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
瑕
疵
あ
る
物
を
受
領
す
る
場
合
、
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
受
領
の
際
に
留

保
す
る
と
き
に
の
み
、
第
四
六
二
条
お
よ
び
第
四
六
三
条
に
定
め
ら
れ
た
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
旧
四
六
四
条
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
既
に
、
北
居
功
に
よ
り
、
危
険
負
担
論
や
瑕
疵
担
保
責
任
論
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
論
と
の
関

係
も
含
め
た
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
北
居
功
『
契
約
履
行
の
動
態
理
論
Ⅱ
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
三
年
）
二
七
六
頁
以
下
。

本
稿
の
検
討
も
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
58
） 

北
居
・
前
掲
注（
57
）一
七
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
59
） 

北
居
・
前
掲
注（
57
）二
七
六
頁
。

（
60
） 

北
居
・
前
掲
注（
57
）二
八
九
頁
注
四
七
を
参
照
。

（
61
） 

実
は
キ
ュ
ー
ベ
ル
の
起
草
し
た
部
分
草
案
に
は
、
契
約
締
結
時
の
取
得
者
の
主
観
を
問
う
部
分
草
案
二
四
条
は
存
在
す
る
も
の
の
、
受
領
時
の

取
得
者
の
主
観
を
問
う
旧
四
六
四
条
に
相
当
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
き
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
を
認
識
し
つ
つ
も
、
提

案
理
由
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
取
得
者
が
、
確
か
に
契
約
締
結
時
に
は
瑕
疵
の
存
在
や
保
証
さ
れ
た
性
状
の
不
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
も
の
の
、
引
渡
し
時
に
は
知
る
に
至
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
物
を
留
保
・
責
問
な
し
に
受
領
す
る
場
合
、
た
い
て
い
そ
こ
に
は
（
瑕
疵
に

も
か
か
わ
ら
ず
）
物
の
承
認
（B

illigung oder G
enehm

igung der S
ache

）
が
見
出
さ
れ
る
」。
そ
う
す
る
と
、
取
得
者
は
そ
の
後
に
瑕
疵
に
基

づ
く
権
利
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
こ
の
こ
と
を
特
段
法
律
に
定
め
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
。W

erner 

S
C

H
U

B
E

R
T

 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n.32

）, S
.416. 

こ
の
点
も
既
に
、
北
居
・
前
掲
注（
57
）一
七
二
頁
お
よ
び
二
七
六
頁
が
紹
介
し
て
い
る
。

（
62
） H

orst H
einrich JA

K
O

B
S

 / W
erner S

C
H

U
B

E
R

T
 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n.35

）, S
.135 ff. 

瑕
疵
を
認
識
し
て
の
留
保
な
き
受
領
に
よ

り
ど
の
よ
う
な
権
利
が
失
わ
れ
る
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
の
詳
細
は
、
北
居
・
前
掲
注（
57
）二
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
63
） 

た
と
え
ば
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
七
号

（
一
九
八
五
年
）
四
一
頁
。
な
お
、
こ
の
本
田
の
指
摘
は
、
本
稿
Ⅳ
章
の
本
文
に
て
と
り
あ
げ
る
。

（
64
） 

こ
う
し
た
旧
三
二
七
条
二
文
お
よ
び
旧
三
五
〇
条
に
関
す
る
学
説
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
田
・
前
掲
注（
26
）三
〇
八
頁
以
下
、
小
野
・
前

掲
注（
38
）二
一
四
頁
以
下
、
お
よ
び
花
本
広
志
「
草
案
三
四
六
条
（
解
説
）」
下
森
定
＝
岡
孝
編
『
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
研
究
』（
法

）
六
一
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
一

政
大
学
出
版
局
・
一
九
九
六
年
）
九
一
頁
以
下
を
参
照
。
本
田
・
同
三
〇
八
頁
は
、「
通
説
的
な
考
え
方
は
、
…
法
定
解
除
の
場
合
に
は
ド
民

三
二
七
条
二
文
を
適
用
し
て
解
除
権
者
に
現
存
利
益
の
返
還
と
引
換
え
に
す
る
代
金
返
還
請
求
権
を
認
容
す
る
」
と
整
理
す
る
。

（
65
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.63.

（
66
） 
こ
う
し
た
フ
ー
バ
ー
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
時
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
要
件
と
す
る
「
瑕
疵
が
現
れ
た
」
こ
と
に

な
る
。
瑕
疵
が
改
造
の
際
で
は
な
く
改
造
後
に
初
め
て
現
れ
た
と
き
に
は
、
な
お
さ
ら
瑕
疵
担
保
解
除
権
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
規
定
の
基
準
は
、
改
造
時
に
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
で
あ
り
、
瑕
疵
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
否
か
で
は
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
加
工
前
の
買
主
に
は
物
の
瑕
疵
を
調
査
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

U
lrich H

U
B

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.65. 

旧
四
六
七
条
一
文
後
段
に
言
及
す
る
研
究
は
少
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
理
解
は
当
時

の
一
般
的
理
解
で
あ
る
よ
う
に
映
る
。H

einrich H
O

N
S

E
L

L
, in: S

taudingers K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

uch 2, 1995, §
467 R

dN
r.11.

（
67
） 

こ
の
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
フ
ー
バ
ー
は
、
消
費
し
た
物
に
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
こ
こ
で
価
額
償
還
義
務
を
認
め
て
し
ま
え
ば
買

主
の
解
除
は
実
質
的
に
代
金
減
額
に
制
限
さ
れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
お
よ
び
そ
の
基
礎
に
あ
る
法
原
則

と
一
致
し
な
い
と
説
い
た
。U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.69.

（
68
） F

lorian F
A

U
S

T
, in: JurisP

raxisK
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and2.1, 2017, §
346 R

dN
r.52; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, 

§
346 R

dN
r.175; R

einhard G
A

IE
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.58; C

hristoph B
E

N
IC

K
E

, P
flicht zum

 W
ertersatz im

 neuen 

R
ücktrittsrecht bei V

erbrauch und V
eräußerung, Z

G
S

., 2002, S
.369 ff. 

な
お
、
消
費
物
の
瑕
疵
の
例
と
し
て
は
、
購
入
し
た
ロ
ウ
ソ
ク

が
過
度
に
滴
り
落
ち
る
ロ
ウ
ソ
ク
で
あ
っ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
69
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.27

）, §
467 R

dN
r.75 ff. 

契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
紙

幅
の
関
係
上
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
70
） 

拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
買
主
に
よ
る
解
除
前
の
使
用
行
為

─
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
と
物
使
用
の
目
的
・
方
法
・
結
果
に
着
目
し

て
」
日
法
八
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
五
頁
。

（
71
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
前
、
買
主
（
受
領
物
の
返
還
債
務
者
）
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
価
額
償
還
義
務
を
負
う
場
合
の
、

）
六
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
二

償
還
す
べ
き
価
額
（
物
の
客
観
的
価
値
か
契
約
の
対
価
額
か
）
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
我
が
国
で
の
議
論
を
紹
介
し
た
。
拙
稿

「
原
状
回
復
に
お
け
る
対
価
合
意
の
意
義

─
原
物
返
還
不
能
に
よ
り
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
を
め
ぐ
っ
て
」
日
法
八
五
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）

三
七
一
頁
以
下
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
は
三
九
四
─
三
九
七
頁
を
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
は
三
八
〇
─
三
八
六
頁
お
よ
び
注（
38
）に
挙

げ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
72
） 

本
文
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
カ
イ
ザ
ー
は
本
文
⑵
で
挙
げ
る
と
お
り
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
の
根
拠
を
〈
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば

加
工
・
改
造
を
し
な
か
っ
た
〉
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
解
除
原
因
の
不
知
お
よ
び
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
保
護
だ
け
で
な
く
、

瑕
疵
ゆ
え
に
加
工
・
改
造
物
に
価
値
が
な
か
っ
た
り
、
僅
か
な
価
値
し
か
有
さ
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.172.

（
73
） A

nne R
Ö

T
H

E
L

, in: E
rm

an B
ürgerliches G

esetzbuch H
andkom

m
entar, B

uch 1, 2017, §
346 R

dN
r. 19.

（
74
） C

hristoph B
E

N
IC

K
E

, a. a. O
. 

（F
n.68

）, S
.370.

（
75
） T

im
o F

E
S

T
, D

er E
influss der rücktrittsrechtlichen W

ertungen auf die bereicherungsrechtliche R
ückabw

icklung nichtiger 

V
erträge, 2006, S

.72 ff.

（
76
） Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.208.

（
77
） E

rnst von C
A

E
M

M
E

R
E

R
, m

ortuus redhibetur, F
estschrift für K

arl L
arenz. zum

 70. G
eburtstag, 1973, S

.632 f.

（
78
） 

本
田
純
一
は
、m
ortuus redhibetur

（
死
ん
だ
奴
隷
は
返
さ
れ
る
）
の
ロ
ー
マ
法
諺
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ

の
法
諺
は
、
病
気
に
罹
患
し
て
い
た
奴
隷
や
家
畜
が
そ
の
病
気
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
契
約
時
の
瑕
疵
と
そ
れ
以
後
の
滅
失

と
の
間
に
直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
滅
失
の
危
険
を
売
主
に
負
わ
せ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」。
こ
れ
に
対
し
、「
瑕
疵
と
滅
失
と

の
間
に
因
果
関
係
」
が
な
い
場
合
に
は
滅
失
に
よ
っ
て
解
除
訴
権
も
消
滅
す
る
と
い
う
の
が
ロ
ー
マ
法
の
理
解
で
あ
っ
た
も
の
の
、
後
に
こ
の

「m
ortuus redhibetur

の
原
則
も
拡
張
さ
れ
て
」
い
き
、「
普
通
法
学
は
、
右
の
ロ
ー
マ
法
の
原
則
を
瑕
疵
と
滅
失
と
の
間
に
因
果
関
係
の
な
い
場

合
に
も
適
用
可
能
な
も
の
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
る
。
本
田
・
前
掲
注（
26
）二
九
九
─
三
〇
〇
頁
。

（
79
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
13
）七
三
頁
以
下
。

）
六
二
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
三

（
80
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68

）, §
346 R

dN
r.48; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.172; H

ubert 

S
C

H
M

ID
T

, in: H
einz G

eorg B
am

berger / H
erbert R

oth / W
olfgang H

au / R
om

an P
oseck, K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
and 1, 

2019, §
346 R

dN
r.61.

（
81
） T

im
o F

E
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.75

）, S
.73; Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.208. 

こ
こ
で
デ
ル
は
、
加
工
・
改
造
前
に
瑕
疵
を
知
っ
て
い

た
な
ら
ば
、
返
還
債
務
者
は
加
工
・
改
造
を
せ
ず
、
解
除
後
に
は
そ
の
瑕
疵
物
を
元
の
形
の
ま
ま
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
価
額
償
還
義

務
を
負
わ
ず
に
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

（
82
） H

einrich H
O

N
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.66

）, §
467 R

dN
r.11.

（
83
） H

ans G
. L

E
S

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.45

）, S
.203.

（
84
） 

②
と
③
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
上
の
取
扱
い
を
整
理
し
て
お
く
と
、
②
の
場
合
の
返
還
債
務
者
は
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
よ

り
原
物
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
し
、
か
つ
価
値
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
同
項
二
文
に
よ
る
残
存
す
る
利
得
の
返
還
債
務
も
負
わ

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
③
の
場
合
は
、
瑕
疵
物
が
加
工
・
改
造
に
よ
り
さ
ら
に
減
価
し
た
分
は
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
売
主
の
負
担
と
な

る
も
の
の
、
残
存
す
る
利
得
に
つ
い
て
は
同
項
二
文
に
よ
り
返
還
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
の
場
合
に
お
け
る
利
得
返
還
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
の
が

本
稿
Ⅲ
章
で
あ
る
。
こ
の
点
で
後
掲
注（
95
）で
の
整
理
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
85
） B

enno M
U

G
D

A
N

, a. a. O
. 

（F
n.36

）, M
otive, S

.128.

（
86
） Jakob L

E
IS

T
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.53

）, S
.62; H

ugo N
E

U
M

A
N

N
, H

andausgabe des B
urgerlichen G

esetzbuchs, B
and 1, 1909, 

§
467 B

G
B

 R
dN

r.3; A
lbin R

O
S

S
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.53

）, S
.23.

（
87
） F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.57.

（
88
） P

aul O
E

R
T

M
A

N
N

, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch und seinen N
ebengesetzen, B

ürgerliches G
esetzbuch, 

Z
w

eites B
uch, R

echt der S
chuldverhältnisse, Z

w
eite A

bteilung, 5.A
uf., 1929, S

.623. 

こ
れ
に
加
え
て
重
要
な
の
は
、
加
工
・
改
造
物

の
返
還
義
務
を
課
す
に
あ
た
っ
て
、
第
一
草
案
理
由
書
と
異
な
り
、
加
工
・
改
造
費
用
の
賠
償
請
求
に
消
極
的
な
見
解
も
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
費
用
償
還
請
求
に
つ
い
て
規
定
す
る
旧
三
四
七
条
二
文
が
参
照
指
示
を
す
る
九
九
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
は
、
物
の
利
用
に
と
っ
て
必

）
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
四

要
な
費
用
だ
け
を
所
有
者
に
請
求
し
う
る
と
こ
ろ
、
加
工
・
改
造
費
用
を
物
の
利
用
に
必
要
な
費
用
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
加
工
・
改
造
費
用
が
高
額
に
及
ん
だ
場
合
の
買
主
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
と
り
や
め
る
こ
と
が
賢
い
と
も
説
か
れ
た
。E

m
il 

S
T

R
O

H
A

L

（H
rsg.

）, P
lanck ’s K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch nebst E

inführungsgesetz, 2.B
and, 2.H

älfte, R
echt der 

S
chuldverhältnisse 

（B
esonderer T

eil

）, 4.A
ufl., 1928, S

.719; P
aul O

E
R

T
M

A
N

N
, a. a. O

. 

（F
n.88

）, S
.623; H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 

（F
n.48

）, S
.67.

（
89
） H

einrich H
O

N
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.66

）, §
467 R

dN
r.20. 

さ
ら
に
ホ
ン
ゼ
ル
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
有
力
学
説
と
同
様
（
前
掲
注（
88
）

参
照
）、
改
造
費
用
の
賠
償
請
求
に
も
消
極
的
態
度
を
示
し
て
い
た
。

（
90
） H

ans C
O

N
Z

E
, a. a. O

. 
（F

n.48

）, S
.67 f.; F

ranz M
E

D
IC

U
S

, a. a. O
. 

（F
n.20

）, S
.58 f.

（
91
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 
（F

n.27

）, §
467 R

dN
r.66.

（
92
） U

lrich H
U

B
E

R
, a. a. O

. 
（F

n.27

）, §
467 R

dN
r.14a.

（
93
） 

こ
の
点
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ハ
ー
ガ
ー
は
、
加
工
の
際
に
瑕
疵
が
現
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
最
終
的
な
製
品
に
価
値
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
価
額
償
還
は
不
要
で
あ
る
旨
と
述
べ
て
い
る
。Johannes H

A
G

E
R

, in: A
nw

altK
om

m
entar zum

 B
G

B
., 2005, B

and 2, §
346 

R
dN

r.65. 

た
だ
し
、
ハ
ー
ガ
ー
が
、
加
工
・
改
造
物
に
元
々
の
受
領
物
の
価
値
が
な
お
残
っ
て
い
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。

ま
た
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
、
買
主
は
価
額
償
還
義
務
も
改
造
物
の
返
還
義
務
も
負
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
価
額
償
還
に
、
加
工
・
改

造
物
に
残
さ
れ
た
給
付
物
の
価
値
の
償
還
を
も
含
め
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
な
い
。M

artin S
C

H
W

A
B

, a. a. O
. 

（F
n.1

）, S
.361. 

（
94
） D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.172.

（
95
） 

議
論
を
整
理
し
て
お
く
と
、
カ
イ
ザ
ー
を
含
む
多
数
説
は
、
加
工
・
改
造
の
リ
ス
ク
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
売
主
負
担
と
す
る
た
め
、
本
稿
Ⅰ

章
２
節
⑵
で
紹
介
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
の
よ
う
な
買
主
負
担
説
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ⅰ
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
消
滅
す
る
価
額
償
還
義
務
と
、

ⅱ
三
項
二
文
に
よ
り
残
存
す
る
利
得
と
し
て
償
還
す
べ
き
価
額
と
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
ⅰ
三
項
一
文
一
号
で
消
滅
す
る
価
額
償
還
義
務
は
、
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
価
額
償
還
義
務
で
あ
り
、
ま
さ
に
物
の
返
還
に

代
わ
る
価
額
償
還
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ⅱ
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改
造
し
た
買
主
が
（
三
項
一
文
一
号
に
よ
り
）
価
額
償
還
義
務
を
免
責
さ

）
六
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
五

れ
た
結
果
、（
三
項
二
文
に
よ
り
）
残
存
利
得
の
返
還
責
任
と
し
て
負
う
と
こ
ろ
の
償
還
す
べ
き
価
値
は
、〈
加
工
・
改
造
物
に
占
め
る
元
々
の
瑕
疵

物
の
価
値
〉
で
あ
る
（F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68

）, §
346 R

dN
r.53; Y

ves D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.209, 344.

）。
そ
の
分
が

当
該
時
点
の
買
主
の
許
に
残
っ
て
い
る
利
得
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
給
付
受
領
時
に
お
け
る
瑕
疵
物
の
価
値
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
価
値
を
返

還
す
る
必
要
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
課
せ
ら
れ
る
価
額
償
還
義
務
の
内
容
と
同
一
に
な
っ
て
し
ま
い
、
三
項
一
文
一
号

で
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
と
し
た
評
価
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
は
瑕
疵
に
も
か
か
わ
ら
ず
価
値
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
の
加
工
・
改
造
に
よ
り
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
た
場
合
（
本
稿
Ⅱ
章
４
節
の
②
の
場
合
）
に
は
、
買
主
に
は
残
存
す
る
利
得
が
な
い
と
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
し
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
元
々
の
物
の
価
値
が
減
少
し
た
場
合
（
本
稿
Ⅱ
章
４
節
の
③
の
場
合
）
に
は
、
そ
の
減
少
し
た
後
の
瑕
疵

物
の
価
値
を
償
還
す
る
こ
と
が
残
存
利
得
返
還
義
務
の
中
身
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
工
・
改
造
に
よ
り
元
の
形
で
返
還
で

き
な
い
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
96
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 
（F

n.68

）, §
346 R

dN
r.53.

（
97
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68
）, §

346 R
dN

r.47; R
einhard G

A
IE

R
, a. a. O

. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.49; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, 

a. a. O
. 

（F
n.30

）, §
346 R

dN
r.141; A

nne R
Ö

T
H

E
L

, a. a. O
. 

（F
n.73

）, §
346 R

dN
r.9. 

な
お
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
こ
こ
で
、
加
工
・
改
造
が

な
さ
れ
た
場
合
に
価
額
償
還
義
務
の
問
題
と
し
て
い
る
債
務
法
現
代
化
法
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
）
を
、
実
質
的
に
も
肯
定
的
に
評
価
す
る
。

す
な
わ
ち
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
義
務
を
否
定
し
、
加
工
・
改
造
物
そ
れ
自
体
を
買
主
の
許
に
残
し
た
う
え
で
金
銭
に

よ
る
解
決
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
返
還
債
権
者
と
返
還
債
務
者
の
双
方
が
同
時
に
保
護
さ
れ
る
。
返
還
債
権
者
か
ら
す
れ
ば
、
金
銭
で
の
価
額
償
還

を
要
求
で
き
る
こ
と
は
、
自
身
に
と
っ
て
役
に
立
た
な
い
可
能
性
の
あ
る
加
工
・
改
造
物
で
満
足
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
利
益
と
な
る
。
ま
た
、

返
還
債
務
者
と
し
て
も
、
加
工
・
改
造
物
を
自
身
の
も
と
に
残
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
返
還
債
務
者

は
、
三
四
七
条
二
項
二
文
に
基
づ
い
て
限
ら
れ
た
賠
償
を
得
ら
れ
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
（
こ
の
点
で
前
掲
注（
88
）お
よ

び（
89
）も
参
照
）。

（
98
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.68

）, §
346 R

dN
r.53. 

こ
の
点
は
デ
ル
も
ま
た
、
も
は
や
製
品
は
加
工
・
改
造
・
混
和
・
結
合
し
た
対
象

の
価
値
だ
け
で
な
く
、
返
還
債
務
者
が
加
工
に
つ
い
て
し
た
出
費
を
も
含
ん
だ
価
値
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
三
四
六
条
三
項
二
文
に
よ
っ

）
六
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

六
六

て
は
こ
の
製
品
の
返
還
は
求
め
得
な
い
と
し
て
、
製
品
に
お
け
る
加
工
対
象
物
の
価
値
だ
け
が
残
っ
た
利
得
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。Y

ves 

D
Ö

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.28

）, S
.209, 344.

（
99
） 
こ
の
点
か
ら
、
前
掲
注（
２
）で
と
り
あ
げ
た
大
審
院
明
治
四
五
年
判
決
が
、
当
該
事
案
（
他
人
物
売
買
）
に
お
い
て
加
工
し
た
立
木
分
の
価
額

償
還
義
務
（
損
害
賠
償
義
務
）
を
買
主
に
課
し
た
と
解
し
て
も
、
こ
の
判
決
の
処
理
（
リ
ス
ク
配
分
）
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
100
） 

こ
の
点
で
、
前
掲
注（
88
）（
89
）（
97
）に
お
け
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
照
。

（
101
） 

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
加
工
・
改
造
物
は
「
原
物
」
と
は
異
な
る
以
上
、
売
主
に
受
領
義
務
を
課
す
こ
と
へ
の
批
判
が
想
定
さ
れ
る
。

確
か
に
、
我
が
国
で
は
買
主
の
義
務
を
「
原
物
返
還
」
と
称
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
原
物
」
を
契
約
締
結
前
の
状
態
の
物
と
解
す
る
限
り
、
本
来
、

原
物
返
還
は
不
可
能
な
場
合
が
多
い
。
買
主
は
受
領
後
に
多
か
れ
少
な
か
れ
使
用
等
す
る
か
ら
で
あ
る
。
原
物
返
還
自
体
が
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、「
原
物
返
還
」
と
は
区
別
し
て
、「
現
物
返
還
」
と
の
表
現
を
用
い
る
も
の
が
一
定
数
存
在
し
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
加
工
・
改
造
に
も
程
度
の
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
工
・
改
造
物
自
体
の
返
還
義
務
と
売
主
の
受
領
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
も
あ

な
が
ち
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
映
る
。
な
お
、
こ
こ
で
受
領
義
務
を
課
さ
な
い
場
合
に
は
、
加
工
・
改
造
物
の
返
還
に
代
え
て
、
そ
の
物
に
占
め
る

原
物
の
価
値
を
算
定
し
て
の
価
額
償
還
義
務
を
買
主
に
課
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
買
主
に
と
っ
て
の
価
値
の
有
無
が
慎
重
に
把

握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
102
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
三
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
四

年
）
八
二
一
頁
以
下
。
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
上
）（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清

算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
六
号
（
一
九
八
五
年
）
一
六
頁
以
下
、
五
五
七
号
三
四
頁
以
下
。

（
103
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
前
掲
注（
102
）八
二
六
頁
以
下
、
同
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
四
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録

四
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
四
年
）
七
五
頁
以
下
。
も
ち
ろ
ん
、
瑕
疵
担
保
解
除
を
規
定
す
る
日
本
民
法
草
案
五
七
一
条
（
二
〇
一
七
年
改

正
前
民
法
五
七
〇
条
）
の
審
議
に
あ
た
っ
て
は
、
参
照
条
文
の
中
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
基
に
な
っ
た
第
一
草
案
三
八
七
条
二

号
お
よ
び
第
二
草
案
四
〇
三
条
三
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
審
議
内
容
は
こ
れ
に
及
ん
で
い
な
い
。

（
104
） 

以
上
に
つ
き
、
本
田
・
前
掲
注（
63
）四
〇
─
四
一
頁
。
本
田
は
、「
日
独
両
法
の
解
除
規
定
の
構
造
上
の
本
質
的
差
異
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
解

）
六
六
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
（
野
中
）

六
七

除
規
定
が
約
定
解
除
を
念
頭
に
お
い
て
作
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
民
法
の
解
除
規
定
は
債
務
不
履
行
解
除
（
法
定
解
除
）
を
主
眼
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
解
除
規
定
を
案
出
す
る
に
際
し
て
、
原
状
回
復
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
と
差
異
を
設
け
る
べ

き
必
要
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
は
そ
の
点
を
意
識
0

0

し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
傍
点
・
原
文
）
と
指
摘
し
て
い
た
（
同
四
〇

頁
）。

（
105
） 

本
稿
Ⅰ
章
１
節
に
て
紹
介
し
た
中
間
試
案
の
概
要
の
後
半
部
分
の
指
摘
、
お
よ
び
前
掲
注（
11
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
106
） 

こ
の
点
に
つ
き
詳
細
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
13
）八
三
─
八
四
頁
お
よ
び
そ
こ
に
付
さ
れ
た
脚
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
107
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
13
）五
五
頁
以
下
。

）
六
七
（





休
業
と
補
償
（
岡
田
）

六
九

目
次

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

Ⅲ
　
結
び
に
か
え
て

Ⅰ
　
は
じ
め
に

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
世
界
中
の
国
々
に
お
い
て
、
経

済
活
動
に
従
事
す
る
企
業
や
個
人
に
甚
大
な
る
被
害
を
も
た
ら
し

て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
抑
え
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
小
売
店
、
飲
食

店
、
ホ
テ
ル
、
劇
場
等
に
対
し
て
休
業
が
命
じ
ら
れ
、
コ
ン
サ
ー

ト
や
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ベ
ン
ト
等
の
行
事
の
開
催
が
禁
止
さ
れ
、
事

業
者
は
多
大
な
る
経
済
的
損
失
を
被
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
、
事
業
者
に
対
し
て
休
業
を
命
じ
る
法
規
命
令
又
は
一
般

処
分
に
よ
っ
て
事
業
者
が
被
っ
た
損
失
に
つ
い
て
事
業
者
は
国

（
州
）
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て

学
説
に
お
い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
す
で

休
業
と
補
償

─
コ
ロ
ナ
危
機
下
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
判
例
の
展
開

─岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

研
究
ノ
ー
ト

）
九
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

七
〇

ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
中
で
自
己
の
サ
ロ
ン
を
休
業
し
た
こ
と
に

よ
る
損
失
の
補
償
を
求
め
る
仮
処
分
の
申
立
て
を
し
た
（R

n. 1

）。

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
（
相
手
方
）
が
、S

A
R

S
-

C
ov-2

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
の
感
染
防
護
措
置

に
関
す
る
州
政
府
命
令
（
二
〇
二
〇
年
三
月
二
三
日
発
効
）
に
お

い
て
休
業
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
本
件
サ
ロ
ン
は
休
業
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
申
立
人
が
経
営
す

る
サ
ロ
ン
は
休
業
し
て
い
る
（R

n. 3

）。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇

年
四
月
三
日
、
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
郡
保
健
所
に
対
し
て
、
二
〇
二
〇

年
三
月
二
三
日
以
降
に
お
け
る
減
収
、
社
会
保
険
料
の
支
出
、
賃

料
に
対
す
る
補
償
の
支
払
い
を
求
め
た
（R

n. 4

）。
保
健
所
は
、

今
日
（
二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
）
に
至
る
ま
で
、
こ
の
要
求
に

対
し
て
実
質
的
に
対
応
し
て
い
な
い
（R

n. 5

）。
申
立
人
は
、
次

の
よ
う
に
主
張
し
た
。
申
立
人
は
、
コ
ロ
ナ
命
令
に
よ
っ
て
そ
の

営
業
活
動
を
妨
げ
ら
れ
、
自
己
の
店
舗
に
お
い
て
も
は
や
営
業
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
に
よ
り
、
生
活
の
基
盤
を
全
体
と
し
て

奪
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
申
立
人
は
、
金
銭
に
よ
る
補
償
を
請

求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
仮
処
分
の
枠
内
に
お
い
て
申
立
人
に
は

休
業
及
び
減
収
に
つ
い
て
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
二
五
〇
〇
〇

円
）
の
支
払
い
を
あ
ら
か
じ
め
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

に
い
く
つ
か
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
事

業
者
に
対
す
る
休
業
命
令
（
要
請
・
働
き
か
け
）
を
す
る
た
め
に

は
憲
法
上
補
償
が
必
要
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
議
論
が
な

さ
れ
て
お
り
（
１
）
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
は
日
本
に
お
け
る
議
論
に

と
っ
て
一
つ
の
有
益
な
参
考
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
け
る
議
論

状
況
を
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
は
別
の
論
文
で
行
う
こ
と
に
し
て
、

ま
ず
は
上
記
論
点
に
関
し
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
を
紹

介
す
る
論
文
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
（
２
）
。
以
下
、
ド
イ
ツ
の
判
例

を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
・
内
在
的
に
紹
介
す
る
作
業
を
行

う
（
３
）（
Ⅱ
）。

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

一�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
地
方
裁
判
所
判
決

㈠
　
二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
地
方
裁
判
所
判

決
（
４
）（
判
例
①
）
は
、
補
償
請
求
権
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
初
め
て
判

断
を
示
し
た
判
例
と
し
て
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
申
立
人
は
、

フ
リ
ズ
ー
ア
・
サ
ロ
ン
（
理
髪
店
・
美
容
院
。
以
下
、「
サ
ロ
ン
」

と
い
う
。）
の
自
営
業
者
で
あ
り
（R

n. 2

）、
い
わ
ゆ
る
コ
ロ

）
〇
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

七
一

染
の
疑
い
の
あ
る
者
、
罹
患
の
疑
い
の
あ
る
者
そ
の
他
病
原
体
保

有
者
を
補
償
の
対
象
者
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
原
告
は
健
康
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
。
同
法
五
六
条
の
類
推
適
用
に

つ
い
て
も
、
法
の
継
続
形
成
に
よ
る
欠
缺
補
充
に
と
っ
て
不
可
欠

の
必
要
性
を
欠
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
連
邦
及
び
州
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
け
る
自
営
業
者
に
対
す
る
即
時
支
援
措
置
に
よ
っ
て
、
企

業
及
び
事
業
者
の
経
済
的
負
担
を
緩
和
す
る
大
規
模
な
「
救
済

パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 25

）。

⒝
　
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
警
察
法
五
五
条
も
適

用
さ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
侵
害
の

事
案
に
つ
い
て
は
感
染
症
予
防
法
が
完
結
的
な
も
の
と
し
て
構
想

さ
れ
て
お
り
、
感
染
症
予
防
法
は
、
特
別
法
と
し
て
、
警
察
法
上

の
一
般
的
な
補
償
規
定
を
使
う
こ
と
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
加

え
て
、
同
州
警
察
法
五
五
条
は
、
請
求
権
の
発
生
要
件
と
し
て

（
個
別
的
）「
措
置
」
を
求
め
て
い
る
が
、
コ
ロ
ナ
命
令
に
基
づ
く

一
般
的
な
休
業
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
（R

n. 
26

）。⒞
　
収
用
的
侵
害
、
収
用
類
似
の
侵
害
及
び
犠
牲
補
償
思
想
の

諸
原
則
を
援
用
す
る
こ
と
も
失
敗
に
終
わ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ

ら
の
法
形
象
の
保
護
法
益
は
基
本
法
一
四
条
の
所
有
権
保
障
で
あ

こ
の
こ
と
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
四
項
の
直
接
適
用
又
は
類

推
適
用
か
ら
生
じ
る
。
同
じ
内
容
の
補
償
請
求
権
が
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
警
察
法
五
五
条
か
ら
も
、
ま
た
、
収
用
類

似
の
侵
害
又
は
収
用
的
侵
害
の
諸
原
則
か
ら
も
導
出
さ
れ
る
。
こ

の
要
求
に
つ
い
て
の
緊
急
の
必
要
性
は
、
立
法
者
が
感
染
症
予
防

法
五
六
条
一
二
項
を
「
前
払
金
」
と
し
て
構
想
し
て
い
る
こ
と
か

ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
、
必
要
性
の
具
体
的
立
証
を
要
し
な
い
。

状
況
は
全
体
と
し
て
存
立
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
（R

n. 7

）。

㈡
　
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
仮
処
分
の
申
立
て
を
棄

却
し
た
（
主
文
）。
同
裁
判
所
は
、
仮
処
分
の
申
立
て
は
適
法
で

あ
る
が
、
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 17
）。
同
裁
判
所
は
、

感
染
症
予
防
法
五
六
条
一
二
項
は
、
た
し
か
に
前
払
請
求
権
と
し

て
構
想
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
の
事
情
を
考
慮
し
な
い
緊
急
性
を

含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
（R

n. 23

）
を
指
摘
し
た
（
同
裁

判
所
は
、
民
事
訴
訟
法
九
三
五
条
の
解
釈
等
に
つ
い
て
説
示
し
て

い
る
が
、
こ
の
部
分
は
紹
介
し
な
い
。）
上
で
、
補
償
請
求
権
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

⒜
　
感
染
症
予
防
法
五
六
条
四
項
は
、
同
法
五
六
条
「
第
一
項

に
基
づ
く
措
置
の
継
続
中
に
」
休
業
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
適

用
さ
れ
る
。
同
法
五
六
条
一
項
は
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
感

）
〇
七
（



日
本
法
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　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

七
二

に
対
し
て
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
を
除
い
て
営
業
を
禁
止
し
た
（R

n. 
2

）。
被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
日
に
、
新
た
に
社
会
的
接
触

制
限
令
を
制
定
し
た
。
同
命
令
は
、
第
一
次
命
令
を
二
〇
二
〇
年

四
月
四
日
に
廃
止
し
た
（
一
三
条
）。
第
二
次
命
令
に
も
期
限
が

付
さ
れ
て
い
た
（
一
三
条
）。
同
命
令
六
条
は
、
飲
食
業
の
事
業

者
に
対
し
て
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
を
除
い
て
営
業
を
禁
止
し
た

（R
n. 3

）。
被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
に
、
第
一
次
命
令

及
び
第
二
次
命
令
と
同
じ
内
容
の
新
た
な
社
会
的
接
触
制
限
令
を

制
定
し
た
（R

n. 4

）。
被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
に
、

感
染
症
予
防
法
二
八
条
一
項
一
文
及
び
二
文
と
結
び
付
い
た
同
法

三
二
条
一
文
を
根
拠
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
新
規
感
染
を
予

防
す
る
た
め
の
命
令
を
制
定
し
た
。
同
命
令
六
条
は
、
飲
食
業
の

事
業
者
に
対
し
て
、
デ
リ
バ
リ
ー
及
び
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
を
除
い
て

営
業
を
禁
止
し
た
（R

n. 5

）。
被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日

に
、
感
染
症
予
防
法
二
八
条
一
項
一
文
及
び
二
文
と
結
び
付
い
た

同
法
三
二
条
一
文
を
根
拠
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対

策
命
令
を
制
定
し
た
。
同
命
令
六
条
は
、
飲
食
業
は
、
一
定
の
感

染
予
防
及
び
衛
生
措
置
を
遵
守
す
る
場
合
に
営
業
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
と
定
め
た
（R

n. 6

）。
原
告
は
、
上
記
の
命
令
に
基
づ
い

て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
八
日
か
ら
五
月
一
〇
日
ま
で
の
期
間
に

る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
所
有
権
侵
害
は
存
在
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
原
告
は
、
そ
の
中
核
に
お
い
て
、
自
己
の
職
業
に
お
け
る

逸
失
利
益
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
確
固
た
る
所
有
権
地
位

で
は
な
い
。
と
く
に
、
こ
の
法
制
度
は
、
事
業
体
が
活
動
す
る
一

般
的
事
実
関
係
が
不
利
益
に
変
化
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
保
護
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
（R

n. 27

）。

二

　二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
判
決

㈠
　
二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
地
方
裁
判
所
判

決
は
極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
り
、
理
由
付
け
も
不
十
分
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判

所
判
決
（
５
）（
判
例
②
）
は
、
補
償
請
求
権
の
解
釈
上
の
諸
問
題
に
つ

い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。

事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州

（
被
告
）
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
に
、
感
染
症
予
防
法

二
八
条
一
項
一
文
及
び
二
文
と
結
び
付
い
た
同
法
三
二
条
一
文
を

根
拠
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
際
し
て
社
会
的
接
触

を
制
限
す
る
命
令
（
以
下
、「
社
会
的
接
触
制
限
令
」
と
い
う
。）

を
制
定
し
た
。
同
命
令
に
は
期
限
が
付
さ
れ
て
い
た
（
一
三
条
）。

同
命
令
五
条
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
飲
食
店
、
軽
食
店
等
の
事
業
者

）
〇
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

七
三

牲
補
償
の
見
地
か
ら
原
告
に
補
償
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る

こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
（R

n. 14

）、
さ
ら
に
、

一
部
請
求
の
方
法
に
よ
り
、
被
告
は
原
告
に
対
し
て
訴
訟
係
属
以

降
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）
を
支
払
う
よ

う
命
じ
る
判
決
を
求
め
た
（R

n. 16

）。

㈡
　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
訴
え
を
棄
却
し
た
（
主

文
）。
同
裁
判
所
は
、
訴
え
は
適
法
で
あ
る
が
、
理
由
が
な
い
と

判
断
し
た
（R

n. 21

）。
そ
の
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

⒜
　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
原
告
は
感
染
症

予
防
法
五
六
条
一
項
に
基
づ
く
支
払
請
求
権
も
、
ま
た
同
条
一
ａ

項
に
基
づ
く
支
払
請
求
権
も
有
し
て
い
な
い
と
説
示
す
る
（R

n. 
24

）。ⅰ
　
感
染
症
予
防
法
五
六
条
一
項
に
基
づ
く
補
償
請
求
権
の
要

件
は
、
請
求
者
が
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
感
染
の
疑
い
の
あ

る
者
、
罹
患
の
疑
い
の
あ
る
者
、
又
は
そ
の
他
病
原
体
保
有
者
と

し
て
従
来
の
就
労
活
動
を
す
る
こ
と
を
感
染
症
予
防
法
上
禁
止
さ

れ
た
た
め
に
減
収
を
被
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
原
告
が
こ
の
人
的

範
囲
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
争
い
は
な
く
、
感
染
症
予
防
法
五
六

条
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
（R

n. 25

）。

お
い
て
完
全
に
休
業
し
た
。
原
告
の
従
業
員
は
短
時
間
労
働
制
に

移
行
し
、
原
告
は
、
連
邦
及
び
州
か
ら
合
計
二
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ

（
約
二
五
〇
〇
〇
〇
〇
円
）
の
つ
な
ぎ
支
援
金
を
受
け
た
（R

n. 8

）。

原
告
の
飲
食
業
に
関
連
す
るC

ovid-19

罹
患
事
例
も
、
ま
た
罹

患
又
は
感
染
の
疑
い
の
事
例
も
発
生
し
て
い
な
い
（R

n. 9

）。
原

告
は
、
被
告
が
講
じ
た
感
染
防
護
措
置
は
住
民
の
大
規
模
感
染
を

阻
止
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
適
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
原
告
は
、
休
業
に
よ
る
売
上
及
び
利
益
の
減
少
に
対
す

る
補
償
請
求
権
を
有
す
る
と
の
見
解
を
有
し
て
い
る
。
原
告
に
よ

る
と
、
補
償
請
求
権
は
感
染
症
予
防
法
か
ら
（
少
な
く
そ
の
準
用

に
よ
り
）
導
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
原
告
は
、
少
な
く
と
も
犠
牲

補
償
の
見
地
か
ら
補
償
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
原
告
は
、
行

楽
地
の
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
て
お
り
、
そ
の
事
業
と
こ
れ
と
結

び
付
い
た
顧
客
の
特
殊
性
の
た
め
に
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
に
し
て
も
デ

リ
バ
リ
ー
に
し
て
も
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
命
じ
ら
れ
た
休

業
に
よ
っ
て
二
〇
二
〇
年
五
月
一
〇
日
ま
で
に
五
一
八
五
九
ユ
ー

ロ
七
三
セ
ン
ト
（
約
六
四
八
二
四
六
六
円
）
の
損
失
が
発
生
し
た

と
主
張
し
た
（R

n. 10

）。
原
告
は
、
主
位
的
に
、
被
告
は
感
染

症
予
防
法
六
五
条
一
項
一
文
に
よ
り
原
告
に
補
償
す
る
義
務
が
あ

る
こ
と
の
確
認
を
求
め
（R

n. 12

）、
予
備
的
に
、
被
告
は
、
犠

）
〇
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症
は
本
件
命
令
が
発
布
さ
れ
た
時
点
で
ド
イ
ツ
で
も
す
で
に
蔓
延

し
て
お
り
、
法
的
根
拠
と
し
て
感
染
症
予
防
法
二
八
条
一
項
が
援

用
さ
れ
た
の
は
実
際
上
の
状
況
に
対
応
し
て
い
る
（R

n. 30

）。

ⅱ
　
感
染
症
予
防
法
一
六
条
に
基
づ
く
予
防
措
置
と
感
染
症
予

防
法
二
八
条
一
項
に
基
づ
く
鎮
圧
措
置
は
医
学
的
に
は
精
密
に
分

離
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
防
疫
措
置
は
同
時
に
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
鎮
圧
に
役
立
つ
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
か
ら
感
染
症
予
防
法

六
五
条
は
拡
大
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
反
論
は
、

文
言
、
体
系
及
び
立
法
者
意
思
に
か
ん
が
み
る
と
通
用
し
な
い

（R
n. 32

）。
感
染
症
予
防
法
は
、
以
前
の
連
邦
伝
染
病
法
と
同
じ

よ
う
に
、
感
染
症
予
防
措
置
と
感
染
症
鎮
圧
措
置
を
区
別
し
て
い

る
。
こ
の
区
別
は
、
体
系
的
に
は
、
感
染
症
予
防
法
第
四
章
は
感

染
症
予
防
を
対
象
と
し
て
お
り
、
同
法
第
五
章
は
感
染
症
鎮
圧
を

規
律
し
て
い
る
点
に
示
さ
れ
て
い
る
。
感
染
症
予
防
法
一
六
条
は

感
染
症
予
防
措
置
に
つ
い
て
の
一
般
条
項
で
あ
り
、
感
染
症
予
防

法
二
八
条
一
項
は
感
染
症
鎮
圧
措
置
に
つ
い
て
の
一
般
条
項
で
あ

る
（R

n. 33

）。
た
し
か
に
、
感
染
症
鎮
圧
措
置
が
感
染
拡
大
も

阻
止
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
の
考
え
に
よ

る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
概
念
の
基
本
的
区
別
に
変
更
を
加

え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
鎮
圧
措
置
に
は
、
感
染

ⅱ
　
感
染
症
予
防
法
五
六
条
一
ａ
項
は
、
感
染
予
防
を
理
由
と

し
て
学
校
及
び
保
育
施
設
が
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
、
保
育
を
必
要
と

す
る
子
ど
も
の
親
権
者
が
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ

り
発
生
す
る
減
収
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
付
与
し
て
い
る
が
、

本
件
に
お
い
て
こ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
（R

n. 26

）。

⒝
　
つ
ぎ
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防

法
六
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
補
償
を
求
め
る
原
告
の
請
求
権
も
存

在
し
な
い
と
説
示
す
る
（R

n. 27
）。
同
裁
判
所
は
、
こ
の
請
求

権
の
要
件
は
、
感
染
症
予
防
法
一
六
条
及
び
一
七
条
に
基
づ
く
措

置
に
よ
っ
て
物
件
を
滅
失
し
、
損
傷
し
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
そ
の
価
値
を
下
落
さ
せ
、
又
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の

と
は
言
え
な
い
そ
の
他
の
財
産
的
不
利
益
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
で

あ
る
と
指
摘
し
た
（R

n. 28

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
本
件
に
お
い
て
こ
の
要
件
は
充
足
さ
れ
て
い
な
い
。
請
求

権
を
根
拠
付
け
る
措
置
は
、
感
染
症
予
防
法
一
六
条
及
び
一
七
条

に
基
づ
く
措
置
に
限
ら
れ
る
が
、
被
告
の
命
令
は
感
染
症
予
防
法

二
八
条
一
項
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
染
症
予
防
法
六
五

条
一
項
は
、
こ
の
点
で
は
一
義
的
な
文
言
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と

本
件
の
事
案
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（R

n. 29

）。C
ovid-19

感
染

）
〇
七
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と
考
え
ら
れ
る
程
度
ま
で
立
法
者
が
規
制
し
て
い
る
事
実
と
比
較

可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 38

）。

そ
し
て
、
同
裁
判
所
は
、
一
部
の
学
説
は
、
連
邦
伝
染
病
法
の

立
法
者
も
、
ま
た
感
染
症
予
防
法
の
立
法
者
も
、
法
律
上
の
請
求

権
を
設
け
る
に
際
し
て
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
枠
組
み
に
お
け

る
感
染
症
予
防
法
二
八
条
に
基
づ
く
集
団
的
営
業
禁
止
に
目
を
向

け
て
い
な
か
っ
た
と
の
論
拠
に
よ
っ
て
意
図
に
反
す
る
欠
缺
を
肯

定
し
、
そ
れ
故
、
鎮
圧
措
置
に
関
係
す
る
非
妨
害
者
（
６
）
は
感
染
防
護

措
置
の
原
因
を
作
っ
て
お
ら
ず
、
必
然
的
に
被
害
者
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
解
釈
の
方
法
に
よ
り
、
鎮
圧
措
置
に
関

係
す
る
非
妨
害
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
財
産
的
不
利
益
の
調
整
的

補
償
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
指
摘
し
た

（R
n. 39

）
上
で
、
①
立
法
者
意
思
の
歴
史
的
考
察
も
、
ま
た
②

最
近
の
立
法
活
動
も
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
を
肯
定
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
と
説
い
て
い
る
（R

n. 40

）。
そ
の
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
す
で
に
一
九
六
一
年
の
連
邦
伝
染
病
法
は
、
第
四
章
に
お

い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
感
染
病
予
防
措
置
（
一
〇
条
以
下
）
と
第

五
章
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
伝
染
病
鎮
圧
措
置
（
三
〇
条
以

下
）
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
が
、
今
日
、
感
染
症
予
防
法
も

症
、
罹
患
の
疑
い
、
感
染
の
疑
い
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
で
あ

る
疑
い
の
発
生
し
た
こ
と
と
結
び
付
い
た
措
置
が
含
ま
れ
る
。
こ

れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
第
五
章
が
適
用
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
予
防
措
置
は
、
感
染
症
が
発
生
す
る
こ
と
に
関

す
る
措
置
で
あ
り
、
既
に
発
生
し
た
疾
病
の
蔓
延
阻
止
に
関
す
る

も
の
で
は
な
い
（R

n. 34
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
感
染
症
予
防
法

一
六
条
一
項
の
法
的
根
拠
と
感
染
症
予
防
法
二
八
条
一
項
の
法
的

根
拠
は
排
他
的
関
係
に
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
（R
n. 35

）。

⒞
　
さ
ら
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防

法
五
六
条
一
項
又
は
六
五
条
一
項
の
類
推
適
用
か
ら
も
原
告
の
支

払
請
求
権
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
示
す
る
（R

n. 37

）。

同
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
類
推
適
用
の
要
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
説
く
。
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
と
、
類
推
適
用
は
、

「
意
図
に
反
す
る
欠
缺
」
が
法
律
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
必

要
と
す
る
。
こ
の
欠
缺
は
、
立
法
者
が
具
体
的
な
立
法
手
続
き
に

お
い
て
基
礎
と
し
た
自
己
の
規
制
意
図
か
ら
意
識
せ
ず
に
逸
脱
し

た
こ
と
か
ら
発
生
す
る
。
ま
た
、
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

実
関
係
が
、
法
的
観
点
か
ら
見
て
、
立
法
者
が
、
援
用
さ
れ
て
い

る
規
定
を
制
定
し
た
際
に
依
拠
し
た
原
則
と
同
じ
原
則
に
依
拠
し

て
利
益
衡
量
を
し
た
場
合
に
、
同
じ
衡
量
結
果
に
到
達
し
て
い
た

）
〇
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無
症
状
病
原
体
保
有
者
で
あ
る
疑
い
の
あ
る
者
又
は
感
染
の
疑
い

の
あ
る
者
に
対
す
る
も
の
（
四
九
条
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

消
毒
に
よ
り
滅
失
又
は
損
傷
さ
れ
た
物
件
の
所
有
者
に
対
す
る
も

の
（
五
七
条
）
で
あ
る
。
立
法
者
の
考
え
に
よ
る
と
、
こ
の
補
償

規
定
は
、
排
他
的
規
定
で
は
な
い
が
、
法
律
上
考
慮
さ
れ
る
補
償

事
例
の
最
も
重
要
な
も
の
を
定
め
て
い
る
（R

n. 43

）。
こ
の
こ

と
か
ら
、
立
法
者
の
考
え
に
よ
る
と
、
連
邦
伝
染
病
法
四
三
条
に

基
づ
い
て
公
共
（
一
般
の
人
々
）
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
る
エ
ピ
デ

ミ
ッ
ク
鎮
圧
措
置
は
補
償
義
務
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
が
導
出
さ

れ
る
（R

n. 44

）。
何
故
な
ら
、
立
法
者
は
、
連
邦
伝
染
病
法

四
三
条
に
基
づ
く
措
置
が
著
し
く
制
限
的
効
果
を
有
す
る
こ
と
を

認
識
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
種
の
措
置
の
射
程
範
囲
が
無
限
に
拡
が

る
可
能
性
が
あ
り
、
関
係
人
の
数
も
非
常
に
多
数
に
な
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
算
定
で
き
な
い
ほ
ど
多
数
の
補
償
要
求

と
こ
れ
に
対
応
す
る
見
当
の
つ
か
な
い
国
の
財
政
的
負
担
が
考
え

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疑
い
も
な
く
「
最
も
重
要

な
補
償
事
例
」
に
含
ま
れ
る
事
案
類
型
に
つ
い
て
補
償
請
求
権
を

定
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
文
の
補
償
規
定
の
欠
如
か
ら
、

反
対
解
釈
に
よ
り
、
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
措
置
に
つ
い
て
は
補

償
を
与
え
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る

同
じ
区
別
を
し
て
い
る
。
加
え
て
、
一
九
六
一
年
の
連
邦
伝
染
病

法
は
、
伝
染
病
鎮
圧
措
置
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
お
り
、
一
定
の

関
係
者
に
対
す
る
防
護
措
置
（
三
四
条
か
ら
四
二
条
ま
で
）
と
公

共
（
一
般
の
人
々
）
に
対
す
る
措
置
（
四
三
条
）
を
区
別
し
て
い

た
（R

n. 41

）。
一
九
六
一
年
の
連
邦
伝
染
病
法
四
三
条
に
よ
る

と
、
管
轄
官
庁
は
、
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
の
形
態
に
お
い
て
感
染
病
が

発
生
し
た
と
き
は
、
感
染
病
の
蔓
延
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
、
比
較
的
多
く
の
人
々
の
集
ま
り
、
と
く
に
、

劇
場
、
映
画
館
、
集
会
所
、
遊
園
地
、
飲
食
店
及
び
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
施
設
に
お
け
る
行
事
、
並
び
に
市
場
、
見
本
市
、
会
議
、

祭
り
及
び
ス
ポ
ー
ツ
行
事
の
開
催
を
制
限
又
は
禁
止
し
、
浴
場
を

閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
立
法
者
は
、
こ
の
種
の
措
置
が
著
し

く
制
限
的
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
立

法
者
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
の
時
期
に
お
け
る

緊
急
的
事
案
に
つ
い
て
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
主
催
者
又
は

施
設
保
有
者
に
加
え
て
何
人
も
規
範
の
名
宛
人
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
、
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
者
を
と
く
に
挙

げ
て
い
な
い
（R

n. 42

）。
一
九
六
一
年
の
連
邦
伝
染
病
法
は
、

二
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
補
償
請
求
権
を
定
め
て
い
た
。
一
つ
は
、

官
庁
に
よ
り
就
労
活
動
が
制
限
さ
れ
た
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、

）
〇
九
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何
故
な
ら
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
及
び
六
五
条
は
、
大
部
分
に

お
い
て
伝
染
病
法
四
九
条
及
び
五
七
条
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
変
更
、
と
く
に
補
償
規
定
の
拡
大
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

立
法
者
は
、
判
例
が
発
展
さ
せ
て
き
た
一
般
的
犠
牲
補
償
請
求
権

を
第
一
二
章
の
補
償
規
定
に
包
括
的
に
取
り
換
え
、
一
般
的
犠
牲

補
償
請
求
権
に
欠
缺
を
補
充
す
る
機
能
を
も
は
や
与
え
な
い
こ
と

を
出
発
点
と
し
て
い
る
（R

n. 48

）。

ⅲ
　
感
染
症
予
防
法
に
関
す
る
最
近
の
立
法
者
の
活
動
も
、
意

図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
を
肯
定
す
る
こ
と
に
反
対
の
論
拠
と
な

る
。
立
法
者
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
す
で
に
進
行
し
て

い
る
期
間
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
の
法
律
に
よ
っ

て
感
染
症
予
防
法
五
六
条
に
、
学
校
又
は
保
育
施
設
の
閉
鎖
に
よ

り
被
っ
た
減
収
を
補
填
す
る
新
た
な
補
償
規
定
で
あ
る
一
ａ
項
を

補
充
し
た
（R

n. 49

）。
こ
の
法
律
改
正
に
先
立
っ
て
、

二
〇
二
〇
年
三
月
一
六
日
に
、
感
染
症
予
防
法
に
基
づ
く
命
令
に

よ
る
不
利
益
の
補
償
に
つ
い
て
検
討
し
た
連
邦
議
会
調
査
局
の
調

査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、
調
査
局
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対

策
命
令
に
基
づ
く
居
酒
屋
の
休
業
に
つ
い
て
感
染
症
予
防
法
に
お

い
て
補
償
請
求
権
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た

（R
n. 50

）。
従
っ
て
、
立
法
者
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
一
ａ

（R
n. 45

）。

立
法
者
は
、
一
九
七
九
年
に
連
邦
伝
染
病
法
四
三
条
の
規
定
を

廃
止
し
た
。
何
故
な
ら
、
立
法
者
は
、
連
邦
伝
染
病
法
三
四
条
を

改
正
し
て
鎮
圧
措
置
に
対
す
る
一
般
的
授
権
規
範
を
創
設
し
、
こ

れ
ま
で
連
邦
伝
染
病
法
四
三
条
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
た
公
共

（
一
般
の
人
々
）
に
対
す
る
防
護
措
置
は
こ
の
一
般
的
規
範
を
根

拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（R

n. 
46

）。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
補
償
請
求
権
を
そ
れ
ま
で
連
邦
伝
染

病
法
四
三
条
が
定
め
て
い
た
事
案
類
型
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
し

た
こ
と
を
示
す
手
掛
か
り
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
立
法
史

は
反
対
の
論
拠
を
提
供
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
立
法
者
は
、

一
九
七
一
年
に
、
も
と
も
と
の
補
償
規
定
が
州
の
著
し
い
財
政
的

負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
ほ
ど
極
め
て
寛
大
で
あ
る
と
考
え
た
た

め
に
、
も
と
も
と
の
補
償
規
定
に
制
限
を
加
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
す
る
と
、
連
邦
立
法
者
が
、
明
示
的
に
言

及
す
る
こ
と
な
く
も
と
も
と
の
規
制
意
図
か
ら
方
向
転
換
を
行
い
、

州
財
政
に
負
担
を
課
し
て
補
償
規
定
を
広
範
囲
に
拡
張
し
よ
う
と

し
た
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 47

）。

ⅱ
　
立
法
者
が
感
染
症
予
防
法
の
導
入
に
よ
っ
て
補
償
規
定
を

変
更
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
手
掛
か
り
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

）
〇
〇
（
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が
な
い
た
め
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
の
類
推
適
用
も
六
五
条
の

類
推
適
用
も
考
え
ら
れ
な
い
（R

n. 53

）。

⒟
　
さ
ら
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
、

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
警
察
法
（
以
下
、「
州
警
察
法
」
と
い

う
。）
八
条
と
結
び
付
い
た
八
〇
条
に
よ
る
一
般
警
察
法
に
基
づ

く
支
払
請
求
権
も
有
し
な
い
と
説
い
て
い
る
（R

n. 54

）。
同
裁

判
所
は
、
原
告
自
身
を
発
生
源
と
す
る
コ
ロ
ナ
感
染
の
疑
い
の
あ

る
事
例
も
、
ま
た
原
告
の
レ
ス
ト
ラ
ン
を
発
生
源
と
す
る
コ
ロ
ナ

感
染
の
疑
い
の
あ
る
事
例
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
争

い
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
命
じ
ら
れ
た
休
業
が
、
州
警

察
法
八
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
非
妨
害
者
と
し
て
原
告
に
向
け

ら
れ
た
「
利
用
」
で
あ
り
、
州
警
察
法
八
〇
条
一
項
の
要
件
に
文

言
上
は
該
当
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（R

n. 55

）
が
、
し
か
し
、

危
険
防
御
法
の
特
別
法
で
あ
る
感
染
症
予
防
法
が
、
州
警
察
法
の

適
用
を
阻
止
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
場
合
に
限
り
、
州
警
察

法
八
〇
条
に
基
づ
く
請
求
権
は
検
討
の
対
象
と
な
る
こ
と
（R

n. 
56

）
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
同
裁
判
所
は
、
一
九
六
一
年
の
連

邦
伝
染
病
法
の
立
法
者
が
同
法
の
補
償
規
定
を
全
面
的
に
完
結
的

な
も
の
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
な
い
と
い
う
伝
染
病
法
の
立
法
者

の
意
思
を
指
摘
し
つ
つ
、
感
染
防
護
法
の
補
償
規
定
が
一
般
警
察

項
に
基
づ
く
新
た
な
補
償
請
求
権
を
創
設
す
る
に
際
し
て
、
飲
食

業
者
の
休
業
に
つ
い
て
は
伝
染
病
法
上
の
補
償
請
求
権
は
存
在
し

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
多

く
の
経
済
部
門
に
お
け
る
比
較
的
長
期
で
広
範
囲
に
及
ぶ
休
業
も

予
見
で
き
た
。
何
故
な
ら
、
例
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
お
い
て
、

二
〇
二
〇
年
三
月
一
八
日
か
ら
、
行
事
の
開
催
、
飲
食
店
の
営
業
、

さ
ら
に
、
多
く
の
小
売
店
の
営
業
が
広
範
囲
に
禁
止
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
（R

n. 51

）。
立
法
者
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

補
償
を
し
な
い
事
例
を
限
定
的
な
範
囲
に
限
っ
て
排
除
す
る
に
と

ど
め
、
疫
病
対
策
措
置
に
よ
る
休
業
に
つ
い
て
補
償
請
求
権
を
創

設
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
が

存
す
る
と
解
す
る
手
掛
か
り
は
存
在
し
な
い
（R

n. 52
）。
立
法

者
は
、
一
九
六
一
年
の
伝
染
病
法
に
よ
っ
て
、
問
題
に
な
る
補
償

事
案
の
中
の
重
要
な
も
の
を
定
め
よ
う
と
し
た
。
公
共
（
一
般
の

人
々
）
に
対
す
る
極
め
て
厳
し
い
措
置
は
、
疫
病
の
時
期
に
お
け

る
緊
急
事
例
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
立
法
者
は
、
こ
の

よ
う
な
措
置
に
は
補
償
は
必
要
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
立

法
者
の
評
価
は
、
そ
の
後
、
感
染
症
予
防
法
が
発
効
し
て
か
ら
も

変
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺

）
〇
七
（
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七
九

よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に

相
当
す
る
立
法
者
の
意
思
又
は
補
償
規
定
の
限
定
的
目
的
に
つ
い

て
の
明
白
な
手
掛
か
り
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 
60

）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
手
掛
か
り
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
立

法
者
は
、
感
染
症
予
防
法
に
お
い
て
伝
染
病
予
防
措
置
と
伝
染
病

鎮
圧
措
置
に
つ
い
て
内
容
的
に
分
離
独
立
し
た
補
償
シ
ス
テ
ム
を

定
め
た
。
感
染
症
予
防
法
は
予
防
措
置
に
お
け
る
非
妨
害
者
に
対

す
る
補
償
を
定
め
て
い
る
が
、
か
り
に
、
こ
の
補
償
に
加
え
て
、

一
般
警
察
法
を
根
拠
と
し
て
鎮
圧
措
置
に
対
す
る
補
償
請
求
権
が

付
与
さ
れ
る
と
す
る
と
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
区
別
が
失
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
立
法
者
は
、
特
別
の
規
定
に
よ
っ
て
、
最
も

重
要
な
補
償
請
求
権
を
定
め
、
一
般
的
犠
牲
補
償
請
求
権
に
欠
缺

を
補
充
す
る
機
能
を
与
え
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
非
妨
害

者
の
一
般
警
察
法
上
の
補
償
請
求
権
は
、
判
例
法
上
発
展
し
て
き

た
一
般
的
犠
牲
補
償
請
求
権
の
実
定
法
上
の
具
体
化
で
あ
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
立
法
者
の
意
思
が
明
確
に
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
感
染
症
予
防
法
の
立
法
者
が
、

自
ら
定
め
た
伝
染
病
予
防
措
置
の
関
係
人
に
対
す
る
非
妨
害
者
補

償
に
加
え
て
、
一
般
警
察
法
を
根
拠
と
す
る
伝
染
病
鎮
圧
措
置
の

関
係
人
に
対
す
る
非
妨
害
者
補
償
を
許
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
と

法
に
対
す
る
阻
止
効
果
を
有
す
る
完
結
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

部
分
的
に
否
定
す
る
学
説
も
あ
る
（R

n. 57

）
が
、
し
か
し
、
州

警
察
法
八
〇
条
の
適
用
可
能
性
に
対
す
る
感
染
症
予
防
法
の
阻
止

効
果
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
同
法
が
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
補

償
規
定
を
含
む
完
全
に
包
括
的
な
規
定
を
含
ん
で
い
る
必
要
は
な

く
、
感
染
症
予
防
法
の
諸
規
定
が
非
妨
害
者
の
利
用
と
い
う
関
連

す
る
事
案
類
型
に
つ
い
て
完
結
的
な
規
律
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
十
分
で
あ
る
（R

n. 58
）
と
の
解
釈
を
示
し
、
本
件
は
こ

の
場
合
に
当
た
る
（R

n. 59

）
と
判
断
し
た
。
判
断
の
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

感
染
症
予
防
法
は
、
六
五
条
に
よ
っ
て
、
感
染
症
予
防
法
一
六

条
、
一
七
条
に
基
づ
く
予
防
措
置
に
よ
っ
て
物
件
の
価
値
低
下
又

は
そ
の
他
の
少
な
く
な
い
財
産
的
損
失
を
被
っ
た
非
妨
害
者
の
補

償
に
つ
い
て
の
特
別
の
法
律
上
の
規
定
を
設
け
た
。
立
法
者
が
、

一
定
の
事
案
類
型
に
つ
い
て
補
償
規
定
を
設
け
た
場
合
、
立
法
者

は
、
完
全
で
欠
缺
の
な
い
規
定
、
つ
ま
り
、
完
結
的
規
定
を
設
け

た
と
推
定
さ
れ
る
。
感
染
症
予
防
法
に
基
づ
く
補
償
規
定
に
異
な

る
解
釈
を
施
す
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
、
適
法
な
利
用
に
つ
い
て

の
非
妨
害
者
の
補
償
に
つ
い
て
完
結
的
に
定
め
る
も
の
で
は
な
く
、

非
妨
害
者
の
た
め
の
一
般
警
察
法
の
補
償
規
定
に
よ
っ
て
補
充
し

）
〇
六
（
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八
〇

益
及
び
業
務
遂
行
活
動
を
制
約
し
て
い
る
場
合
は
、
基
本
法
一
二

条
一
項
の
保
護
範
囲
が
影
響
を
受
け
る
。
公
権
力
の
行
為
が
既
存

の
財
産
の
保
有
及
び
利
用
を
制
約
す
る
場
合
は
、
基
本
法
一
四
条

の
保
護
が
問
題
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
す
で
に
講
じ
ら
れ
た
営
業

上
の
措
置
に
基
づ
い
て
従
来
の
範
囲
に
お
い
て
事
業
を
継
続
す
る

権
利
は
、
所
有
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本

件
命
令
は
、
原
告
の
既
存
の
飲
食
店
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
の
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
基
本
法
一
四
条
の
保
護

範
囲
が
影
響
を
受
け
て
い
る
（R

n. 65

）。
し
か
し
、
原
告
に
特

別
犠
牲
を
課
し
て
い
る
こ
と
と
い
う
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
こ
の
問
題
を
最
終
的
に
解
決
す
る
必
要
は
な
い

（R
n. 66

）。

ⅱ
　
調
整
義
務
の
あ
る
特
別
犠
牲
が
存
す
る
の
は
、
所
有
権
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
に
対
す
る
制
約
が
存
在
し
、
こ
れ

に
よ
り
、
関
係
人
が
所
有
者
と
し
て
過
度
に
又
は
他
人
と
の
関
係

に
お
い
て
不
平
等
に
影
響
を
受
け
、
か
つ
、
関
係
人
が
公
共
の
た

め
に
他
の
人
に
は
期
待
で
き
な
い
特
別
の
犠
牲
を
課
せ
ら
れ
た
場

合
で
あ
る
（R

n. 67

）。

ま
ず
、
原
告
は
個
別
の
特
別
犠
牲
を
課
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
非

常
に
広
範
な
範
囲
の
人
々
が
休
業
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て

考
え
る
手
掛
か
り
は
存
在
し
な
い
（R

n. 61

）。
そ
う
す
る
と
、

感
染
症
予
防
法
の
特
別
の
規
定
の
阻
止
効
果
の
故
に
、
州
警
察
法

八
〇
条
一
項
に
基
づ
く
原
告
の
請
求
権
は
問
題
に
な
ら
な
い

（R
n. 62

）。

⒠
　
ま
た
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
収
用
的

侵
害
に
基
づ
く
支
払
請
求
権
も
有
し
な
い
と
判
断
す
る
（R

n. 
63

）。
連
邦
通
常
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
、
そ
れ
自

体
と
し
て
適
法
な
高
権
的
措
置
が
ほ
ぼ
非
典
型
的
で
予
見
で
き
な

い
所
有
権
侵
害
を
関
係
人
に
直
接
的
に
発
生
さ
せ
た
場
合
に
お
い

て
、
関
係
人
が
法
的
又
は
実
際
上
の
理
由
か
ら
こ
の
侵
害
を
受
忍

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
侵
害
が
収
用
法
上
期
待
で
き
る

限
界
値
を
超
え
て
い
る
と
き
に
は
、
収
用
的
侵
害
に
基
づ
く
請
求

権
は
検
討
の
対
象
と
な
る
（R
n. 64

）。

ⅰ
　
被
告
に
よ
る
原
告
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
対
す
る
休
業
命
令
は
、

基
本
法
一
四
条
の
所
有
権
保
障
の
保
護
範
囲
の
制
約
で
あ
る
と
解

す
る
理
由
が
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
開
設
さ
れ
経
営
さ
れ
て
い
る

事
業
体
に
関
係
す
る
措
置
に
お
い
て
は
、
基
本
権
の
保
護
範
囲
は
、

獲
得
し
た
も
の
（
活
動
の
成
果
）
が
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
獲
得
す
る
こ
と
（
活
動
そ
れ
自
体
）
が
影
響
を
受
け

て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
公
権
力
の
行
為
が
個
人
の
収

）
七
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
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八
一

原
告
の
法
的
地
位
に
対
す
る
制
約
が
比
例
原
則
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
深
刻
な
疑
問
は
な
い
（R

n. 70.

）。
二
〇
二
〇
年

四
月
七
日
の
社
会
的
接
触
制
限
令
の
形
式
的
及
び
実
質
的
適
法
性

に
つ
い
て
判
断
し
た
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
判

決
（O

V
G

 L
üneburg, B

eschluss vom
 16. A

pril 2020 – 13 
M

N
 67/20 –, R

n. 26 - 50, juris

）
に
賛
成
す
る
（
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
上
記
の
判
決
を
引
用
す
る
（R

n. 71-95

）

が
、
同
判
決
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
紹
介
し
な
い
。）。
連
邦
通

常
裁
判
所
は
、
特
別
犠
牲
を
審
査
す
る
際
に
「
公
共
の
福
祉
と
個

人
の
利
益
の
衝
突
の
評
価
的
考
察
」
を
求
め
て
い
る
（vgl. 

B
G

H
, U

rteil vom
 05. M

ärz 1981 – III Z
R

 9/80 –, B
G

H
Z

 
80, 111-118, R

n. 22

）
が
、
こ
の
考
察
に
際
し
て
、
住
民
の
生

命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
を
保
護
す
る
た
め
の
危
険
防
御
と
い
う
公

共
の
福
祉
を
指
向
す
る
視
点
は
、
所
有
者
と
し
て
の
原
告
の
利
益

に
優
越
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る

一
時
的
な
営
業
禁
止
は
、
原
告
の
所
有
権
に
対
す
る
比
例
原
則
に

合
致
し
な
い
侵
害
又
は
期
待
で
き
な
い
侵
害
に
よ
っ
て
調
整
義
務

の
あ
る
特
別
犠
牲
を
原
告
に
課
す
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

（R
n. 97

）。

ⅲ
　
さ
ら
に
、
収
用
的
侵
害
に
基
づ
く
原
告
の
請
求
権
は
、
こ

い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
本

件
措
置
は
す
べ
て
の
飲
食
業
者
に
等
し
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。

第
二
に
、
禁
止
は
飲
食
業
者
の
み
な
ら
ず
、
他
の
多
く
の
職
業
部

門
に
も
適
用
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
原
告
又
は
そ
の
職
業
集
団
の
み

が
一
面
的
に
負
担
を
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
見
方

か
ら
し
て
す
で
に
特
別
犠
牲
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ

る
（R

n. 68

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
は
、
少
な
く
と
も
、

休
業
命
令
が
関
係
人
に
対
し
て
具
体
的
に
存
立
を
危
険
に
さ
ら
す

効
果
又
は
存
立
を
否
定
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

は
特
別
犠
牲
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

か
り
に
こ
の
見
解
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
で
は
、
特
別
犠
牲

は
肯
定
さ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
原
告
は
、
自
ら
が
一
時
的
な
営

業
禁
止
に
よ
り
そ
の
経
済
的
存
立
に
お
い
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
に

お
い
て
は
、
原
告
が
休
業
命
令
と
内
容
的
及
び
時
間
的
に
関
連
し

て
休
業
の
経
済
的
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
国
の
支
援
を
受
け
て

い
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
侵
害
の
強
度
を
評
価

す
る
際
に
こ
の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 
69

）。ま
た
、
本
件
命
令
の
適
法
性
及
び
本
件
命
令
に
よ
っ
て
生
じ
た

）
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

八
二

法
上
展
開
さ
れ
て
き
た
収
用
的
侵
害
の
法
制
度
は
、
形
式
的
法
律

に
含
ま
れ
る
又
は
形
式
的
法
律
に
基
づ
く
内
容
規
定
又
は
制
限
規

定
の
一
般
的
及
び
典
型
的
効
果
を
金
銭
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
の
に

適
合
的
な
根
拠
を
提
供
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
民
事
裁
判
所
が
調

整
的
補
償
請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
高
権
的

制
約
に
関
係
す
る
法
律
に
判
例
法
に
よ
っ
て
調
整
給
付
金
に
関
す

る
条
項
を
補
充
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 100

）。

⒡
　
最
後
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
一
般
的
犠
牲

補
償
請
求
権
は
、
公
権
力
に
よ
る
所
有
権
の
制
約
に
対
し
て
で
は

な
く
、
非
財
産
的
法
益
に
対
す
る
制
約
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ

る
こ
と
、
本
件
命
令
は
適
法
で
あ
る
の
で
、
原
告
は
、
基
本
法

三
四
条
と
結
び
付
い
た
民
法
八
三
九
条
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求

も
、
ま
た
収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
請
求
権
も
主
張
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
（R

n. 101

）。

三

　二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
三
日
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
判
決

㈠
　
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
三
日

の
判
決
（
７
）
に
お
い
て
、
ベ
ル
リ
ン
で
飲
食
店
を
経
営
す
る
者
（
原

告
）
が
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
中
で
命
じ
ら
れ
た
自
己
の
飲

食
店
の
休
業
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
の
金
銭
的
補
償
を

の
請
求
権
は
本
件
の
よ
う
な
事
案
状
況
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い

う
事
情
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
連
邦
通

常
裁
判
所
は
、
収
用
的
侵
害
は
個
別
事
案
に
関
連
す
る
所
有
権
侵

害
の
事
案
に
限
り
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
大
量

に
発
生
し
て
い
る
損
失
を
調
整
す
る
の
に
適
し
た
制
度
で
は
な
い

と
説
示
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
（B

G
H

, U
rteil vom

 
10.12.1987 – III Z

R
 220/86 –, B

G
H

Z
 102, 350-368, R

n. 
31-33 m

.w
.N

.; B
G

H
, U

rteil vom
 10. F

ebruar 2005 –III 
Z

R
 330/04 –, R

n. 12, juris
）
に
よ
る
と
、
大
量
に
発
生
し
て

い
る
所
有
権
制
限
に
つ
い
て
国
に
対
す
る
補
償
請
求
権
又
は
調
整

的
補
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
国
家
財
政
に
対
し
て
広
範
な
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
権
力
分
立
の
原

則
及
び
民
主
制
原
理
に
よ
る
と
議
会
立
法
者
の
決
定
に
留
保
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
（R

n. 
98

）。
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
論
証
は
、
法
規
命
令
や
条
例
等

の
法
律
よ
り
も
下
位
の
法
設
定
行
為
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
主

張
さ
れ
て
い
る
が
、
当
部
は
こ
の
見
解
に
従
わ
な
い
（R

n. 99

）。

公
金
の
使
用
に
関
す
る
基
本
的
決
定
は
議
会
の
権
限
の
核
心
で
あ

り
、
立
法
者
の
決
定
余
地
に
与
え
る
影
響
に
と
っ
て
、
補
償
義
務

が
あ
る
と
さ
れ
る
国
の
行
為
の
法
形
式
は
重
要
で
は
な
い
。
判
例

）
七
七
（
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業
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（
岡
田
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八
三

業
が
禁
止
さ
れ
た
。
営
業
禁
止
命
令
と
同
時
に
、
料
理
と
飲
物
を

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
と
デ
リ
バ
リ
ー
に
よ
っ
て
提
供
す
る
こ
と
が
飲
食

店
に
許
さ
れ
た
。
ま
た
、
接
触
制
限
が
命
じ
ら
れ
、
こ
の
制
限
に

よ
り
、
何
人
も
常
に
自
己
の
住
居
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
た
。
二
〇
二
〇
年
五
月
九
日
か
ら
は
飲
食
店
の
営
業
再
開

が
許
可
さ
れ
、
一
定
の
離
隔
距
離
及
び
衛
生
規
則
の
遵
守
が
命
じ

ら
れ
た
。
原
告
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
一
日
の
書
面
に
お
い
て
、

被
告
に
対
し
て
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
二
日
ま
で
に
補
償
金
を
支

払
う
よ
う
求
め
た
が
、
被
告
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
（R

n. 4

）。

原
告
は
、
飲
食
店
営
業
の
禁
止
は
違
法
で
あ
る
と
考
え
、
収
用

類
似
の
侵
害
と
し
て
補
償
を
受
け
る
と
解
し
た
。
原
告
は
、
妨
害

者
で
は
な
く
、
危
険
防
御
措
置
を
原
告
に
向
け
て
講
じ
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
原
告
は
、
ま
ず
、
二
〇
二
〇
年

三
月
だ
け
で
原
告
に
概
算
で
五
三
八
二
二
ユ
ー
ロ
（
約

六
七
二
七
七
五
〇
円
）
の
損
失
が
発
生
し
た
と
主
張
し
、
さ
ら
に
、

現
時
点
に
お
い
て
、
原
告
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
の
収
入
は

二
〇
一
九
年
三
月
の
収
入
よ
り
も
三
〇
〇
一
五
ユ
ー
ロ
四
セ
ン
ト

（
約
三
七
五
一
八
八
〇
円
）
減
少
し
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日

か
ら
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
同
程
度
の
逸
失
利
益
が
生
じ
た
と
主

張
し
、
五
〇
〇
一
ユ
ー
ロ
（
約
六
二
五
一
二
五
円
）
の
額
の
逸
失

ベ
ル
リ
ン
州
（
被
告
）
に
対
し
て
求
め
て
提
起
し
た
訴
え
を
棄
却

し
た
（
主
文
）。
被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日
に
、
ベ
ル

リ
ン
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
措

置
に
関
す
る
命
令
（
以
下
、「
本
件
命
令
」
と
い
う
。）
を
制
定
し

た
。
被
告
は
、
本
件
法
規
命
令
を
発
布
す
る
権
限
を
感
染
症
予
防

法
三
二
条
一
項
に
求
め
て
い
る
。
被
告
は
、
本
件
命
令
二
条
に
お

い
て
、
映
画
館
、
劇
場
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、
博
物
館
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
施
設
、
ダ
ン
ス
（T

anzlustbarkeiten

）、
見
本

市
、
展
示
会
、
特
殊
市
場
、
ゲ
ー
ム
・
セ
ン
タ
ー
、
馬
券
売
場
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
、
及
び
売
春
所
は
顧
客
の
利
用
に
供
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
た
。
本
件
命
令
四
条
に
お
い
て
、
す

べ
て
の
公
的
及
び
民
間
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
プ
ー
ル
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ

ス
ス
タ
ジ
オ
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
事
業
も
禁
止
さ
れ
た
。
本
件
命

令
三
条
一
項
は
、
喫
煙
者
飲
食
店
の
要
件
を
充
足
す
る
飲
食
店
は

顧
客
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
た
。
本
件
命
令
三
条

二
項
及
び
三
項
は
、
そ
の
他
の
飲
食
店
及
び
路
上
飲
食
店
に
つ
い

て
、
一
定
の
最
小
離
隔
距
離
を
遵
守
す
る
場
合
に
限
り
、
顧
客
の

利
用
に
供
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
定
め
た
。
当
初
は
営
業
時
間

の
短
縮
（
六
時
か
ら
一
八
時
ま
で
）
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、

二
〇
二
〇
年
三
月
二
三
日
以
降
は
す
べ
て
の
種
類
の
飲
食
店
の
営

）
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

八
四

い
る
（R

n. 21-29

）
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
部
分
の
紹

介
は
し
な
い
。

⒞
　
さ
ら
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
感
染
症
予

防
法
五
六
条
の
直
接
適
用
又
は
準
用
に
よ
る
請
求
権
を
有
し
な
い

と
説
い
て
い
る
。
原
告
は
、
罹
患
者
又
は
罹
患
の
疑
い
が
あ
る
者

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
感
染
症
予
防
法

五
六
条
の
直
接
適
用
及
び
準
用
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
休
業
の
根

拠
は
、
原
告
が
他
人
を
感
染
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
と
い
う
危
険

が
、
原
告
か
ら
、
と
く
に
そ
の
健
康
状
態
そ
れ
自
体
か
ら
発
生
し

て
い
る
と
い
う
意
味
の
危
険
で
は
な
い
（R

n. 30

）。

⒟
　
加
え
て
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
感
染
症
予

防
法
六
五
条
の
直
接
適
用
又
は
準
用
に
よ
る
請
求
権
を
有
し
な
い

と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 31

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

ⅰ
　
原
告
が
、
非
妨
害
者
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
予
防
的
な
措
置

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
感
染
症
予
防
法
は
特
定
の

予
防
措
置
に
つ
い
て
補
償
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る

（R
n. 33

）。
し
か
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
類
推
は
個
別
的
措
置
に

限
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
継
続
中
に
、

原
告
の
飲
食
店
に
感
染
源
が
存
在
す
る
こ
と
を
疑
う
に
足
る
根
拠

利
益
の
補
償
を
一
部
請
求
訴
訟
の
方
法
で
求
め
た
。
な
お
、
原
告

は
、
即
時
支
援
金
と
し
て
一
二
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約

一
五
六
二
五
〇
〇
円
）
を
受
け
取
っ
た
が
、
原
告
は
、
こ
れ
は
四

月
、
五
月
及
び
六
月
に
つ
い
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
（R

n. 5
）。

㈡
　
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
被
告
に
対
す
る
補
償

請
求
権
を
有
し
な
い
と
し
て
訴
え
を
棄
却
し
た
（R

n. 18

）。

⒜
　
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
原
告
は
、
職
務
義
務

違
反
に
よ
る
民
法
八
三
九
条
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
し
な
い
と
説

い
て
い
る
。
原
告
は
、
公
共
（
一
般
の
人
々
）
の
一
部
と
し
て
、

公
共
（
一
般
の
人
々
）
に
向
け
ら
れ
た
規
制
に
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
被
告
と
の
関
係
に
お
い
て
、
法
的
意
味
に
お
い
て
具

体
的
な
第
三
者
関
係
性
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
命
令

は
、
民
法
八
三
九
条
及
び
そ
れ
に
関
す
る
賠
償
義
務
の
適
用
範
囲

に
含
ま
れ
な
い
（R

n. 19

）。

⒝
　
つ
ぎ
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
が
受
け
た
営

業
制
限
は
適
法
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
い
わ
ゆ
る
収
用
類
似
の
侵

害
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
し
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 20

）。
原

告
は
、
飲
食
店
営
業
の
禁
止
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、

同
裁
判
所
は
、
休
業
命
令
の
適
法
性
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て

）
七
七
（
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当
部
は
、
開
設
さ
れ
経
営
さ
れ
て
い
る
事
業
体
に
対
す
る
権
利
は

所
有
権
及
び
基
本
法
一
四
条
の
所
有
権
保
障
に
匹
敵
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
基
本
法
一
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
判
断

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
告
の
見
解
に
賛
成
す
る
。
争

い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
営
業
禁
止
が
争
い
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
飲
食
店
の
継
続
的
禁
止
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
又
は
こ
れ
に

帰
着
す
る
場
合
、
開
店
禁
止
を
補
償
が
義
務
付
け
ら
れ
る
収
用
的

侵
害
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
義
務
を
負
う
補
償
は
、
逸
失

利
益
の
調
整
的
補
償
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
事
業
体
の
剥
奪
に
よ

る
事
実
上
の
収
用
に
対
す
る
補
償
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
争
い
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
事
業
体
の
価
値
を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
、

事
業
体
そ
れ
自
体
が
そ
の
存
立
の
点
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
な
売
上
及
び
利
益
の
見
込
み
が
保
護
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（R

n. 36

）。
し
か
し
、
原
告

が
原
告
の
事
業
体
の
経
営
の
可
能
性
を
た
ん
に
一
時
的
で
あ
る
以

上
に
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
手
が
か
り
は
存
在
し
な
い
の
で
、

こ
の
点
を
さ
ら
に
深
く
検
討
す
る
必
要
は
な
い
（R

n. 36

）。

ⅲ
　
原
告
は
、
営
業
制
限
に
よ
っ
て
、
期
待
で
き
な
い
特
別
犠

が
あ
る
と
い
う
理
由
で
個
別
的
措
置
に
よ
っ
て
原
告
の
飲
食
店
の

営
業
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
、
原
告
が
、
感
染
症
予
防
法
六
五
条
に

基
づ
く
補
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
さ
ら

に
、
こ
れ
は
、
原
告
の
飲
食
店
に
お
い
て
原
告
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
な
く
感
染
源
が
存
在
し
て
お
り
、
休
業
に
よ
っ
て
そ
の
根

絶
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る

（R
n. 34

）。
し
か
し
、
原
告
の
飲
食
店
の
閉
鎖
は
、
原
告
の
飲
食

店
の
個
別
的
外
形
事
象
に
起
因
す
る
個
別
的
措
置
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
す
べ
て
の
飲
食
店
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
た
全
国
的
規
模
の

措
置
で
あ
る
か
ら
、
感
染
症
予
防
法
六
五
条
の
適
用
又
は
準
用
に

基
づ
く
原
告
の
請
求
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
当
部
は
、
立
法
者
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
全
国
的
規

模
で
講
じ
ら
れ
た
防
疫
措
置
か
ら
発
生
し
た
不
利
益
に
つ
い
て
の

補
償
請
求
権
は
存
在
し
な
い
も
の
と
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
が

二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
の
判
決
に
お
い
て
行
っ
た
こ
れ
に
関
す
る

認
定
に
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
（R

n. 35

）。

ⅱ
　
立
法
者
の
こ
の
よ
う
な
意
思
が
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た

補
償
原
則
に
、
と
く
に
、
憲
法
ラ
ン
ク
を
有
す
る
補
償
原
則
又
は

憲
法
上
の
基
準
に
反
す
る
こ
と
を
示
す
手
掛
か
り
は
存
在
し
な
い
。

）
七
七
（
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が
規
定
す
る
範
囲
に
お
い
て
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

こ
と
は
、
公
庫
に
過
度
の
負
担
を
課
す
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解

に
達
し
た
（R

n. 39

）。

あ
る
企
業
に
つ
い
て
も
は
や
受
忍
で
き
な
い
特
別
犠
牲
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
は
、
個
別
事
案
の
個
別
的
な
事
情
に

左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
判
決
の
枠
内
に
お
い
て
、
す
べ
て

の
個
別
事
案
に
つ
い
て
こ
れ
を
具
体
化
す
る
必
要
は
な
い
。
当
裁

判
所
は
、
本
件
の
事
情
に
よ
る
と
、
期
待
で
き
な
い
特
別
犠
牲
が

原
告
に
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
有
し
て
い

る
が
、
こ
の
こ
と
の
み
が
重
要
で
あ
る
。
原
告
は
、
経
営
者
と
し

て
、
外
的
状
況
に
よ
っ
て
一
時
的
に
そ
の
営
業
活
動
を
完
全
に
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
原
則
と
し

て
、
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
及
び
企
業
リ
ス
ク
の
現
れ
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
件
の
事
情
に
お
い
て
は
、
客
観
的
に
合

理
的
に
思
考
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
は
本
年
（
二
〇
二
〇
年
）
三
月
後

半
期
に
お
い
て
自
発
的
に
飲
食
店
に
行
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、

原
告
は
そ
も
そ
も
売
上
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
と
の
被
告
の
反
論
は
重
要
で
あ
る
（R

n. 40

）。
少
な
く
と
も
、

二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日
又
は
二
三
日
に
飲
食
店
の
営
業
が
完
全

牲
を
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
範
囲
に
お
い
て
は
と

く
に
次
の
観
点
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ

る
措
置
に
つ
い
て
、
非
妨
害
者
が
、
か
り
に
自
ら
が
妨
害
者
で

あ
っ
た
と
き
は
有
す
る
こ
と
に
な
る
補
償
請
求
権
を
有
し
な
い
場

合
に
限
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
が
基
本
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
地

位
と
両
立
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
観
点
で
あ
る

（R
n. 38

）。

そ
う
す
る
と
、
原
告
が
、
そ
の
人
に
原
因
の
あ
る
事
情
の
故
に

そ
の
就
労
活
動
を
行
う
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
就
労
者
で
あ
っ
た
場

合
と
基
本
的
に
同
じ
よ
う
に
実
際
的
に
そ
の
事
業
活
動
を
妨
げ
ら

れ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
当

裁
判
所
は
、
企
業
も
、
①
住
民
に
向
け
ら
れ
た
禁
止
の
効
果
が
当

該
企
業
に
と
っ
て
、
そ
の
事
業
活
動
の
遂
行
を
妨
げ
ら
れ
る
よ
う

に
実
際
的
に
作
用
し
、
か
つ
、
②
こ
の
こ
と
が
、
当
該
企
業
に

と
っ
て
、
も
は
や
期
待
で
き
な
い
特
別
犠
牲
と
評
価
さ
れ
る
場
合

に
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
に
基
づ
い
て
妨
害
者
と
し
て
補
償

を
受
け
る
就
労
者
と
同
じ
よ
う
に
補
償
を
受
け
る
と
の
見
解
を
有

す
る
。
当
裁
判
所
は
、
企
業
が
、
も
と
も
と
第
三
者
に
向
け
ら
れ

た
措
置
に
よ
り
、
そ
の
事
業
活
動
の
遂
行
が
完
全
に
妨
げ
ら
れ
た

場
合
、
当
該
企
業
に
対
し
て
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
二
項
三
文

）
七
九
（
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四�

　二
〇
二
〇
年
一
一
月
五
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁

判
所
判
決

㈠
　
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年

一
一
月
五
日
の
判
決
（
８
）
に
お
い
て
、
休
業
に
よ
っ
て
被
っ
た
減
収
、

休
業
中
の
社
会
保
障
費
及
び
家
賃
に
つ
い
て
の
補
償
を
求
め
る
訴

え
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
原
告
は
、
ヨ
ガ
ス
タ
ジ
オ
を
経
営
す
る
自
営
業
者
で

あ
り
（R

n. 2

）、
一
部
請
求
訴
訟
の
方
法
に
よ
り
コ
ロ
ナ
・
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
し
て
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
（
被

告
）
が
命
じ
た
休
業
を
理
由
と
す
る
補
償
を
求
め
た
（R

n. 1

）。

被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
六
日
に
、S

A
R

S
-C

ov-2

ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
の
感
染
防
護
措
置
に
関
す
る
州

政
府
命
令
（
以
下
、「
コ
ロ
ナ
命
令
」
と
い
う
。）
を
制
定
し
た
。

こ
の
コ
ロ
ナ
命
令
は
何
度
も
改
正
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
一

日
に
失
効
し
、
新
し
い
コ
ロ
ナ
命
令
が
発
効
し
て
い
る
。（R

n. 3

）。

改
正
前
コ
ロ
ナ
命
令
四
条
一
二
号
に
基
づ
い
て
、
公
的
及
び
民
間

の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
競
技
場
、
と
く
に
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ス
タ
ジ

オ
、
並
び
に
ダ
ン
ス
教
室
そ
の
他
類
似
の
施
設
の
休
業
が
命
じ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
カ
フ
ェ
、
小
売
店
な
ど
も
閉
鎖

さ
れ
た
（R

n. 4-6

）。
原
告
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
八
日
か
ら

に
禁
止
さ
れ
て
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
五
月
九
日
以
降
に
限
定
的
な

営
業
が
可
能
に
な
る
ま
で
の
期
間
が
、
も
は
や
受
忍
で
な
い
特
別

犠
牲
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
長
き
に
わ
た
る
も
の
で
あ

る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
企
業
に
一
律
に
与

え
ら
れ
る
補
償
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
な

お
さ
ら
当
て
は
ま
る
。
少
な
く
と
も
原
告
の
具
体
的
状
況
と
の
関

係
に
お
い
て
は
当
該
損
害
を
期
待
で
き
な
い
特
別
犠
牲
と
し
て
現

れ
さ
せ
る
特
別
の
事
情
が
原
告
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
手
が
か

り
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
し
、
明
ら
か
で
も
な
い
。
念
の
た
め
に

言
え
ば
、
当
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
九
日
か
ら
命
じ
ら
れ

て
い
る
飲
食
業
者
に
対
す
る
営
業
制
限
は
、
こ
れ
が
二
〇
二
一
年

ま
で
続
い
た
と
し
て
も
、
通
常
の
場
合
、
期
待
で
き
な
い
特
別
犠

牲
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
現
在

の
営
業
制
限
と
一
時
的
な
全
面
的
営
業
停
止
の
組
み
合
わ
せ
に
つ

い
て
も
当
て
は
ま
る
と
の
見
解
を
有
し
て
い
る
（R

n. 41
）。

⒠
　
最
後
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
け

る
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
を
保
護
す
る
た
め
の
一
般
的
法
律
五
九

条
の
直
接
適
用
又
は
準
用
に
基
づ
く
請
求
権
も
有
し
な
い
と
判
断

し
た
（R

n. 42

）。

）
七
〇
（
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八
八

三
月
よ
り
前
の
三
月
間
に
お
い
て
、
原
告
の
ス
タ
ジ
オ
は
、
事
業

活
動
か
ら
合
計
一
七
五
六
四
ユ
ー
ロ
三
四
セ
ン
ト
（
約

二
一
九
五
五
四
三
円
）、
月
平
均
五
八
五
四
ユ
ー
ロ
七
三
セ
ン
ト

（
約
七
三
一
八
四
一
円
）
の
収
入
を
得
て
い
た
（R

n. 11

）。
原
告

は
、
社
会
保
障
費
（
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
年
金
保
険
）
と
し

て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
に
月
額
七
五
〇

ユ
ー
ロ
五
二
セ
ン
ト
（
約
九
三
八
一
五
円
）
を
支
出
し
た
。
ス
タ

ジ
オ
用
の
部
屋
の
家
賃
及
び
諸
経
費
（
管
理
費
・
共
益
費
）
は
税

抜
き
一
五
七
五
ユ
ー
ロ
八
二
セ
ン
ト
（
約
一
九
六
九
七
八
円
）
で

あ
っ
た
（R

n. 12

）。
そ
れ
故
、
本
件
訴
え
に
よ
り
、
休
業
期
間

に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
の
減
収
一
三
七
ユ
ー
ロ
四
五
セ
ン
ト

（
約
一
七
一
八
一
円
）、
社
会
保
障
費
月
額
七
五
〇
ユ
ー
ロ
五
二
セ

ン
ト
（
約
九
三
八
一
五
円
）、
家
賃
月
額
税
抜
き
一
五
七
五
ユ
ー

ロ
八
二
セ
ン
ト
（
約
一
九
六
九
七
八
円
）
の
額
を
主
張
し
た

（R
n. 13 f.

）。
原
告
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、

三
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
三
七
五
〇
〇
〇
円
）
の
額
を
主
張
し
た

（R
n. 15

）。

㈡
　
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
訴
え
は
理

由
が
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 23

）。
同
裁
判
所
は
、
原
告
は
被

告
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
有
し
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 24

）

自
己
の
ス
タ
ジ
オ
の
営
業
を
完
全
に
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
原
告
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
か
ら
は
通
信
コ
ー

ス
を
提
供
し
て
い
る
（R

n. 7

）。
原
告
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
に

九
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
一
二
五
〇
〇
〇
円
）
の
即
時
支
援
金
の

支
払
い
を
受
け
た
（R

n. 9

）。
原
告
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
八

日
か
ら
二
〇
二
〇
年
六
月
一
日
ま
で
の
自
己
の
ス
タ
ジ
オ
の
休
業

に
対
す
る
補
償
を
求
め
た
（R

n. 10

）。
原
告
の
主
張
に
よ
る
と
、

原
告
の
事
業
活
動
か
ら
の
収
入
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
は

二
五
三
六
ユ
ー
ロ
七
五
セ
ン
ト
（
約
三
一
七
〇
九
四
円
）、
四
月

は
一
九
四
九
ユ
ー
ロ
四
セ
ン
ト
（
約
二
四
三
六
三
〇
円
）、
五
月

は
二
二
二
二
ユ
ー
ロ
九
三
セ
ン
ト
（
約
二
七
八
六
六
三
円
）
で
あ

る
。
二
〇
二
〇
年
三
月
の
収
入
の
大
部
分
は
三
月
一
七
日
ま
で
の

期
間
に
お
け
る
収
入
（
二
四
四
四
ユ
ー
ロ
三
一
セ
ン
ト
（
約

三
〇
五
五
三
九
円
））
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
三
月
の
残
り
の
期

間
の
収
入
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ー
ス
の
予
約
に
つ
い
て
収
入
で

あ
る
九
二
・
四
四
ユ
ー
ロ
（
約
一
一
五
五
五
円
）
に
す
ぎ
な
い
。

二
〇
二
〇
年
三
月
よ
り
前
の
六
月
間
に
お
い
て
、
原
告
の
ス
タ
ジ

オ
は
、
事
業
活
動
か
ら
合
計
三
四
三
六
六
ユ
ー
ロ
二
九
セ
ン
ト

（
約
四
二
九
五
七
八
六
円
）、
月
平
均
五
七
二
七
ユ
ー
ロ
七
二
セ
ン

ト
（
約
七
一
五
九
六
五
円
）
の
収
入
を
得
て
い
た
。
二
〇
二
〇
年

）
七
七
（
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⒝
　
つ
ぎ
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
感
染

症
予
防
法
五
六
条
一
項
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
も
原
告
に
請
求
権

は
与
え
ら
れ
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 34

）。

ⅰ
　
類
推
適
用
は
「
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
」
を
必
要
と

す
る
と
こ
ろ
、
一
般
警
察
法
の
規
定
、
例
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
警
察
法
五
五
条
に
目
を
向
け
る
と
、
本
件

に
お
い
て
は
、
規
制
の
欠
缺
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

感
染
症
予
防
法
は
、
特
別
警
察
法
と
し
て
、
一
般
警
察
法
と
の
関

係
に
お
い
て
特
別
法
で
あ
る
（R

n. 35

）。

ⅱ
　
か
り
に
感
染
症
予
防
法
が
、
一
般
警
察
法
と
の
関
係
に
お

い
て
完
結
的
で
あ
り
、
特
別
法
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
と
し
て
も
、

「
意
図
に
反
す
る
」
規
制
の
欠
缺
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
立
法
者
は
、
む
し
ろ
、
感
染
症
予
防
法
六
五
条
及

び
五
六
条
一
ａ
項
の
規
定
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
感
染
症
予
防

法
五
六
条
一
項
に
お
い
て
非
妨
害
者
に
対
す
る
規
制
が
存
在
し
な

い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
か
ん
が
み
て
、
局
所
的
な
補
償
の
付
与
を
維
持
し
、
請

求
権
の
範
囲
を
ま
さ
に
拡
大
し
な
い
と
の
決
定
を
下
し
た
の
で
あ

る
（R

n. 36

）。

⒞
　
ま
た
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
に

が
、
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⒜
　
ま
ず
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
、

本
件
に
お
い
て
、
ヨ
ガ
ス
タ
ジ
オ
の
保
有
者
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
命

令
に
基
づ
く
出
さ
れ
た
休
業
命
令
に
関
係
し
て
お
り
、
感
染
症
予

防
法
五
六
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
請
求
権
者
に
含
ま
れ
な
い
の

で
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
一
項
を
援
用
で
き
な
い
と
説
示
し
た

（R
n. 25

）。
原
告
は
、
コ
ロ
ナ
命
令
に
関
係
す
る
ヨ
ガ
ス
タ
ジ
オ

経
営
者
と
し
て
、「
一
律
に
」
感
染
症
予
防
法
二
条
七
号
の
意
味

に
お
け
る
「
感
染
の
疑
い
が
あ
る
者
」
に
当
た
る
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
請
求
権
を
有
す
る
と
主
張
す
る
が
、

こ
の
見
解
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 29

）。
原
告
は
、
原

告
が
二
〇
二
〇
年
三
月
以
降
に
感
染
者
と
接
触
し
た
十
分
な
蓋
然

性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
を
述
べ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
原
告
は
、
感
染
症
予
防
法
二
条
七
号
の

意
味
に
お
け
る
「
感
染
の
疑
い
が
あ
る
者
」
と
し
て
、
改
正
前
の

コ
ロ
ナ
命
令
に
基
づ
く
休
業
命
令
に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
ス
ポ
ー
ツ
・
ス
タ
ジ
オ
、
飲
食
店
、
小
売
店
の
販
売
所
等
が

活
発
な
人
の
往
来
の
可
能
性
を
開
き
、
活
発
な
人
の
往
来
を
維
持

し
、
そ
れ
故
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
寄
与
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
で
関
係
し
て
い
る
（R

n. 30

）。

）
七
六
（
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条
一
項
に
お
い
て
非
妨
害
者
に
対
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
局
所
的
な
補
償
の

付
与
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
維
持
し
、
請
求
権
の
範
囲
を
拡
大
し
な
い

と
の
決
定
を
下
し
た
か
ら
で
あ
る
（R

n. 40

）。

ⅱ
　
か
り
に
、
感
染
症
予
防
法
を
一
般
警
察
法
に
対
す
る
特
別

法
で
あ
る
と
解
さ
な
い
と
し
て
も
、
州
警
察
法
五
五
条
に
基
づ
く

請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
本
件
で
争
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
コ

ロ
ナ
命
令
に
基
づ
く
休
業
は
、
い
わ
ゆ
る
「
何
人
に
も
向
け
ら
れ

た
措
置
（Jederm

ann-M
aßnahm

e

）」
で
あ
っ
て
、
こ
の
措
置

に
お
い
て
は
、
州
警
察
法
九
条
、
五
五
条
の
意
味
に
お
け
る
「
非

妨
害
者
の
利
用
」
は
存
在
し
な
い
（R

n. 41

）。
何
人
と
は
、
警

察
法
学
説
に
お
い
て
は
、
妨
害
者
と
し
て
も
、
ま
た
非
妨
害
者
若

し
く
は
非
関
与
の
第
三
者
と
し
て
も
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
人
、
又

は
、
警
察
的
措
置
に
よ
っ
て
負
担
を
課
せ
ら
れ
た
人
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。「
何
人
に
も
向
け
ら
れ
た
措
置
」
が
存
在
す
る
の

は
、
多
数
の
非
関
与
者
が
警
察
的
措
置
に
意
図
的
に
又
は
意
図
せ

ず
に
関
係
し
て
お
り
、
た
し
か
に
こ
の
関
係
人
は
警
察
的
措
置
に

よ
っ
て
負
担
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
関
係
す
る
人
的
範
囲
が
、

個
々
の
関
係
人
が
当
該
措
置
に
よ
り
一
般
の
人
々
と
は
ほ
と
ん
ど

異
な
ら
な
い
影
響
を
受
け
て
い
る
ほ
ど
広
い
場
合
で
あ
る
（R

n. 

お
い
て
休
業
は
感
染
症
予
防
法
二
八
条
一
項
一
文
及
び
二
文
、

三
一
条
を
根
拠
と
す
る
改
正
前
コ
ロ
ナ
命
令
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
感
染
症
予
防
法
一
六
条
、
一
七
条
に
基
づ
い
て

命
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
感
染
症
予

防
法
六
五
条
の
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
こ
と
、
同
条
の
類
推
適

用
に
つ
い
て
も
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
が
欠
け
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
（R

n. 38

）、
原
告
は
感
染
症
予
防
法
六
五
条
一
項
（
類

推
適
用
）
に
基
づ
く
請
求
権
も
有
し
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 31

）。

⒟
　
さ
ら
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
バ
ー

デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
警
察
法
五
五
条
に
基
づ
く
請
求
権

も
有
し
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 39

）。

ⅰ
　
た
し
か
に
、
州
警
察
法
は
、
い
わ
ゆ
る
非
妨
害
者
に
対
す

る
措
置
を
定
め
（
九
条
）、
五
五
条
に
お
い
て
補
償
規
定
を
含
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
一
般
警
察
法
の
適
用
は
、
感
染
症
予
防
法
に

お
け
る
よ
り
特
殊
的
な
規
定
に
基
づ
い
て
阻
止
さ
れ
る
。
特
別
法

の
優
位
は
、
特
別
法
で
あ
る
感
染
症
予
防
法
の
規
定
が
一
般
警
察

法
の
規
定
（
州
警
察
法
五
五
条
）
よ
り
も
不
利
で
あ
る
と
い
う
理

由
で
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
す
で
に
述
べ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
感
染
症
予
防
法
六
五
条
及
び
五
六
条
一
ａ
項
の

規
定
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
者
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六

）
六
七
（
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の
よ
う
に
説
く
。
い
わ
ゆ
る
「
何
人
に
も
向
け
ら
れ
た
措
置
」
に

関
係
す
る
人
に
対
し
て
補
償
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
せ
い

ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
関
係
人
が
、
自
己
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
な
い
特

別
の
事
情
に
基
づ
い
て
、
当
該
措
置
の
関
係
人
の
通
常
か
つ
典
型

的
な
侵
害
の
程
度
を
明
ら
か
に
上
回
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
犠
牲
限

度
を
超
え
、
一
般
の
人
と
比
べ
て
特
別
犠
牲
を
課
せ
ら
れ
た
場
合

で
あ
る
が
、
本
件
は
こ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
い
。
休
業
は
、
多

数
の
人
又
は
事
業
者
に
関
係
し
て
い
る
。
原
告
の
状
況
は
、
他
の

事
業
主
に
お
け
る
類
似
の
状
況
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
事
業

主
は
、
休
業
命
令
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。

関
係
す
る
企
業
は
す
べ
て
そ
の
営
業
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
加
え
て
、
原
告
は
月
額
一
三
七
ユ
ー
ロ
四
五
セ
ン
ト
（
約

一
七
一
八
一
円
）
の
減
収
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

か
ん
が
み
る
と
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
存
立
を
脅
か
す
効
果
が

生
じ
て
い
る
こ
と
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
も
特
別
犠
牲
は
存
在
し
な
い
（R

n. 46

）。

⒡
　
最
後
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
基
本

法
三
四
条
と
結
び
付
い
た
民
法
八
三
九
条
に
基
づ
く
職
務
責
任
請

求
権
も
検
討
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 50

）。
公

権
力
は
、
原
告
と
の
関
係
に
お
い
て
職
務
義
務
に
反
し
て
お
ら
ず
、

42
）。
本
件
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
命
令
に
基

づ
く
休
業
に
は
、
飲
食
店
経
営
者
、
商
店
主
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

経
営
者
な
ど
全
国
の
多
数
の
事
業
者
が
関
係
し
て
お
り
、
こ
の
結

果
、
関
係
す
る
人
の
範
囲
は
広
く
、
原
告
も
、
ま
た
他
の
関
係
人

も
、
一
般
の
人
々
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。

原
告
は
、
他
の
事
業
者
に
は
期
待
さ
れ
な
い
負
担
を
受
忍
す
る
必

要
は
な
く
、
不
平
等
処
遇
は
存
在
し
な
い
。
一
般
の
人
々
と
比
べ

て
特
別
の
利
害
関
係
性
は
存
在
し
な
い
の
で
、
原
告
に
課
さ
れ
た

特
別
犠
牲
は
存
在
し
な
い
。
特
別
犠
牲
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、

い
わ
ゆ
る
「
何
人
に
も
向
け
ら
れ
た
措
置
」
に
お
い
て
は
、
州
警

察
法
五
五
条
の
類
推
適
用
に
基
づ
く
補
償
請
求
権
は
検
討
の
対
象

と
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
州
警
察
法
五
五
条
は
、
非
妨
害
者
に

対
し
て
公
共
の
た
め
に
課
せ
ら
れ
た
特
別
犠
牲
を
調
整
し
よ
う
と

す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（R

n. 43

）。

⒠
　
加
え
て
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
原
告

は
、
収
用
的
侵
害
及
び
収
用
類
似
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
請
求
権

も
、
一
般
的
補
償
請
求
権
を
根
拠
と
す
る
請
求
権
も
有
し
な
い
と

説
示
し
た
（R

n. 44

）。
同
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
の
「
阻

止
効
果
」
が
妨
げ
に
な
る
の
に
加
え
て
、「
特
別
犠
牲
」
が
存
在

し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（R

n. 45

）。
同
裁
判
所
は
、
次

）
六
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

九
二

月
九
日
の
判
決
（
判
例
②
）
が
扱
わ
な
か
っ
た
解
釈
上
の
諸
問
題

を
詳
し
く
検
討
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
本
件
の
事
実
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
（
被
告
）

は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
新
規
感
染

を
予
防
す
る
た
め
の
（
期
限
付
き
の
）
命
令
を
制
定
し
た
。
同
命

令
は
、
す
べ
て
の
人
を
対
象
と
す
る
接
触
禁
止
（
二
条
、
三
条
）

及
び
飲
食
業
の
営
業
禁
止
（
五
条
）
を
定
め
て
い
た
。
同
命
令
は
、

ホ
テ
ル
、
映
画
館
、
歯
科
医
院
及
び
エ
ス
ケ
ー
プ
・
ル
ー
ム
に
つ

い
て
は
類
似
の
規
定
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
（R

n. 2

）。
そ
の
後
、

被
告
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
新
規

感
染
を
予
防
す
る
た
め
の
命
令
を
制
定
し
た
。
同
命
令
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
の
人
は
、
同
じ
世
帯
に
所
属
す
る
人
で
は
な
い
他
人
と
の

身
体
的
接
触
を
絶
対
に
必
要
な
最
小
限
に
縮
減
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
た
（
一
条
一
項
）。
ま
た
、
映
画
館
を
顧
客
に
利
用

さ
せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
ま
た
、
顧
客
に
対
す
る
余
暇
活
動
の

提
供
も
禁
止
さ
れ
た
（
一
条
三
項
三
号
）。
ホ
テ
ル
事
業
者
は
、

観
光
目
的
の
人
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
（
一
条
四

項
）。
緊
急
に
必
要
な
歯
の
治
療
は
許
さ
れ
る
（
三
条
三
項
）。
飲

食
業
者
は
、
料
理
及
び
飲
料
水
の
デ
リ
バ
リ
ー
と
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

の
み
が
許
さ
れ
た
（
六
条
一
項
）。
上
記
の
諸
規
定
は
、
同
命
令

立
法
者
又
は
命
令
制
定
者
の
瑕
疵
あ
る
行
為
を
理
由
と
す
る
職
務

責
任
請
求
権
は
考
え
ら
れ
な
い
。
法
律
及
び
命
令
は
一
般
的
及
び

抽
象
的
ル
ー
ル
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
者
又
は
命
令
制
定

者
は
、
作
為
又
は
不
作
為
に
お
い
て
、
通
常
の
場
合
は
、
も
っ
ぱ

ら
一
般
の
人
々
と
の
関
係
に
お
け
る
任
務
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、

民
法
八
三
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
「
第
三
者
」
と
し
て

の
特
定
の
人
又
は
集
団
と
の
関
係
に
お
い
て
任
務
を
有
す
る
の
で

は
な
い
。
例
外
的
に
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
措
置
法
又
は
個
別
法

の
場
合
は
別
の
事
情
が
問
題
に
な
り
、
特
定
の
人
の
利
害
が
直
接

に
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
特
定
の
人
を
第
三
者
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
が
、
本
件
は
こ
の
よ
う
な
場
合
で

は
な
い
（R

n. 51

）。

五�

　二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
〇
日
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所

判
決

㈠
　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
（
民
事
第
八
部
）
は
、

二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
の
判
決
（
判
例
②
）
に
お
い
て
、
補
償
請

求
権
に
関
連
す
る
解
釈
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
検

討
を
含
む
極
め
て
興
味
深
い
判
断
を
示
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年

一
一
月
二
〇
日
の
判
決
（
９
）（
判
例
⑤
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
七

）
六
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

九
三

（
月
額
）
は
、
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）

の
数
倍
に
達
す
る
も
の
で
、
四
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約

五
〇
〇
〇
〇
〇
〇
円
。
二
〇
二
〇
年
四
月
に
お
け
る
原
告
 7）
の
金

額
）
か
ら
一
六
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
二
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
円
。

二
〇
二
〇
年
四
月
に
お
け
る
原
告
 5）
の
金
額
）
ま
で
の
間
の
金
額

で
あ
る
（R

n. 7

）。
原
告
 9）
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
歯
科

医
院
を
経
営
し
て
い
る
者
で
あ
る
が
、
本
件
命
令
に
よ
り

一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）
の
減
収
が
あ
っ

た
と
主
張
し
た
（R

n. 8

）。
原
告
 9）
は
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
も
で
き

る
軽
食
堂
を
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
中
心
部
に
お
い
て
経
営
す
る
者
で

あ
る
が
、
本
件
命
令
に
よ
り
、
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約

一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）
の
数
倍
に
も
及
ぶ
利
用
し
な
い
の
に
支
出

す
る
事
業
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
だ
け

で
は
こ
れ
を
回
収
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
と
主
張
し
た

（R
n. 9

）。
原
告

 11）
な
い
し

 13）
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
ス
ケ
ー
プ
・

ル
ー
ム
の
経
営
者
で
あ
る
が
、
本
件
命
令
に
よ
り
エ
ス
ケ
ー
プ
・

ル
ー
ム
を
完
全
に
休
業
さ
せ
ら
れ
、
毎
月
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ

（
約
一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）
を
大
幅
に
上
回
る
減
収
を
被
っ
た
と

主
張
し
た
（R

n. 10

）。
原
告
 3）
、
原
告
 4）
、
原
告
 6）
、
原
告
 7）
、

原
告

 11）
及
び
原
告

 13）
は
、
休
業
の
経
済
的
影
響
を
緩
和
す
る
た
め

一
三
条
一
文
に
よ
り
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
〇
日
に
発
効
し
、

二
〇
二
〇
年
六
月
五
日
の
経
過
を
も
っ
て
失
効
す
る
と
さ
れ
た

（R
n. 3

）。
原
告
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
の
間

に
、
一
部
請
求
訴
訟
の
方
法
に
よ
り
主
張
し
て
い
る
一
〇
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
（
約
一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）
の
数
倍
に
達
す
る
損
失
を

被
っ
た
と
主
張
し
た
（R

n. 5

）。
原
告
 1）
は
、
複
数
の
ホ
ー
ル
を

有
す
る
マ
ル
チ
プ
レ
ッ
ク
ス
の
映
画
館
（
二
一
二
三
席
）
を
ハ

ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
経
営
し
て
い
る
。
原
告
 2）
は
、
複
数
の

ホ
ー
ル
を
有
す
る
マ
ル
チ
プ
レ
ッ
ク
ス
の
映
画
館
（
一
七
八
九

席
）
を
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
に
お
い
て
経
営
し
て
い
る
。
両

者
は
、
賃
料
だ
け
で
各
自
月
額
一
〇
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約

一
二
五
〇
〇
〇
〇
〇
円
）
以
上
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
し
た
。
両
者
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
以
降
、
映
画
館

を
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（R

n. 6

）。
原
告
 3）
な
い
し
 8）
は
、

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
に
お
い
て
ホ
テ
ル
を
経
営
し
て
い
る
者
で

あ
る
が
、
本
件
命
令
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
客
の
み
を
対

象
と
し
て
ホ
テ
ル
を
開
け
る
こ
と
は
休
業
よ
り
も
経
済
的
不
利
益

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
件
命
令
に
よ
っ
て
自
己
の
ホ

テ
ル
を
完
全
に
休
業
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
と
主
張

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
利
用
し
な
い
の
に
支
出
さ
れ
た
事
業
経
費

）
六
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

九
四

告
ら
に
と
っ
て
期
待
可
能
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
所
有

権
の
私
的
利
用
の
全
部
又
は
一
部
が
、
た
と
え
一
時
的
で
あ
っ
た

と
し
て
も
剥
奪
さ
れ
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
調
整
的
補
償
請
求

権
が
発
生
す
る
（R

n. 15

）。
こ
の
よ
う
な
補
償
が
立
法
者
に

よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
完
全
な
損

害
賠
償
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
倒
産
を

回
避
す
る
た
め
に
、
事
業
費
の
補
填
と
事
業
主
の
相
当
な
補
償

（V
ergütung

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

公
財
政
に
と
っ
て
の
著
し
い
負
担
を
も
た
ら
す
が
、
基
本
権
が
無

料
の
も
の
は
な
い
以
上
、
選
択
し
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
鎮
圧
戦
略
の

対
価
で
あ
る
、
と
（R

n. 16

）。
原
告
ら
は
、
一
部
請
求
訴
訟
の

方
法
に
よ
り
（R

n. 17

）、
被
告
に
対
し
、
各
自
に
利
息
を
含
め

て
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
二
五
〇
〇
〇
〇
円
）
を
支
払
う
こ

と
を
求
め
（R

n. 18

）、
予
備
的
に
（R

n. 19

）、
手
続
き
を
中
止

し
、
感
染
症
予
防
法
が
、
同
法
三
一
条
、
五
六
条
、
六
五
条
の
適

用
を
受
け
な
い
人
及
び
事
業
者
に
対
す
る
休
業
及
び
活
動
禁
止
の

命
令
に
つ
い
て
相
当
の
補
償
を
定
め
て
い
な
い
範
囲
に
お
い
て
、

基
本
法
一
二
条
及
び
一
四
条
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ

い
て
の
判
断
を
求
め
る
た
め
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ

と
を
求
め
た
（R

n. 20

）。

の
国
の
支
援
を
受
け
て
い
る
（R

n. 11

）。
原
告
 9）
の
一
部
請
求

訴
訟
は
、
被
告
の
感
染
症
防
護
措
置
に
よ
っ
て
発
生
し
た
す
べ
て

の
減
収
の
調
整
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（R

n. 12

）、
残
余

の
原
告
ら
の
一
部
請
求
訴
訟
は
、
被
告
の
感
染
症
防
護
措
置
に

よ
っ
て
発
生
し
た
無
駄
な
事
業
経
費
の
支
出
の
補
填
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
（R

n. 13
）。
原
告
ら
は
、
感
染
症
防
護
の
た
め

に
講
じ
ら
れ
た
被
告
の
措
置
は
合
法
で
あ
る
が
、
こ
の
制
約
に
つ

い
て
憲
法
上
の
理
由
か
ら
金
銭
的
調
整
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
た
。
原
告
ら
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
起
因

す
る
休
業
又
は
営
業
制
限
の
経
済
的
影
響
は
、
多
く
の
事
業
者
に

対
す
る
国
に
助
成
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
存
立
に
か
か
わ
る

緊
急
事
態
」
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
た
（R

n. 14
）。
原
告
ら
は
、

次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
必
要
な
憲
法
適
合
的
解
釈
に
よ
っ
て
も
、

感
染
症
予
防
法
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
感
染
防
護
措
置
に
よ
っ

て
被
っ
た
金
銭
的
不
利
益
に
対
す
る
調
整
的
補
償
請
求
権
を
妨
げ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
に

お
い
て
同
法
は
違
憲
で
あ
る
。
基
本
法
一
二
条
及
び
基
本
法
一
四

条
は
、
重
大
な
制
約
に
対
す
る
代
償
と
し
て
適
切
な
金
銭
的
補
償

を
求
め
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
た
と
え
短
期
間
で
あ
っ
て
も
休
業

を
補
償
な
し
に
受
忍
す
る
こ
と
は
、
利
益
衡
量
を
し
た
場
合
、
原

）
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五

こ
の
部
分
の
紹
介
は
し
な
い
。

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
予
備
的
申
立
て
も
理
由
が
な
い

と
判
断
し
た
（R

n. 113

）。
同
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
〇
〇
条
一

項
に
基
づ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
た
め
に
手
続

き
を
中
止
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
た
。
何
故
な
ら
、

同
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
を
解
釈
す
る
際
に
、
同
法
か
ら
帰

結
さ
れ
る
訴
え
の
棄
却
が
違
憲
の
結
果
で
あ
る
と
の
評
価
に
至
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
感
染
症
予
防
法
上
の
活
動
制
限
に
よ
る

金
銭
的
不
利
益
の
金
銭
的
調
整
を
命
じ
る
憲
法
規
範
は
存
在
し
な

い
（R

n. 114

）。
同
裁
判
所
は
、
原
告
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
職

務
義
務
違
反
を
定
め
る
基
本
法
三
四
条
及
び
補
償
を
定
め
る
基
本

法
一
四
条
三
項
は
本
件
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た

（R
n. 115

）
後
、「
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
」（
⒜
）

と
平
等
原
則
違
反
（
⒝
）
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

⒜
　
ま
ず
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
に
課
せ
ら

れ
た
感
染
症
予
防
法
上
の
行
動
制
限
を
金
銭
的
に
調
整
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
憲
法
要
請
は
、
適
法
な
基
本
権
制
約
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
補
償
な
し
に
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
的

拘
束
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る

調
整
請
求
権
を
定
立
す
る
ほ
ど
強
度
で
あ
る
場
合
も
あ
り
得
る
と

㈡
　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
訴
え
を
棄
却
し
た
（
主

文
）。
同
裁
判
所
は
、
原
告

 10）
の
訴
え
は
、
十
分
に
根
拠
の
あ
る

主
張
を
欠
く
た
め
に
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た

（R
n. 32

）
後
、
残
余
の
原
告
ら
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
各
請
求

権
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
棄
却
す
る
と
判
断
し
た

（R
n. 33

）。
同
裁
判
所
は
、
①
原
告
ら
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六

条
一
項
に
基
づ
く
支
払
請
求
権
も
ま
た
同
条
一
ａ
項
に
基
づ
く
支

払
請
求
権
も
有
し
な
い
こ
と
（R

n. 35-37

）、
②
原
告
ら
は
、
感

染
症
予
防
法
六
五
条
一
項
に
基
づ
く
補
償
請
求
権
を
有
し
な
い
こ

と
（R

n. 38-48

）、
③
原
告
ら
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
及
び

六
五
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
補
償
規
定
の
類
推
適
用
に
基
づ
く

支
払
請
求
権
を
有
し
な
い
こ
と
（R

n. 49-66
）、
④
原
告
ら
は
、

一
般
警
察
法
に
基
づ
く
支
払
請
求
権
を
有
し
な
い
こ
と
（R

n. 
67-75

）、
⑤
原
告
ら
は
、「
収
用
的
侵
害
」
の
法
制
度
に
基
づ
く

支
払
請
求
権
を
有
し
な
い
こ
と
（R

n. 76-111

）、
並
び
に
、
⑥

一
般
的
特
別
犠
牲
請
求
権
も
、
ま
た
基
本
法
三
四
条
と
結
び
付
い

た
民
法
八
三
九
条
に
基
づ
く
職
務
責
任
請
求
権
も
、
さ
ら
に
は
収

用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
請
求
権
も
検
討
の
対
象
に
は
な
ら
な
い

こ
と
（R

n. 112

）
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
二
〇
二
〇
年

七
月
九
日
判
決
（
判
例
②
）
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
で
あ
る
の
で
、

）
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自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る

（R
n. 118

）。
基
本
法
一
四
条
の
領
域
に
お
け
る
調
整
義
務
の
あ

る
内
容
・
制
限
規
定
の
法
制
度
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
裁
判
所
が
採
用
し
て
い
る
狭

い
収
用
概
念
か
ら
帰
結
さ
れ
る
保
障
の
欠
損
を
取
り
除
く
た
め
に
、

憲
法
の
文
言
を
超
え
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
枠
内
に
お

い
て
調
整
的
補
償
請
求
権
を
肯
定
し
た
（R

n. 119

）。
こ
の
よ
う

な
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
が
存
在
す
る
の
は
、
所
有

権
規
制
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
公
共
の
福
祉
の
目
的
が
当
該

規
制
を
原
理
的
に
正
当
化
す
る
が
、
当
該
規
制
が
例
外
的
に
、
つ

ま
り
個
別
事
案
に
お
い
て
期
待
で
き
な
い
所
有
者
の
負
担
を
発
生

さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
酷
事
例
を
考
慮
し
よ
う
と

す
る
と
、
立
法
者
は
、
制
約
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
経
過
規

定
、
例
外
規
定
及
び
免
除
規
定
に
よ
っ
て
関
係
人
の
過
度
の
負
担

を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
に
お
い
て
、
金
銭
的
調
整
規

定
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 120

）。
立
法
者
は
、
基

本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
意
味
に
お
け
る
所
有
権
の
内
容
及
び
制

限
を
規
定
す
る
際
に
、
所
有
者
の
保
護
に
対
す
る
利
益
と
公
共
の

福
祉
の
利
益
を
適
正
に
調
整
し
、
均
衡
の
と
れ
た
関
係
に
な
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
立
法
者
は
、
他
の
憲

い
う
「
調
整
義
務
の
あ
る
社
会
的
拘
束
と
い
う
考
え
」
か
ら
も
導

出
さ
れ
な
い
と
説
い
て
い
る
（R

n. 117

）。
同
裁
判
所
は
、「
調

整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
」
の
内
容
を
説
明
し
た
（
ⅰ
）

上
で
、「
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
」
の
制
度
・
道
具

は
本
件
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
ⅱ
）。

さ
ら
に
、
同
裁
判
所
は
、
か
り
に
「
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制

限
規
定
」
が
本
件
に
適
用
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
も
、
本
件
に
お
い

て
は
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
の
該
当
性
を
肯
定
で
き

な
い
と
論
じ
て
い
る
（
ⅲ
）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　「
調
整
義
務
の
あ
る
社
会
的
拘
束
と
い
う
考
え
」
は
、
特

別
犠
牲
請
求
権
の
憲
法
上
の
発
現
形
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
こ
の
考
え
は
、
傍
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
連
邦

伝
染
病
法
の
補
償
規
定
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
一
年
四
月

二
九
日
の
決
定
（B

V
erfG

E
 57, 107 

（117

））
に
お
い
て
、
感

染
の
疑
い
の
あ
る
者
に
対
す
る
活
動
禁
止
は
、
基
本
法
一
二
条
一

項
の
基
本
権
に
─
存
立
を
危
険
に
さ
ら
す
長
期
的
な
措
置
の
場
合

に
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
に
も
─
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
関
係
人
に
補
償
を
与
え
る
場

合
に
限
り
比
例
原
則
に
反
し
な
い
の
で
あ
り
、
補
償
は
立
法
者
の

）
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法
は
、
判
例
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
請
求
権
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
も
の
で
、
体
系
的
な
秩
序
に
支
配
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、

補
償
を
必
要
と
す
る
限
定
さ
れ
た
状
況
に
対
す
る
限
定
的
必
要
性

か
ら
局
所
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
法
の

展
開
の
契
機
と
対
象
は
、「
局
所
的
な
」
被
害
状
況
を
補
填
す
る

と
い
う
目
的
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
的
に
国
家
責
任
法
を
、

そ
し
て
と
く
に
「
調
整
義
務
の
あ
る
社
会
的
拘
束
」
の
制
度
を
制

限
的
に
解
釈
す
る
根
拠
と
な
る
（R

n. 126

）。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
は
、
連
邦
共
和
国
の
全
住
民
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
、
社

会
全
体
の
例
外
状
況
を
招
来
さ
せ
た
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

対
策
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
は
様
々
な
仕
方
で
住
民
に
制
限

を
課
し
て
い
る
。
原
告
ら
が
攻
撃
し
て
い
る
活
動
制
限
は
、
個
別

事
案
で
は
な
く
、
連
邦
規
模
に
お
い
て
様
々
な
業
界
の
多
数
の
事

業
者
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
原
告
ら
は
、
個
人
と
し

て
特
別
犠
牲
を
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
、
そ
の
被
害
状
況
は
、
局
所
的
に
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
全
連
邦
領
域
に
お
い
て
各
事
業
者
及
び
各
業
界
を
横
断

し
て
発
生
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
発
展
さ
せ
て
き
た

「
例
外
的
に
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
」
と
い
う
制
度

は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
全
体
の
経
済
的
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に

法
規
範
に
も
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
く
に
比
例
原
則
と

基
本
法
三
条
一
項
の
平
等
条
項
に
拘
束
さ
れ
る
（R

n. 121

）。
そ

の
際
、
立
法
者
の
規
制
権
限
の
範
囲
は
、
所
有
権
の
客
体
が
ど
の

よ
う
な
程
度
に
お
い
て
社
会
的
関
連
性
と
社
会
的
機
能
を
有
し
て

い
る
の
か
、
所
有
権
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
財
産
法
上
の

領
域
に
お
い
て
各
人
の
個
人
的
自
由
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
の

か
、
及
び
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
所
有
者
が
所
有
権
の
剥

奪
を
正
当
化
す
る
原
因
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
、
又
は
少
な
く

と
も
所
有
者
に
そ
の
原
因
を
帰
責
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
（R

n. 122

）。
そ
の
際
に
、
所
有
権
保
障
の

核
心
領
域
を
空
洞
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
核
心
領
域
に
は

私
的
利
用
と
所
有
物
に
対
す
る
原
則
的
処
分
権
限
が
含
ま
れ
る

（R
n. 123

）。
た
だ
し
、
所
有
権
保
障
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法

的
地
位
を
経
過
規
定
も
補
償
も
な
く
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
も
適

法
で
あ
り
得
る
。
何
故
な
ら
、
制
約
が
許
さ
れ
る
程
度
は
対
抗
す

る
公
益
の
重
要
性
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
立
法

者
の
形
成
の
余
地
は
、
経
済
的
及
び
社
会
的
関
係
に
よ
っ
て
も
決

定
さ
れ
る
（R

n. 124

）。

ⅱ
　
以
上
の
よ
う
な
「
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
」

の
道
具
は
、
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（R

n. 125

）。
国
家
責
任
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剰
規
制
の
禁
止
も
、
ま
た
平
等
原
則
も
、
内
容
及
び
制
限
を
規
定

す
る
立
法
者
を
拘
束
す
る
が
、
そ
れ
を
援
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て

制
限
規
定
が
一
般
的
に
調
整
義
務
の
あ
る
も
の
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
は
、
立
法
者

に
対
し
て
、
補
償
を
明
文
で
命
じ
る
こ
と
な
く
、
所
有
権
の
内
容

及
び
制
限
を
規
定
し
、
既
存
の
所
有
権
に
対
し
て
も
形
成
的
に
影

響
を
及
ぼ
す
権
限
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
授
権
は
、

基
本
法
一
四
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
所
有
権
行
使
の
憲
法
上
の

社
会
的
義
務
付
け
を
実
現
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
補
償
規
定
を
明
文
で
定
め
て
い
る
基
本
法
一
四
条
三
項
の
収

用
権
限
と
の
明
ら
か
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
体
系
的
関
連

性
か
ら
、
基
本
法
一
四
条
一
項
は
一
般
的
な
財
産
保
障
を
含
ん
で

お
ら
ず
、
社
会
的
拘
束
は
所
有
権
利
用
の
制
限
の
み
な
ら
ず
、
こ

れ
に
伴
う
所
有
権
価
値
の
制
限
に
も
及
ぶ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

よ
り
緩
や
か
な
手
段
の
原
則
及
び
平
等
原
則
を
使
っ
て
基
本
法

一
四
条
一
項
二
文
の
枠
内
に
お
い
て
一
般
的
に
補
償
義
務
を
肯
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
制
定
者
の
基
本
決
断
の
裏
を
か
い
て
そ

の
効
果
を
失
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
基
本
法

一
四
条
一
項
二
文
の
適
用
領
域
に
お
け
る
社
会
形
成
的
立
法
に
対

し
て
、
憲
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
収
用
に
限
定
し
て

創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
た
め
に
適
合
的
な
も
の
で
は

な
い
（R

n. 127

）。

こ
の
制
度
の
適
用
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
基
本
権
保
護
は
、
多

数
の
基
本
権
主
体
が
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
及
び
基
本
権
保

障
が
公
権
力
の
一
般
的
財
政
留
保
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る

（R
n. 128

）。
こ
の
論
証
が
基
本
的
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
疑
い

の
余
地
は
な
い
が
、
こ
の
論
証
は
一
般
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
関
係
す
る
事
業
者
に
は
当
該
措
置
に

対
す
る
第
一
次
的
基
本
権
保
護
の
途
が
開
か
れ
て
お
り
、
最
近
の

数
か
月
に
お
い
て
、
事
業
者
に
関
係
す
る
活
動
制
限
が
行
政
裁
判

所
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
関
係
す
る
事
業

者
の
基
本
権
保
護
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、

こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
内
容
・
制
限

規
定
に
お
け
る
立
法
者
の
形
成
の
余
地
は
、
経
済
的
及
び
社
会
的

関
係
に
よ
っ
て
も
決
定
さ
れ
る
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

に
も
合
致
す
る
（R

n. 129

）。

調
整
義
務
の
あ
る
内
容
規
定
の
解
釈
論
上
の
根
拠
が
比
例
原
則
、

平
等
原
則
及
び
信
頼
保
護
原
則
に
あ
る
と
い
う
事
情
も
、
本
件
の

よ
う
な
状
況
に
こ
の
法
制
度
を
適
用
す
る
論
拠
に
な
ら
な
い
。
過

）
六
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

九
九

ミ
ッ
ク
の
結
果
と
は
、
そ
の
性
質
及
び
規
模
の
点
に
お
い
て
異
な

る
が
、
本
件
に
お
い
て
も
、
極
め
て
重
大
な
社
会
的
及
び
経
済
的

影
響
を
伴
っ
た
外
部
か
ら
の
運
命
的
出
来
事
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
判
例
は
、
本
件
に
転
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
（R

n. 134

）。
連
邦
は
、
例
え
ば
、
最
近
、
い
わ
ゆ
る
一
一

月
支
援
の
枠
内
に
お
い
て
、
一
時
的
休
業
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

て
い
る
企
業
に
約
一
五
〇
億
ユ
ー
ロ
（
一
兆
八
七
五
〇
億
円
）
の

金
銭
的
支
援
を
予
定
し
、
二
〇
二
一
年
に
は
企
業
支
援
に
三
七
五

億
ユ
ー
ロ
（
約
四
兆
六
七
五
〇
億
円
）
を
充
て
る
こ
と
に
し
て
い

る
が
、
国
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
記
の
義
務
を
果
た
し
て
い
る

（R
n. 135

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
の
制
度

に
基
づ
く
主
観
的
請
求
権
の
付
与
は
、
危
険
防
御
措
置
の
負
担
を

正
当
に
配
分
す
る
の
に
適
し
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
潜
在
的
請

求
権
の
範
囲
を
説
得
力
を
持
っ
て
画
定
し
、
請
求
権
の
範
囲
を
説

得
力
を
持
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（R

n. 136

）。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
こ
れ
ま
で
、
基
本
法
一
四
条
一
項

二
文
に
基
づ
く
内
容
・
制
限
規
定
に
限
っ
て
特
別
犠
牲
を
認
め
て

き
た
が
、
コ
ロ
ナ
に
起
因
す
る
一
時
的
活
動
禁
止
及
び
休
業
の
効

果
は
、
基
本
法
一
四
条
の
範
囲
と
基
本
法
一
二
条
の
範
囲
で
異
な

使
わ
れ
て
い
る
拘
束
を
課
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（R

n. 130

）。

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
間
に
講
じ
ら
れ
た
感
染
症
予
防
法

上
の
措
置
が
、
特
定
の
業
界
に
対
し
て
、
他
の
業
界
よ
り
も
著
し

く
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
く
、
上

記
の
措
置
が
、
こ
の
業
界
の
多
く
の
事
業
者
に
対
し
て
、
存
立
を

脅
か
す
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
（R

n. 131

）。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
立
法
者
が
正
当
な
負
担
配
分
に
配
慮

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
負
担
配
分
は
、
国
家
に
対
す
る
個
人
的
請
求
権
を
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 132

）。
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
占
領
に
よ
る
被
害
の
負
担
調
整
に
関
す
る
判
例
に

お
い
て
、
全
体
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
か
ら
、
と
く

に
外
部
か
ら
の
侵
害
に
よ
っ
て
発
生
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
偶
然

に
少
数
の
市
民
又
は
特
定
の
集
団
に
関
係
す
る
負
担
は
、
通
常
の

場
合
、
国
家
共
同
体
が
引
き
受
け
る
と
い
う
義
務
が
社
会
国
家
原

理
か
ら
導
出
さ
れ
る
が
、
国
家
に
対
す
る
関
係
人
の
個
別
的
請
求

権
は
導
出
さ
れ
ず
、
負
担
配
分
を
行
う
国
の
義
務
が
導
出
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
負
担
配
分
の
後
に
、
被
害
者
個
人
の
具

体
的
請
求
権
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
に
す
ぎ
な
い

と
述
べ
た
（R

n. 133

）。
戦
争
の
結
果
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ

）
六
六
（
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〇

い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
補
填
義
務
の
成
立
は
、
純
粋
に
形
式

的
な
問
題
に
従
っ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
の
名
宛
人
を
誰

に
す
る
の
か
に
関
す
る
命
令
制
定
者
の
自
由
な
判
断
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
請

求
権
者
の
範
囲
を
合
理
的
に
画
定
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
例
え
ば
、
観
光
旅
行
業
者
、
鉄
道
会
社
・

バ
ス
会
社
、
航
空
会
社
及
び
空
港
事
業
者
、
さ
ら
に
は
ス
ポ
ー
ツ

団
体
も
、
部
分
的
に
存
立
が
脅
か
さ
れ
る
仕
方
で
一
般
的
な
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 
140

）。
加
え
て
、
休
業
と
結
び
付
い
た
感
染
リ
ス
ク
の
最
小
化
は
、
す

べ
て
の
人
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
事
業
者
及
び
事
業

者
の
従
業
員
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
関
係
す
る
事
業
者

は
、
感
染
防
護
措
置
に
よ
っ
て
負
担
を
課
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
こ
と
も
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 141

）。

最
後
に
、
ど
の
よ
う
な
実
質
的
基
準
に
基
づ
い
て
訴
え
を
提
起

で
き
る
補
填
請
求
権
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に

つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
減
収
は
、

休
業
命
令
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
そ

る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
基
本
法
一
二
条
（
の
み
）
を
根
拠
と
す

る
請
求
権
を
否
定
す
る
説
得
力
の
あ
る
理
由
は
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
請
求
権
者
の
範
囲
を
著
し
く
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
補
填

を
求
め
る
請
求
権
が
例
外
と
い
う
よ
り
も
原
則
と
な
り
、
市
民
の

生
活
リ
ス
ク
に
対
す
る
一
種
の
保
険
会
社
と
い
う
基
本
法
に
よ
っ

て
配
分
さ
れ
て
い
な
い
任
務
を
国
家
に
課
す
こ
と
に
帰
着
す
る
で

あ
ろ
う
（R

n. 137

）。

さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
国
の
措
置
が
補
填
義
務
を
発
生
さ
せ
る

の
か
も
不
確
か
で
あ
る
。
事
業
者
を
名
宛
人
と
す
る
活
動
制
限
は

調
整
的
補
償
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、
事
業
活
動
の
一
般
的
条

件
を
悪
化
さ
せ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
は
調
整
的
補
償
が
可

能
な
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
、
も
っ
と

も
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
（R

n. 138

）。
し
か
し
、
全
住
民
を
対
象

と
し
た
外
出
禁
止
又
は
余
暇
活
動
の
禁
止
と
い
っ
た
一
般
的
な
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
は
、
事
実
上
休
業
命
令
と
同
じ
効
果
を
有

す
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
の
命
令
は
、
例
え
ば
、
映
画
館
、

ホ
テ
ル
、
エ
ス
ケ
ー
プ
・
ル
ー
ム
を
名
宛
人
と
す
る
措
置
で
は
な

い
が
、
原
告
 1）
な
い
し
 8）
と
原
告

 11）
な
い
し

 13）
の
主
張
に
よ
る
と
、

こ
れ
に
よ
り
休
業
が
経
済
的
に
必
要
と
な
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
こ

と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
（R

n. 139

）。
制
約
の
強
度
が
等
し

）
七
七
七
（
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一
〇
一

を
議
論
の
前
提
と
す
る
（R

n. 143

）。

ⅲ
　
か
り
に
本
件
に
お
い
て
「
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限

規
定
」
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
た
と
し
て
も
、
移
送
義
務
は
肯
定

さ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
憲
法
裁
判
所
が
展
開
し
て
き
た
基
準
を

適
用
し
て
、
原
告
の
保
護
に
値
す
る
利
益
と
公
共
の
福
祉
の
利
益

と
の
比
較
衡
量
を
す
る
と
、
判
例
の
意
味
に
お
け
る
「
調
整
義
務

の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
」
を
肯
定
す
る
結
果
に
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
（R

n. 144

）。
比
較
衡
量
に
当
た
っ
て
、
休
業
及
び
営
業

禁
止
が
重
大
な
基
本
権
制
約
で
あ
る
こ
と
は
原
告
に
有
利
な
事
情

で
あ
る
。
こ
の
制
約
は
、
基
本
法
一
四
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ

れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
所
有
権
は
財
産
法
の
領
域
に
お
け
る
原
告

の
個
人
的
自
由
を
確
保
す
る
の
で
、
と
く
に
重
大
で
あ
る
。
加
え

て
、
原
告
は
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
感
染
症
予
防
法
上
の
措
置

を
講
じ
る
原
因
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

（R
n. 145

）。
他
方
に
お
い
て
、
対
抗
す
る
公
共
の
利
益
が
重
大

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
、
所
有
権
の
客
体
の
社
会
的
関
連

性
の
程
度
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
立
法
者
の
裁
量
の
余
地
は

広
く
な
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
に
お
い
て

は
、
極
め
て
広
い
国
の
介
入
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、

本
件
措
置
の
目
的
で
あ
る
住
民
の
健
康
や
人
の
生
命
の
保
護
は
、

れ
自
体
及
び
住
民
の
外
出
行
動
の
変
化
に
も
起
因
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
（B

V
erfG

, B
eschluss 

vom
 11. N

ovem
ber 2020 – 1 B

vR
 2530/20 –, R

n. 14, 
juris

）。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
そ
れ
自
体
が
住
民
を
自
制
さ
せ
た
こ
と

は
、
例
え
ば
、
商
業
団
体
の
調
査
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
調
査
に
よ
る
と
、
歩
行
者
専
用
地
区
に
お
い
て
通
行
人
数
の
平

均
の
減
少
率
は
四
三
％
で
あ
り
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
中
心
部
の
商

店
は
最
大
で
五
〇
％
の
減
収
を
被
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
、

五
〇
〇
〇
〇
店
の
廃
業
を
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
活
動
制
限
の
名
宛
人
で
は
な
か
っ
た
業
界
、
又
は
極
め
て

限
ら
れ
た
程
度
に
お
い
て
の
み
名
宛
人
で
あ
っ
た
業
界
も
、
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
。
当
部
に
は
、
受
忍
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
起
因
す
る
一
般
的
な
減
収
と
、
こ
の
範
囲
を
越
え
た
調

整
的
補
償
を
必
要
と
す
る
特
別
犠
牲
と
の
境
界
線
を
ど
の
よ
う
な

基
準
に
基
づ
い
て
引
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い

（R
n. 142

）。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
い
て
、
当
部
は
、
調
整
義
務
の
あ
る

内
容
・
制
限
規
定
は
そ
の
例
外
的
性
格
の
故
に
限
定
的
に
解
釈
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
件
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

）
七
七
七
（
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一
〇
二

と
は
こ
の
法
律
上
の
具
体
化
に
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮

し
て
、
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
の
制
度
が
コ
ロ
ナ
に

起
因
す
る
活
動
制
限
の
事
例
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
学
説
も
、

こ
の
制
度
は
措
置
が
長
期
に
及
ぶ
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
（R

n. 147

）。
ど
の
時
点
か
ら
国
に
よ
る
休
業
命

令
が
関
係
人
に
対
す
る
調
整
義
務
の
あ
る
侵
害
と
な
る
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
、
包
括
的
所
有
権
概

念
が
通
用
し
て
い
た
と
き
に
、
補
償
な
し
の
社
会
的
拘
束
と
侵
害

的
効
果
を
有
す
る
補
償
義
務
の
あ
る
特
別
犠
牲
と
を
区
別
す
る
た

め
に
展
開
し
て
き
た
基
準
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 148

）。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
道
路
建
設
工
事
に
基
づ
く
営
業
侵
害
に
関

す
る
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
す
べ
て
の
関
係
人
に

等
し
く
通
用
す
る
硬
直
的
な
限
界
は
存
在
し
な
い
が
、
道
路
工
事

に
よ
る
売
上
の
減
少
は
、
少
な
く
と
も
数
週
間
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
は
数
か
月
で
あ
っ
て
も
、
通
常
の
場
合
は
補
償
な
し
に
受
忍

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
（R

n. 149

）。
本
件

に
お
い
て
原
告
が
攻
撃
し
て
い
る
法
規
命
令
の
適
用
期
間
は
一
六

日
で
あ
り
、
こ
の
期
間
は
、
道
路
建
設
法
に
関
す
る
判
例
が
通
常

の
場
合
に
は
補
償
な
し
に
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
範
囲
内
に
あ
る
。
こ
の
基
準
を
本
件
の
状
況
に
適
用
す
る
こ

極
め
て
重
要
な
公
共
の
利
益
だ
か
ら
で
あ
る
。
感
染
症
を
抑
制
し

な
い
こ
と
は
、
人
の
生
命
及
び
医
療
体
制
の
機
能
遂
行
能
力
に
対

す
る
危
険
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
立
法
者
及
び
命
令
制
定
者

は
、
健
康
及
び
生
命
の
保
護
の
た
め
に
介
入
す
る
権
限
を
有
す
る

の
み
な
ら
ず
、
基
本
法
二
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
憲
法
上
介
入
を

義
務
付
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
原
告
ら
の
事
業
体
は
、
命
令
制
定

者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
感
染
症
鎮
圧
の
全
体
的
コ
ン
セ
プ

ト
の
一
部
で
あ
る
範
囲
に
お
い
て
、
強
い
社
会
的
関
連
性
を
有
し

て
い
た
（R

n. 146

）。
本
件
に
お
い
て
は
、
措
置
が
時
間
的
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
原
告
ら
の
法
的
地

位
は
、
長
期
的
に
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
時
的
な
期
間
に

限
り
制
限
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
結
果
、
私
的
利
用
及
び
原
則

的
処
分
権
限
の
形
式
に
お
け
る
所
有
権
保
障
の
核
心
領
域
は
侵
害

さ
れ
て
い
な
い
。
基
本
権
制
約
の
強
度
は
、
そ
の
有
効
期
間
に
本

質
的
に
左
右
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
休
業
が
長
期
に
及
べ
ば
及
ぶ

ほ
ど
、
休
業
の
影
響
は
よ
り
重
大
に
な
る
。
例
え
ば
、
調
整
義
務

の
あ
る
内
容
・
制
限
規
定
は
、
道
路
工
事
が
長
期
に
及
び
、
そ
の

経
済
的
存
立
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
沿
道
隣
地
者
は

金
銭
的
補
填
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
連
邦
長
距
離
道

路
法
八
ａ
条
五
項
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
こ

）
七
七
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

一
〇
三

保
有
者
、
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
、
罹
患
の
疑
い
の
あ
る
者
、
又

は
そ
の
他
病
原
体
保
有
者
は
、
感
染
症
予
防
法
上
の
理
由
か
ら
就

労
行
為
の
禁
止
又
は
隔
離
処
分
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
、
減
収

の
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
、
感
染
症
予

防
法
上
の
意
味
に
お
い
て
「
妨
害
者
」
で
あ
り
、
妨
害
者
と
し
て
、

一
般
危
険
防
御
法
に
よ
る
と
、
就
労
禁
止
又
は
隔
離
の
結
果
被
っ

た
減
収
を
原
則
と
し
て
補
償
な
し
に
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
故
な
ら
、
こ
の
種
の
危
険
防
御
措
置
は
、
妨
害
者
に
対
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
、
た
と
え
財
産
的
損
失
を
被
っ
た
と
し
て
も
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
権
利
行
使
の
一
般
的
限
界
を
示
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
関
係
人
は
「
妨
害
し
な
い
こ
と
」
を
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
感
染
症
予
防
法
上
の
危
険
防
御

措
置
は
、
関
係
人
の
法
領
域
を
縮
減
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
同

法
五
六
条
一
項
に
基
づ
く
減
収
補
償
は
「
犠
牲
補
償
の
思
想
」
の

発
展
形
態
で
は
な
く
、
社
会
保
障
措
置
の
意
味
に
お
け
る
衡
平
条

項
で
あ
る
（R

n. 153

）。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
枠

内
に
お
い
て
期
限
付
き
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
感
染
症
予
防
法

五
六
条
一
ａ
項
は
、
学
校
及
び
保
育
施
設
が
感
染
症
予
防
法
に
基

づ
い
て
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
子
ど
も
を
自
ら
世
話
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
親
権
者
に
対
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
被
っ
た
減
収
に
つ

と
が
で
き
な
い
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
原
告
ら
の
い
ず
れ
も
、

攻
撃
し
て
い
る
活
動
制
限
が
原
告
に
と
っ
て
具
体
的
に
存
立
を
脅

か
す
効
果
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
実
質
的
に
示
し
て
い
な
い

（R
n. 150

）。

⒝
　
つ
ぎ
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
は
、
基
本
法
三
条

一
項
の
平
等
原
則
か
ら
も
、
原
告
の
補
償
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
説
示
し
た
。
あ
る
規
範
名
宛
人
集
団
が
、
他
の
規
範
名
宛
人
と

比
較
し
て
不
平
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
二
つ
の
集
団
の
間
に
、

別
異
処
遇
を
正
当
化
で
き
る
種
類
と
重
要
性
を
有
す
る
区
別
が
存

在
し
な
い
場
合
に
、
平
等
原
則
に
違
反
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な

事
実
要
素
が
、
そ
の
違
い
が
別
異
処
遇
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
重
要

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
場
合
、
立
法
者
が
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
立
法
者
の
裁
量
は
、
別
異
処
遇
が
正

義
の
思
想
を
基
準
と
す
る
考
察
方
法
に
も
は
や
合
致
し
な
い
と
こ

ろ
で
終
わ
る
（R
n. 151

）。
同
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
に
基

づ
い
て
請
求
権
を
有
す
る
集
団
と
原
告
と
の
間
に
は
、
別
異
処
遇

を
正
当
化
す
る
ほ
ど
の
重
要
な
違
い
が
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 
152

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
感
染
症
予
防
法
五
六
条
一
項
に
よ
っ
て
、
無
症
状
病
原
体

）
七
七
七
（
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一
〇
四

る
他
の
集
団
も
調
整
的
補
償
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

結
論
は
導
き
出
せ
な
い
（R

n. 157

）。
同
法
五
六
条
一
ａ
項
の
規

定
は
、
家
庭
援
助
措
置
で
あ
り
、
保
育
施
設
及
び
学
校
の
閉
鎖
の

間
接
的
影
響
と
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
正
当
な
家
族
政
策
上
の

目
的
か
ら
、
感
染
防
護
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
他
の
集
団

を
金
銭
的
に
支
援
す
る
法
的
必
要
性
は
導
き
出
せ
な
い
（R

n. 
158

）。
休
業
命
令
の
適
用
対
象
者
は
自
然
人
の
み
な
ら
ず
、
法
人

を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
に
基

づ
く
請
求
権
者
の
人
的
範
囲
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
も
、
上
記
の
人
的
集
団
に
つ
い

て
の
み
減
収
を
補
償
す
る
と
の
立
法
者
の
評
価
は
、
休
業
命
令
に

よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
者
で
あ
る
原
告
を
恣
意
的
に
不
利
に
扱
う

も
の
で
は
な
い
（R

n. 159

）。

ⅱ
　
感
染
症
予
防
法
六
五
条
は
、
同
法
一
六
条
及
び
一
七
条
に

基
づ
く
予
防
措
置
に
よ
っ
て
物
件
が
損
傷
さ
れ
、
又
は
そ
の
他
の

著
し
い
財
産
的
不
利
益
を
被
っ
た
場
合
、「
非
妨
害
者
」
に
補
償

請
求
権
を
認
め
て
い
る
（R

n. 160

）。
感
染
症
予
防
法
二
八
条
に

基
づ
く
鎮
圧
措
置
に
関
係
し
て
い
る
原
告
は
、
運
命
的
に
か
つ
原

告
の
関
与
も
な
い
の
に
、
感
染
症
防
護
措
置
の
被
害
者
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
二
つ
の
集
団
に
お
け
る
利
害
状
況
は
た
し
か
に
比
較

い
て
の
補
償
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
衡
平
条
項
で

あ
っ
て
、
金
銭
的
な
家
庭
援
助
措
置
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（R

n. 
154

）。
そ
う
す
る
と
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
に
お
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
調
整
的
補
償
請
求
権
は
、
立
法
者
が
給
付
行
政
の
分
野

に
お
い
て
社
会
政
策
上
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
衡

平
条
項
で
あ
り
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
立
法
者
は
と
く
に
広
い
形

成
の
自
由
を
有
す
る
（R

n. 155

）。
立
法
者
は
、
同
法
五
六
条
一

項
及
び
同
条
一
ａ
項
に
よ
っ
て
、
立
法
者
が
社
会
政
策
上
の
考
慮

に
基
づ
い
て
と
く
に
保
護
の
必
要
が
あ
る
と
評
価
し
た
自
然
人
を

特
定
し
た
（R

n. 156

）。
ま
ず
、
同
法
五
六
条
一
項
は
、
就
労
者

の
二
つ
の
集
団
の
平
等
取
扱
い
を
目
的
と
し
て
い
る
。
罹
患
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
罹
患
者
は
雇
用
者
又
は
健
康
保
険
を
通
し
て
社

会
保
険
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
は
罹
患
し
て
い
な

い
が
、
感
染
さ
せ
る
又
は
感
染
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
理

由
に
よ
り
就
労
を
禁
止
さ
れ
、
又
は
隔
離
さ
れ
た
人
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
。
立
法
者
は
、
同
法
五
六
条
に
お
い
て
、
疾
病
の
場
合

に
お
け
る
賃
金
継
続
支
払
い
の
規
則
及
び
法
定
健
康
保
険
の
給
付

を
モ
デ
ル
と
し
た
補
償
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
欠
缺
を

埋
め
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
法
目
的
は
正
当
で
あ
り
、
こ

の
立
法
目
的
か
ら
は
、
感
染
症
防
護
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

）
七
七
七
（
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一
〇
五

月
額
二
八
七
三
ユ
ー
ロ
五
二
セ
ン
ト
（
約
三
五
九
一
九
〇
円
）
の

管
理
費
前
払
い
に
加
え
て
、
月
額
二
〇
一
一
四
ユ
ー
ロ
四
九
セ
ン

ト
（
約
二
五
一
四
三
一
一
円
）
の
賃
料
を
支
払
う
と
い
う
賃
貸
借

契
約
が
あ
り
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
支
店
に
関
し
て
は
、
月
額

三
五
九
〇
ユ
ー
ロ
八
五
セ
ン
ト
（
約
四
四
八
八
五
六
円
）
の
管
理

費
前
払
い
に
加
え
て
、
月
額
八
三
六
九
ユ
ー
ロ
六
二
セ
ン
ト
（
約

一
〇
四
六
二
〇
三
円
）
の
賃
料
を
支
払
う
と
い
う
賃
貸
借
契
約
が

あ
る
と
主
張
し
た
（R

n. 4

）。
そ
し
て
、
原
告
は
、
ま
ず
、
感
染

症
予
防
法
五
六
条
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
す
る
と
主
張
し
た
。
原

告
に
よ
る
と
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
は
、
感
染
症
予
防
法
二
条

の
意
味
に
お
け
る
「
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
」
に
つ
い
て
も
適
用

さ
れ
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
本
件
で
も
適
用
さ
れ
る
。
感
染
症
予

防
法
二
条
の
意
味
に
お
け
る
「
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
」
に
つ
い

て
は
、
感
染
の
具
体
的
疑
い
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
全
国
的
規
模
の
危
険
が
差
し
迫
っ
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
む
し
ろ
こ
の
規
定
は
、
潜

在
的
に
感
染
の
疑
い
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
拡

大
に
寄
与
す
る
可
能
性
の
あ
る
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。S

A
R

S
-

C
oV

-2
罹
患
の
特
殊
性
は
、
症
状
が
現
れ
て
い
な
い
人
に
お
い

て
も
感
染
の
危
険
が
存
在
す
る
点
に
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
鎮
圧
措
置
に
つ
い
て
「
非
妨
害
者
」
の

補
償
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
平
等
原
則
違
反
で
は
な
い
。
何

故
な
ら
、
疾
病
の
爆
発
的
発
生
に
よ
っ
て
、
実
効
的
な
鎮
圧
措
置

を
講
じ
る
国
の
保
護
義
務
と
急
を
要
す
る
公
共
の
利
益
の
た
め
の

保
護
的
介
入
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
者
の
義
務
が
発

生
す
る
か
ら
で
あ
る
（R

n. 161

）。

六

　二
〇
二
一
年
一
月
一
二
日
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
判
決

㈠
　
最
後
に
二
〇
二
一
年
一
月
一
二
日
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
判

決
（
10
）
を
紹
介
す
る
。
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
原
告

は
画
廊
及
び
ア
ー
ト
ハ
ウ
ス
の
経
営
者
で
あ
り
（R

n. 1

）、

二
〇
二
〇
年
三
月
一
八
日
か
ら
二
〇
二
〇
年
四
月
一
六
日
ま
で
の

間
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
に
お
け
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
スS

A
R

S
-C

oV
-2

感
染
拡
大
に
対
処
す
る
た
め
の

措
置
に
関
す
る
州
命
令
に
基
づ
い
て
、
ケ
ル
ン
支
店
と
デ
ュ
ッ
セ

ル
ド
ル
フ
支
店
の
休
業
が
命
じ
ら
れ
た
（R

n. 2

）。
原
告
は
、

二
〇
二
〇
年
六
月
一
六
日
の
書
面
に
お
い
て
、
感
染
症
予
防
法
の

規
定
に
基
づ
い
て
、
賃
料
（
家
賃
）
と
し
て
支
出
し
た
事
業
経
費

を
支
払
え
と
主
張
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年
六
月
二
〇
日
の
書
面
で

斥
け
ら
れ
た
（R

n. 3

）。
原
告
は
、
ケ
ル
ン
支
店
に
関
し
て
は
、

）
七
七
七
（
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月
）

一
〇
六

し
て
補
償
が
検
討
の
対
象
と
な
る
と
主
張
し
た
（R

n. 8

）。
加
え

て
、
原
告
は
、
被
告
は
民
法
八
三
九
条
と
結
び
付
い
た
基
本
法

三
四
条
に
基
づ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
と
主
張
し
た
（R

n. 9

）。

㈡
　
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
訴
え
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
同

裁
判
所
は
、
原
告
は
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
も
、
店
舗
の
賃
料
の

支
出
の
弁
償
（E

rsatz

）
を
求
め
る
請
求
権
を
有
し
な
い
の
で
、

訴
え
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 19

）。

⒜
　
ま
ず
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
は
、
感
染
症
予
防

法
二
条
と
結
び
付
い
た
五
六
条
一
項
の
名
宛
人
の
人
的
範
囲
に
含

ま
れ
ず
、
ま
た
、
感
染
症
予
防
法
三
一
条
二
文
の
意
味
に
お
い
て

「
従
来
の
就
労
活
動
を
行
う
こ
と
の
禁
止
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
原
告
は
感
染
症
予
防
法
五
六
条
に
基
づ

く
請
求
権
を
有
し
な
い
と
判
示
し
た
（R

n. 22

）。

同
裁
判
所
は
、「
感
染
の
疑
い
が
あ
る
者
」
に
関
す
る
原
告
の

主
張
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
原
告
は
「
羅
患
の
疑
い

の
あ
る
者
」
で
は
な
い
。「
羅
患
の
疑
い
の
あ
る
者
」
と
は
、
感

染
症
予
防
法
二
条
五
号
に
よ
る
と
、
特
定
の
感
染
病
の
存
在
を
推

測
し
得
る
症
状
が
あ
る
人
で
あ
る
。
現
れ
た
症
状
が
特
定
の
感
染

病
の
存
在
を
推
測
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
概

念
は
、
危
険
を
疑
う
状
況
を
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
れ
た

二
二
日
の
州
コ
ロ
ナ
防
護
命
令
は
、
一
般
の
人
々
に
向
け
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
の
属
性
を
有
す
る
原

告
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
被
告
が
、
命
令
に
よ
り
、
基
本
供
給

を
担
う
施
設
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
事
業
者
に
対
し
て
そ
の
営
業

を
禁
止
し
た
と
い
う
事
実
は
、
命
令
制
定
者
自
ら
が
、
何
人
に
つ

い
て
も
感
染
の
疑
い
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（R

n. 5

）。
つ
ぎ
に
、
原
告
は
、
感

染
症
予
防
法
は
、
そ
の
文
言
か
ら
し
て
「
妨
害
者
」
の
支
払
請
求

権
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
妨
害
者
に
補
償
請
求
権
を
認
め
て
い

る
の
に
妨
害
者
で
は
な
い
人
に
補
償
請
求
権
を
認
め
て
い
な
い
こ

と
は
、
法
治
国
家
の
一
般
原
則
に
反
す
る
と
と
も
に
、
基
本
法
三

条
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
染
症
予
防
法
五
六
条
は
、
少
な
く

と
も
類
推
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
原
告
に

よ
る
と
、
立
法
者
は
、
立
法
手
続
き
の
基
礎
に
あ
る
規
制
意
図
か

ら
意
識
せ
ず
に
離
れ
た
の
で
、「
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
」

が
存
在
す
る
。
立
法
者
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
条
を
根
拠
と
す

る
集
団
的
休
業
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（R

n. 
6

）。
ま
た
、
原
告
は
、
少
な
く
と
も
感
染
症
予
防
法
六
五
条
か
ら

原
告
の
請
求
権
が
導
出
さ
れ
る
と
主
張
し
た
（R

n. 7

）。
さ
ら
に
、

原
告
は
、
本
件
命
令
が
適
法
で
あ
る
と
す
る
と
、
収
用
的
侵
害
と

）
七
七
九
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

一
〇
七

裁
判
所
に
よ
る
と
、
一
般
的
に
類
推
適
用
を
す
る
た
め
に
は
、
法

律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
事
案
の
利
害
状
況
が
判
断
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
事
案
と
比
較
可
能
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
判
断
の

対
象
と
す
べ
き
事
案
に
つ
い
て
の
相
応
し
い
法
規
範
の
欠
如
が

「
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
」
に
基
づ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
は
、
法
的
観
点
か

ら
、
立
法
者
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
た
事
実
と
、
立
法
者
が
、
援
用

し
よ
う
と
し
て
い
る
規
範
を
制
定
す
る
際
に
基
準
と
し
た
法
原
則

と
同
じ
法
原
則
を
基
準
と
し
て
利
益
衡
量
を
し
た
場
合
に
、
同
じ

衡
量
結
果
に
達
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
比
較
可
能
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 32

）。
こ
れ
ら
の
要
求
に
照
ら
し
て
判

断
す
る
と
「
意
図
に
反
す
る
規
制
の
欠
缺
」
は
存
在
し
な
い
。
立

法
者
は
、
意
識
的
に
補
償
請
求
権
を
局
所
的
に
規
律
し
た
。
感
染

症
予
防
法
三
〇
条
、
三
一
条
に
基
づ
く
具
体
的
措
置
の
対
象
で
あ

る
個
人
に
限
っ
て
公
正
の
観
点
か
ら
補
償
す
る
も
の
と
さ
れ
、
法

律
は
、
立
法
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
感
染
症
予
防
法
二
八
条
以

下
に
基
づ
く
す
べ
て
の
措
置
に
つ
い
て
の
一
般
的
補
償
請
求
権
を

含
ん
で
い
な
い
（R

n. 33

）。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
て
か
ら

展
開
さ
れ
た
最
近
の
立
法
者
の
活
動
は
、「
意
図
に
反
す
る
規
制

の
欠
缺
」
の
存
在
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
る
。
例
え
ば
、
立
法
者

症
状
に
基
づ
い
て
本
人
が
感
染
病
に
罹
患
し
て
い
る
と
の
十
分
な

蓋
然
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
蓋
然
性
が
僅
か
に
あ
る
と

い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
原
告
は
、
原
告
に
お
い
て
こ
の

よ
う
な
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
（R

n. 
26

）。
二
〇
二
〇
年
三
月
以
降
に
お
け
る
感
染
者
数
の
増
加
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
原
告
は
「
感
染
の
疑
い
の
あ
る
者
」
で
は
な
い
。

感
染
症
予
防
法
二
条
七
号
の
定
義
に
よ
る
と
、
感
染
の
疑
い
の
あ

る
者
と
は
、
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
者
で
あ
る

が
、
罹
患
し
た
者
で
も
罹
患
の
疑
い
の
あ
る
者
で
も
無
症
状
病
原

体
保
有
者
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
人
が
感
染
し
た
人
又
は
汚

染
さ
れ
た
物
と
接
触
し
た
十
分
な
蓋
然
性
が
あ
る
と
き
に
は
、
感

染
症
予
防
法
二
条
七
号
の
意
味
に
お
い
て
病
原
体
の
保
有
が
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
（R

n. 27

）。
一
般
的
な
感
染
事
例
に
基
づ
く

と
、
感
染
し
た
蓋
然
性
は
、
感
染
し
な
か
っ
た
蓋
然
性
よ
り
も
低

い
。
原
告
に
有
利
に
、
統
計
に
表
れ
て
い
な
い
数
値
を
付
け
加
え

た
と
し
て
も
、
争
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
期
間
に
お
い
て
、
原

告
又
は
事
業
に
従
事
し
て
い
る
人
が
病
原
体
を
保
有
し
、
又
は
感

染
者
と
接
触
し
た
蓋
然
性
は
極
め
て
低
い
（R

n. 28

）。

⒝
　
つ
ぎ
に
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
五
六

条
一
項
の
類
推
適
用
の
可
能
性
も
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
。
同

）
七
七
〇
（
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）

一
〇
八

不
適
法
な
法
の
継
続
形
成
で
あ
る
。
妨
害
者
と
非
妨
害
者
と
の
別

異
処
遇
は
、
立
法
者
が
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（R

n. 36

）。

⒞
　
ま
た
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
六
五
条

一
項
一
文
の
要
件
も
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
説
示
し
て
い
る
。
感

染
症
予
防
法
六
五
条
一
項
一
文
に
よ
る
と
、
感
染
症
予
防
法
一
六

条
及
び
一
七
条
に
基
づ
く
措
置
に
よ
っ
て
物
件
が
滅
失
さ
れ
、
損

傷
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
価
値
が
下
落
さ

せ
ら
れ
、
又
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
は
言
え
な
い
そ
の
他
の

財
産
的
不
利
益
が
発
生
し
た
範
囲
に
お
い
て
、
金
銭
に
よ
る
補
償

が
さ
れ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い

な
い
（R

n. 39

）。
ま
た
、
感
染
症
予
防
法
六
五
条
一
項
一
文
を

適
用
す
る
た
め
に
は
、
感
染
症
予
防
法
一
六
条
又
は
一
七
条
に
基

づ
く
措
置
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
、
本
件
命
令
は
感
染
症

予
防
法
二
八
条
一
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
（R

n. 40

）。

⒟
　
さ
ら
に
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
感
染
症
予
防
法
の
諸

規
定
は
、
同
法
の
措
置
に
起
因
す
る
損
失
に
つ
い
て
の
補
償
請
求

権
に
関
す
る
完
結
的
な
規
律
を
含
ん
で
お
り
、
一
般
警
察
法
又
は

一
般
秩
序
法
の
補
償
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 
42

）。⒠
　
加
え
て
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
収
用
的
侵
害
の
法
制

は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
対
応
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七

日
の
法
律
に
よ
っ
て
五
六
条
一
ａ
項
に
新
た
な
補
償
請
求
権
を
定

め
た
が
、
こ
れ
以
外
の
補
償
規
定
は
定
め
な
か
っ
た
。
こ
の
法
改

正
の
前
に
、
感
染
症
予
防
法
に
基
づ
く
命
令
に
よ
っ
て
受
け
る
不

利
益
に
関
す
る
補
償
請
求
権
の
問
題
を
分
析
し
た
連
邦
議
会
調
査

局
の
報
告
書
（
二
〇
二
〇
年
三
月
六
日
付
け
）
が
出
さ
れ
て
お
り
、

連
邦
議
会
調
査
局
は
、
例
え
ば
、C

ovid-19

の
蔓
延
阻
止
の
た

め
の
命
令
に
基
づ
く
居
酒
屋
の
休
業
に
つ
い
て
、
感
染
症
予
防
法

に
お
い
て
補
償
請
求
権
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
に
達
し

て
い
た
（R

n. 34

）。
か
り
に
二
〇
二
〇
年
三
月
に
お
け
る
立
法

者
の
行
動
に
相
応
の
意
義
を
与
え
な
い
と
し
て
も
、
と
く
に
飲
食

業
者
を
対
象
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
一
一
月
支
援
」
は
、
立
法
者
が

法
律
上
の
規
定
に
基
づ
く
完
全
な
補
償
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と

を
裏
付
け
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
前
年
度
の
売
上
の
七
五
％
ま
で

と
い
う
補
償
は
、
通
常
の
場
合
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
補
填
を
出
発

点
と
す
る
法
律
上
の
補
償
を
下
回
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
決
定
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
迅
速
に
行
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
二
〇
二
〇
年
春
と
は
異
な
る
。）

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 35

）。

こ
の
欠
缺
を
埋
め
る
こ
と
は
立
法
者
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
類
推
は
、

）
七
七
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

一
〇
九

は
、
個
別
的
事
案
に
関
連
す
る
所
有
権
侵
害
に
対
し
て
の
み
適
用

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
大
量
に
発
生
す
る
損
害
を
調
整
す
る
の
に
適

合
的
な
法
的
な
根
拠
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
命
令
の
よ
う
な

法
律
よ
り
も
下
位
の
法
設
定
行
為
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
び
た
び

発
生
す
る
所
有
権
制
限
に
つ
い
て
国
に
対
す
る
補
償
請
求
権
又
は

調
整
的
補
償
請
求
権
を
認
め
る
と
、
こ
の
こ
と
が
国
家
財
政
に
対

し
て
広
範
囲
に
及
ぶ
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
財
政
立
法
者
は
、
国
家
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
限
ら

れ
た
国
家
資
金
を
ど
の
よ
う
に
、
何
の
た
め
に
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
な
範
囲
で
投
入
す
る
の
か
に
つ
い
て
自
由
に
決
定
す
る
権
限
を

奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
、
民
事
裁
判
所
が
調

整
的
補
償
請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
高
権
的

制
約
に
か
か
わ
る
法
律
に
判
例
法
に
よ
っ
て
調
整
給
付
金
に
関
す

る
条
項
を
補
充
す
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 45

）。

⒡
　
の
み
な
ら
ず
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
措
置
は
違

法
な
命
令
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
職
務
責
任
（
基
本
法

三
四
条
と
結
び
付
い
た
民
法
八
三
九
条
）
に
基
づ
く
請
求
権
も
、

ま
た
、
収
用
類
似
の
侵
害
と
い
う
法
的
形
象
に
基
づ
く
請
求
権
も

あ
り
得
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 46

）。

⒢
　
最
後
に
、
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、
一
般
的
特
別
犠
牲
請

度
に
基
づ
く
請
求
権
は
存
在
し
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
連
邦
通
常
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
、
収
用
的

侵
害
を
理
由
と
す
る
請
求
権
が
検
討
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
適
法
な
高
権
的
措
置
が
ほ
ぼ
非
典
型
的
で
予
見
で
き
な
い

所
有
権
侵
害
を
関
係
人
に
直
接
的
に
発
生
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、

関
係
人
が
法
的
又
は
実
際
上
の
理
由
か
ら
こ
の
侵
害
を
受
忍
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
侵
害
が
収
用
法
上
期
待
で

き
る
限
界
を
超
え
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
休
業
命
令
は
、
基
本
法

一
四
条
の
保
護
範
囲
に
対
す
る
制
約
で
は
あ
る
が
、
収
用
法
上
期

待
で
き
る
限
界
を
超
え
る
特
別
犠
牲
は
存
在
し
な
い
。
極
め
て
広

い
範
囲
の
人
々
が
休
業
命
令
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
。
禁

止
は
多
く
の
業
界
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
一
面
的
負
担
は
存
在

し
な
い
（R

n. 43

）。
命
じ
ら
れ
た
休
業
が
関
係
人
に
対
し
て
具

体
的
に
存
立
を
脅
か
す
効
果
又
は
存
立
を
否
定
す
る
よ
う
な
効
果

を
有
し
て
い
る
場
合
に
特
別
犠
牲
の
存
在
を
例
外
的
に
肯
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
未
解
決
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
。
何
故
な
ら
、
本
件
は
こ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
（R
n. 44

）。

ⅱ
　
ま
た
、
判
例
法
上
発
展
し
て
き
た
収
用
的
侵
害
の
法
制
度

）
七
七
六
（
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一
一
〇

あ
り
、
立
ち
入
っ
た
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の
で
あ
る

が
、
こ
の
作
業
は
別
稿
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、

以
下
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
判
例
に
お
い
て
注
目
す
べ

き
点
を
簡
単
に
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

何
よ
り
も
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
筆
者
が
知

り
得
た
限
り
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
事
業
者
に
対

し
て
休
業
を
命
じ
る
法
規
命
令
又
は
一
般
処
分
に
よ
っ
て
事
業
者

が
被
っ
た
損
失
に
つ
い
て
事
業
者
は
国
（
州
）
に
対
す
る
補
償
請

求
権
を
有
し
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
の
裁
判
所
は
、「
休
業
命
令
と
補
償
は
セ
ッ
ト
で
あ
る
」
と
考

え
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
（
12
）
。
も
ち
ろ
ん
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

政
府
が
、
休
業
を
命
じ
ら
れ
た
事
業
者
に
対
し
て
支
援
策
を
講
じ

る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
実
際
、
ド
イ
ツ
政
府
は
事
業
者
に
対
し

て
様
々
な
支
援
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
支
援
」
で
あ
っ
て
、（
憲
法
上
及
び
法
律
上
必
要
と
さ
れ
る
）

「
補
償
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
休
業
命
令
と
補
償

は
セ
ッ
ト
で
あ
る
」
又
は
「
休
業
と
補
償
は
セ
ッ
ト
で
」
と
い
う

こ
と
を
政
策
的
指
針
又
は
政
策
の
指
導
原
理
と
す
る
こ
と
を
憲
法

は
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、（
日
本
の
）
政
党
の
主
張
も
こ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
（
憲
法
上
補
償
が
必
要
だ
と
い
う
主
張
で
は

求
権
は
、
非
財
産
的
法
益
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
も

の
で
あ
り
、
所
有
権
侵
害
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
説
示
し
た
（R

n. 59

）。

Ⅲ
　
結
び
に
か
え
て

以
上
の
叙
述
に
よ
り
、
事
業
者
に
対
し
て
休
業
を
命
じ
る
法
規

命
令
又
は
一
般
処
分
に
よ
っ
て
事
業
者
が
被
っ
た
損
失
に
つ
い
て

事
業
者
は
国
家
（
州
）
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
有
す
る
か
ど
う

か
に
関
し
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
の
展
開
は
ほ
ぼ
明
ら

か
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
11
）
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
初

め
て
の
判
断
を
示
し
た
二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン

地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例
①
）
は
極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
第
八
部
の
下
し
た
二
つ
の
判
決

（
判
例
②
と
判
例
⑤
）
に
よ
っ
て
補
償
請
求
権
に
関
す
る
解
釈
上

の
問
題
点
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
判
例
を
紹
介

す
る
作
業
を
終
え
た
後
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
記
の
諸
判

決
を
含
む
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
分
析
・
検
討
を
加
え
る
作
業

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
と
く
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判

所
第
八
部
の
下
し
た
二
つ
の
判
決
は
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
で

）
七
七
七
（
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一
一
一

償
規
定
の
類
推
適
用
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
。
と
く
に
感
染

症
予
防
法
上
の
補
償
規
定
の
類
推
適
用
は
学
説
上
議
論
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
に
、
判
例
は
、
い
わ
ゆ
る
収
用
的
侵
害
に
基
づ
く
補
償
請

求
権
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
が
、
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
理
由
付
け
が
判
決
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
ハ
イ
ル
ブ

ロ
ン
地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例
①
）
は
、
そ
も
そ
も
所
有
権
侵
害

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例

②
）
は
、
す
で
に
講
じ
ら
れ
た
営
業
上
の
措
置
に
基
づ
い
て
従
来

の
範
囲
に
お
い
て
事
業
を
継
続
す
る
権
利
が
所
有
権
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
て
お
り
、
本
件
命
令
は
、
原
告
の
既
存
の
飲
食
店
施
設
を

利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
基

本
法
一
四
条
の
保
護
範
囲
が
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
肯
定
し

つ
つ
も
、
特
別
犠
牲
の
存
在
と
い
う
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
補
償
請
求
権
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。

二
〇
二
一
年
一
月
一
二
日
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例
⑥
）

も
、
基
本
法
一
四
条
の
保
護
範
囲
の
制
約
を
認
め
つ
つ
も
、
特
別

な
く
、
補
償
を
す
る
こ
と
が
政
策
的
に
好
ま
し
い
と
い
う
主
張
と

し
て
）
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
も
、
コ

ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
々

の
負
担
の
公
正
な
配
分
に
配
慮
す
る
こ
と
は
立
法
者
の
任
務
で
あ

り
、
休
業
命
令
に
よ
っ
て
事
業
者
が
被
っ
た
損
失
の
負
担
配
分
は
、

国
家
に
対
す
る
事
業
者
の
（
主
観
的
）
補
償
請
求
権
と
い
う
枠
組

み
に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
決
を
与
え
る
べ
き
問
題
で
は
な

い
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
と
く
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、

か
つ
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
と
し

て
、
事
業
者
は
国
（
州
）
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
有
し
な
い
と

す
る
解
釈
の
根
拠
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
別
稿
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で

は
、
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

第
一
に
、
判
例
（
判
例
①
〜
④
、
判
例
⑥
）
が
、
感
染
症
予
防

法
の
諸
規
定
を
綿
密
か
つ
丁
寧
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目

に
値
す
る
。
ま
ず
、
判
例
は
、
感
染
症
予
防
法
に
お
い
て
明
文
で

定
め
ら
れ
た
補
償
規
定
（
五
六
条
一
項
、
六
五
条
一
項
）
が
本
件

に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論
と
し
て
こ
れ

を
否
定
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
判
例
は
、
感
染
症
予
防
法
上
の
補

）
七
七
七
（
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二

一
一
月
二
〇
日
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例
⑤
）
は

立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
た
上
で
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
こ

の
論
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
に
指
摘
し
た
各
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
お
い
て
活

発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
学
説
上
の
議
論

に
つ
い
て
は
別
の
論
文
で
紹
介
・
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

の
中
で
休
業
命
令
を
受
け
た
事
業
者
の
補
償
請
求
権
に
関
す
る
ド

イ
ツ
の
判
例
を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
・
内
在
的
に
紹
介
す
る

作
業
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
目
的
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
13
）
。

（
1
） 

阿
部
泰
隆
「
コ
ロ
ナ
対
策
の
法
的
工
夫
」
自
治
実
務
セ
ミ

ナ
ー
六
九
七
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
頁
以
下
、
同
「
コ
ロ
ナ
禍

対
策
と
し
て
の
休
業
要
請
と
国
家
賠
償
」
判
例
地
方
自
治
四
六
四

号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
四
頁
以
下
、
大
橋
洋
一
「
感
染
予
防
の

た
め
の
行
動
制
限
と
補
償
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
号

（
二
〇
二
〇
年
）
四
七
頁
以
下
、
小
山
剛
「
自
粛
・
補
償
・
公
表
─

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
規
制
手
法
」
判
例
時
報
二
四
六
〇
号

（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
平
裕
介
「
法
的
に
『
自
粛
と
補

償
は
セ
ッ
ト
』
と
い
え
る
の
か
？
」
美
術
手
帖M

A
G

A
Z

IN
E

・

犠
牲
の
存
在
の
否
定
し
て
い
る
（
な
お
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
五

日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例
④
）
は
、
所

有
権
侵
害
の
要
件
に
触
れ
ず
に
特
別
犠
牲
の
存
在
を
否
定
し
て
い

る
。）。
こ
の
よ
う
な
対
立
は
、
休
業
命
令
は
基
本
法
一
四
条
の
保

障
す
る
所
有
権
を
そ
も
そ
も
制
約
し
て
い
る
の
か
制
約
し
て
い
る

と
し
て
休
業
命
令
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
財
産
権
の
問
題
に
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
論
点
は
、
基
本
法
一
四
条
は
そ
も
そ
も
何
を
保
障
し
て
い
る

の
か
と
い
う
根
本
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
難
問
で
あ
り
、
今
後

さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
休
業
命
令
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
失
に
つ
い
て
の
補
償

請
求
権
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
憲
法
に
反
す
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
今
後
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
考
察
を
加
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月

二
〇
日
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
地
方
裁
判
所
判
決
（
判
例
⑤
）
が
詳
し
く

検
討
し
て
い
る
。
最
大
の
論
点
は
、「
調
整
義
務
の
あ
る
内
容
・

制
限
規
定
」
と
い
う
法
形
象
を
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策

措
置
と
し
て
事
業
者
に
対
し
て
休
業
を
命
じ
る
法
規
命
令
又
は
一

般
処
分
に
よ
っ
て
事
業
者
が
損
失
を
被
っ
た
と
い
う
事
案
に
適
用

で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
二
〇
二
〇
年

）
七
七
七
（



休
業
と
補
償
（
岡
田
）

一
一
三

料
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
「
研
究
ノ
ー
ト
」

の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
本
稿
を
あ
え
て
公
表
す
る
こ
と
に

し
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
石
村
耕
治
「
ア
メ
リ

カ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
と
損
失
補
償
訴
訟
」
国
民
税
制
研
究
六

号
（
国
民
税
制
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）
三
頁
以
下
、
樋
口
範
雄

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
ア
メ
リ
カ
法
」
法
学
協
会
雑
誌
一
三
七

巻
一
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
九
五
頁
以
下
に
よ
っ
て
す
で
に

紹
介
・
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
一
月
末
日
ま
で
に
下
さ
れ
た
判
決
を

研
究
の
対
象
と
す
る
。
研
究
の
対
象
の
限
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
時
間

的
制
約
（
締
切
日
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
本
稿
は
二
〇
二
〇
年

二
月
一
一
日
に
提
出
さ
れ
た
。）。

（
4
） L

G
 H

eilbronn, U
rteil vom

 29. A
pril 2020 – I-4 O

 
82/20 –, juris. 

判
例
の
引
用
は
、
本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
行
う
。
な
お
、
金
額
に
つ
い
て
は
、
参
考
ま
で
に
一

ユ
ー
ロ
＝
一
二
五
円
で
換
算
し
て
日
本
円
で
も
示
し
た
。

（
5
） L

G
 H

annover, U
rteil vom

 09. Juli 2020 – 8 O
 2/20 –, 

juris.

（
6
） 

警
察
法
の
意
味
に
お
け
るS

törer

と
は
、
公
共
の
安
全
及
び

秩
序
の
侵
害
に
責
任
を
負
う
者
で
あ
る
が
、
筆
者
の
調
査
し
た
限

り
で
は
、S

törer

に
「
妨
害
者
」、N

ichtstörer

に
「
非
妨
害
者
」

と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
文
献
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本

稿
に
お
い
て
も
こ
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。

IN
S

IG
H

T

・2020.4.5

（https://bijutsutecho.com
/m

agazine/
insight/21630

）、
同
・
改
訂
版
・
美
術
手
帖M

A
G

A
Z

IN
E

・

IN
S

IG
H

T

・2021.1.10

（https://bijutsutecho.com
/

m
agazine/insight/23401

）、
南
亮
一
「
新
型
イ
ン
フ
ル
特
措
法

に
お
け
る
休
業
要
請
等
に
よ
る
財
産
権
の
制
約
と
憲
法
と
の
関
係
」

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
八
三
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
一
頁
以
下
の
論
文

が
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
長
谷
部
恭
男
・
杉
田
敦

「（
考
論
　
長
谷
部
×
杉
田
）
コ
ロ
ナ
対
策
、『
罰
則
』
と
『
自
由
」

と
』
朝
日
新
聞
二
〇
二
〇
年
七
月
二
六
日
東
京
朝
刊
二
頁
、
稲
葉

一
将
「
コ
ロ
ナ
危
機
と
公
法
学
の
行
方
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
九
四

号
（
二
〇
二
一
年
）
五
六
頁
以
下
（
五
八
頁
）
も
こ
の
論
点
に
触

れ
て
い
る
。

（
2
） 

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
・
内

在
的
に
紹
介
す
る
作
業
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

判
例
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
理
論
的
考
察
を
行
う
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性

格
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
岡
田
俊
幸

「
コ
ロ
ナ
危
機
下
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
」
日
本
法
学
八
六
巻
二
・
三

号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
五
三
頁
で
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
述

べ
る
と
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
時
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
活

動
を
客
観
的
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
に
も
少
な
く
な
い
意
味
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と

は
、
日
本
に
お
い
て
な
お
継
続
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
関
わ
る
憲
法
上
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
も
一
つ
の
参
考
資

）
七
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
一
四

家
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
紹
介
し

た
諸
判
決
を
検
討
す
る
と
、
休
業
命
令
に
よ
り
事
業
者
が
被
っ
た

損
失
に
つ
い
て
事
業
者
が
国
（
州
）
に
対
す
る
補
償
請
求
権
を
有

す
る
可
能
性
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
と
併
せ
て
別
の
論
文
で
検

討
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
13
） 

樋
口
・
前
掲
注（
２
）は
、
第
二
章
を
「
休
業
命
令
と
公
的
補

償
の
要
否
」
の
検
討
に
、
第
三
章
を
「
コ
ロ
ナ
危
機
に
よ
る
休
業

と
保
険
に
よ
る
損
害
分
散
」
の
検
討
に
当
て
、
最
後
に
、「
若
干
の

コ
メ
ン
ト
」
と
し
て
、「
大
き
く
み
る
と
、
未
曽
有
の
事
態
に
対
し
、

損
害
分
散
を
公
的
な
仕
組
み
で
行
う
か
、
私
的
な
仕
組
み
で
行
う

か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
二
二
四
頁
）。

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
法
的
問
題
点
を
考
察
す
る
に
際
し
て

は
、
こ
の
よ
う
な
科
目
横
断
的
・
分
野
横
断
的
視
点
が
極
め
て
重

要
で
あ
る
こ
と
は
、
筆
者
も
、
補
償
請
求
権
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の

判
例
を
読
ん
で
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆

者
は
、「
一
旦
憲
法
学
者
…
に
な
っ
た
が
最
後
、
終
生
、
憲
法
だ
け

を
や
り
、
そ
れ
以
外
は
や
ら
な
い
」
典
型
的
な
憲
法
学
者
（
安
念

潤
司
「
憲
法
訴
訟
論
と
は
何
だ
っ
た
か
、
こ
れ
か
ら
何
で
あ
り
得

る
か
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
七
頁
を
参

照
。）
で
あ
っ
て
、
民
間
の
保
険
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説

を
紹
介
・
検
討
す
る
能
力
は
な
い
。
従
っ
て
、
民
間
の
保
険
に
関

す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
詳
し
い
紹
介
・
検
討
は
、
こ
の
分

野
に
詳
し
い
研
究
者
に
お
願
い
す
る
ほ
か
な
い
。

（
7
） L

G
 B

erlin, U
rteil vom

 13.10.2020 - 2 O
 247/20 

（https://openjur.de/u/2303332.htm
l

）.
（
8
） L

G
 S

tuttgart, U
rteil vom

 05. N
ovem

ber 2020 – 7 O
 

109/20 –, juris.

（
9
） L

G
 H

annover, U
rteil vom

 20. N
ovem

ber 2020 – 8 O
 

4/20 –, juris.

（
10
） L

G
 K

öln, U
rteil vom

 12. Januar 2021 – 5 O
 215/20 –, 

juris.

（
11
） 

関
連
す
る
判
例
と
し
て
、V

erw
altungsgerichtshof 

B
aden-W

ürttem
berg, B

eschluss vom
 07. M

ai 2020 – 1 S
 

1244/20 –, juris

も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紹
介
し
な
い
。
な
お
、

ド
イ
ツ
の
判
例
を
時
系
列
に
即
し
て
客
観
的
・
内
在
的
に
紹
介
し
、

ド
イ
ツ
の
判
例
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
は
各

判
決
を
で
き
る
限
り
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
稿
は
各

判
決
を
詳
し
く
紹
介
す
る
作
業
を
行
っ
た
た
め
、
本
稿
の
記
述
が

や
や
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
の

点
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

（
12
） 

樋
口
注（
２
）二
一
九
七
頁
以
下
は
、「
ア
メ
リ
カ
で
は
、
休
業

命
令
と
公
的
な
補
償
義
務
は
必
ず
し
も
セ
ッ
ト
だ
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
。
政
治
的
な
判
断
と
し
て
、
休
業
し
た
事
業
へ
の
救
済

…
は
あ
り
う
る
が
、
法
律
上
、
あ
る
い
は
憲
法
上
、
こ
れ
ら
の
事

業
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
法
律
家
は
む
し
ろ
少

数
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
法
律

）
七
七
七
（





日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）

一
一
六

ら』節税目的であっても、縁組意思が併存すれば前提としての縁組を有効
と考えることができるとしたものといっていいであろう。その意味では、
この判例は、いわゆる実質的意思説によっているもののほとんど形式的意
思説に近接しているということができるであろう」とする。

（22）	 緒方・前掲注（ ５）223頁
（23）	 緒方・前掲注（ ５）222頁、宮崎幹朗「限られた目的のための養子縁組
と縁組意思」西南学院大学法学論集５1巻第 3・ ４号63、6４頁（2019）

（2４）	 宮崎・前掲注（23）6４頁は「さまざまな事案を想定した上で、縁組意思
を理解することを考えなければならず、柔軟に縁組意思を解釈する立場が
現実的であるといえる。」と述べる。

（2５）	 宮崎・前掲注（23）66～68頁は「縁組意思を柔軟に理解するべきである
としても、あくまでも法的な養親子関係の成立を意欲するという点から、
縁組意思を法的な効果と結びつけて理解すべきである」、「限定された目的
のみのためにおこなわれた養子縁組であっても、養親子関係の成立に伴っ
て生じる民法上の法的効果、親子としての権利義務の発生を認識し、取得
を意欲する意思の存在が必要であると考えている。目的とされた法的効果
のみの享受を意欲し、養親子関係の成立に伴って発生する他の法的効果、
権利義務の享受をすべて否定するという場合には、縁組意思の存在を肯定
することは適当ではない」旨指摘する。

（26）	 緒方・前掲注（ ５）223頁

）
六
六
一
（

17



養
子
縁
組
の
多
目
的
利
用
と
縁
組
意
思
（
帷
子
）

一
一
七

（ 2）	 拙稿「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条 1
号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』（最判平成29年 1 月31
日民集71巻 1 号４8頁）」日本大学法科大学院法務研究1５号18５頁（2018）

（ 3）	 内田貴『民法Ⅳ』（補訂版）2５2頁（東京大学出版会、200４）は、多様
な目的に使われているのが日本の養子法の大きな特色だと指摘する。

（ ４）	 内田・前掲注（ 3）2５2頁
（ ５）	 緒方直人「方便のための養子縁組届出の効力」判タ7４7号221頁（1991）
（ 6）	 中野琢郎「判批」ジュリ1５09号97頁
（ 7）	 鈴木伸智「判批」新・判例解説 Watch21号（2017）118頁は、相続税
節税の動機と縁組をする意思が「併存する」との表現について疑問を呈す
る。

（ 8）	 深谷松男『現代家族法［第 ４版］』（青林書院、2001）132頁ないし133
頁参照、鈴木・前掲注（ 7）117頁

（ 9）	 二宮周平『家族法［第 3版］』（新生社、2009）39頁
（10）	 利谷信義＝苗木俊六「いわゆる創設的身分行為」奥田ほか編『民法学
7』18頁（有斐閣、1976）、緒方・前掲注（ ５）222頁

（11）	 中川善之助『新訂親族法』４2４頁（青林書院新社、19５9）
（12）	 山本正憲『先例判例養子法』127頁（日本加除出版社、1996）
（13）	 谷口知平『日本親族法』５1頁（弘文堂、193５）
（1４）	 緒方・前掲注（ ５）223頁は、「実質的意思説は縁組意思に関するかぎり、
縁組の性格を反映して当初からかなり便宜的な対応をしてきたと言える。
判例も検討してきたように実質的意思説を採ることによって、届出によっ
て意図された目的や身分的に生活関係に対して広い法的価値判断を加える
ことができる点にメリットを見出してきた。」と指摘する。

（1５）	 二宮・前掲注（ 9）39頁
（16）	 緒方・前掲注（ ５）223頁は、実質的意思説について、「形式的意思説は
もとより、法律的定型説等を採って民法90条等の判断を付加する場合に比
しても、六層法解釈的にフレキシビリティに富んでいる」旨指摘する。

（17）	 中川高男『新版　親族・相続法講義』230～231頁（ミネルヴァ書房、
199５）

（18）	 島津六郎＝松川正毅編『基本法コンメンタール親族〔第 ５版〕』1５9頁
以下［前田陽六］（2008）

（19）	 中川・前掲注（17）230～231頁
（20）	 中野・前掲注（ 6）97頁
（21）	 山川・前掲注（ 1）10頁は、最判平成29年 1 月31日について「縁組意思
が何かという問題には深入りせずに、むしろ本件の事案においては当然に
縁組意思ありと理解し、それがある以上は当該縁組意思がもっぱら節税目
的にあるとしても、その縁組意思が併存する以上は、当該縁組を無効とす
る必要がないと判断されたものであることができよう。つまり『もっぱ
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月20日のいう「親子としての精神的なつながりをつくる意思」につい

ても、否定されるような事情はないと考えているのではないかと思わ

れる。

前掲大阪高判平成21年 ５ 月1５日は、「親子としての精神的なつながり

をつくる意思」と表現した前掲昭和38年12月20日を引用して「親子と

しての人間関係を築く意思」と言及している。そのため、親子という

関係を踏まえていると考えられるものの、やはりその具体的な内容に

ついては、個々の事例によって異なると言わざるをえない。このこと

からすると、縁組意思が争われる事例において、縁組意思を認定する

には、その時その時の家族関係や人間関係その変化等を踏まえつつ、

個々の事例によって異なる目的や事情に十分配慮しながら、親子関係

に関する意思の根拠となる事実を認定することになると考えられる。

6　おわりに

以上のとおり、養子縁組が多目的に利用されていることに関連して、

縁組意思に関する判例等を検討したところ、個々の事例において、事

案ごとに縁組意思を検討せざるを得ないと考えている。しかし、未成

年養子の場合、成年養子の場合、認知症高齢者が養親の場合または節

税目的の場合など、養子縁組が利用される実態等に応じて、重視すべ

き考慮要素を挙げたり、六定程度類型化し、かつ具体的な縁組意思を

想定することもできるのでないかと考えており、引き続き、縁組意思

の内容について検討を続けたい。

（ 1）	 山川六陽「身分行為としての縁組意思について平成29年 1 月31日最高
裁判所第三小法廷判決を契機に」戸籍時報7５2号 2 頁（2017）は、当該判
例について「縁組の実質的要件とされる『縁組意思』とは何かを考える重
要な判断を示している」とし、「身分行為に要求されるところの身分行為
意思というものの具体的な内容がいかなるものであるか」について検討さ
れている。
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いる（2４）。

事案ごとに縁組意思を検討するとはいっても、判例によれば、縁組

意思は「当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思」、「親子

としての精神的なつながりをつくる意思」とされ、こうした判例の理

解から離れた縁組意思を想定しているわけではなく（2５）、同判例の理解

を前提に、様々な養子縁組によって意図された目的や身分的生活関係

に対して広く法的な価値判断を加えるべきであると思われる（26）。

大阪高判平成21年 ５ 月1５日判時2067号４2頁は「親子関係は必ずしも

共同生活を前提とするものではないから、養子縁組が、主として相続

や扶養といった財産的な関係を築くことを目的とするものであっても、

直ちに縁組意思に欠けるということはできないが、当事者間に財産的

な関係以外に親子としての人間関係を築く意思が全くなく、純粋に財

産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には、縁組意思

があるということはできない」とするように、親子という点から離れ

た縁組意思は認められないものと考えられる。また、前掲平成29年 1

月31日で問題となった節税目的の養子縁組に関しても、節税目的とい

うのは、養子縁組をして親子関係を創設し相続人とすることとほぼ同

義であり（節税の効果を得るには相続人にならなければならないので、ほとん

どの場合、節税目的≒相続人とすること≒親子関係の創設といえるのではない

かと思われる。）、節税目的と親子関係とすることは密接に結びついてい

ることから、節税の意思しかなく、それ以外に親子関係を創設すると

いう意思が全くない場合という場面は想定しにくい。そのため、節税

目的の養子縁組に関して、「単に他の目的を達するための便法として仮

託された」養子縁組として無効になる場合はかなり限定され、前掲平

成29年 1 月31日は、全くの他人ではなく孫と縁組した事例でもあると

ころ、こうした点を踏まえれば、縁組意思の内容については踏み込ま

ず、縁組意思が節税目的と「併存」すると表現することも親子関係と

いうものを前提にしていると考えられる。特に、前掲平成29年 1 月31

日は、長男の子（孫）を養子としたという事案であり、前掲昭和38年12
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ことには困難が伴うと考えられる（22）。形式的意思説によって、届出の

意思はあるとして縁組意思を肯定していると考えることもできるが、

前掲最判昭和４6年10月22日は、情交関係のあった女性が、養子として

扶養を受け相続権を得ることで、養親者死後の扶養をとする意思で

あったとしていることから、こうした目的による養子縁組を肯定する

ため、縁組意思の判断において、同目的や情交関係の評価を行ってい

ると考えることもできる。判例における縁組意思の判断は、実質的意

思説、形式的意思説または法律的定型説にあてはめて解決したり、こ

れらの立場によって割り切れるようなものではなく、多岐にわたると

言わざるを得ないと考えられる（23）。

養子縁組の多様性を考慮すると、実質的意思説の立場によって六義

的に縁組意思の内容を定め、問題を処理することは困難であると思わ

れ、六定の事実関係を前提とし、「当該事案における」縁組意思を検討

せざるを得ないのではないかと思われる。例えば、未成年養子であれ

ば、養子の監護養育等の点は考慮されうると考えられる六方で、成年

養子では、判例において、そうした点はそれほど重視されていないも

のと思われる。また、祖父母が孫と養子縁組する際、未成年養子であ

ると成年養子であるとを問わず、相続や財産の承継を目的とする場合

もあるが、相続税の軽減などを目的とするものであったりする場合も

ある。さらに、認知症高齢者を養親とする養子縁組については、認知

症高齢者という点を踏まえて縁組意思を検討せざるをえない。名古屋

家判平成22年 9 月 3 日判タ1339号188頁は、養親が養子縁組を希望する

との発言をしていたものの「同人の当時の年齢・心身状態からすると、

同人の弁識力・判断力等にかなりの衰えがあったと認められ、その場

の状況次第では、真意の如何とは別に、たやすく身近な人の意向に沿

う発言をするような精神状態にあった」こと等を踏まえ、縁組意思を

否定している。このように養子縁組自体が多目的に利用され、かつ具

体的な事情や考慮すべき事情は事案によって異なるのであるから、事

案ごとに縁組意思を検討することも否定されるものではないと考えて
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態も現れるなど、夫婦としての実質は日々変化し、六様ではなく、六

義的に定めることは困難であると考えられる。なお、同性婚に関し、

近時、札幌地判令和 3年 3月17日（平成31年（ワ）第267号損害賠償請求事

件）が、「異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供し

ているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法

的効果の六部ですらもこれを享受する法的手段を提供しな立法府が広

範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超え

たものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理

的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。」と判示し、同

性婚を認めないことが憲法1４条 1 項に反するとの判断をしているよう

に、婚姻の在り方は六様ではないといえる。

養子縁組については、養子となる者のためになされることが本来で

あるといえるが、多目的に利用されている実態があり、こうした目的

のもとでの養子縁組は、判例において否定されてはいない。

このように考えれば、縁組意思の内容についても、養子縁組自体が

多様性及び多目的性を有していることを前提に、具体的な内容を検討

せざるを得ないのではないかと思われる。そのような多様性及び多目

的性を前提として、判例は、縁組意思に関し、「親子としての精神的つ

ながりを形成する意思」としてとらえたり、具体的な内容には踏み込

まずに他の目的との「併存」にとどめる表現をしているのではないか

とも考えられる。他方で、前掲最判昭和４6年10月22日は、家事や家業

を手伝ってきた姪に対し、財産を相続させて死後の扶養とする意思を

もってなされた養子縁組について、養親子間に情交関係があったとし

ても偶発的であり事実上の夫婦たる関係を形成したものでなかったな

どの事実関係があるときは、縁組意思は存在し同養子縁組は有効であ

ると判断している。この情交関係の評価は、縁組意思に関する判断の

中で行われているところ、実質的意思説にたち、「当事者間に真に養親

子関係の設定を欲する効果意思」であるとか、前掲最判昭和38年12月

20日のいう「親子としての精神的なつながりをつくる意思」を認める
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していると考える余地があり、判例は、実質的意思説によりながらも、

多目的に利用されている養子縁組の状況を肯定し、事案に応じてその

具体的な中身を修正しつつ判断をしていると考えることもできるので

はないかと思われる（21）。

ただし、形式的意思説を前提とした場合、例えば、相続税の軽減を

動機として養子縁組をしたが、養子縁組による民法上の効果は発生さ

せず、遺留分の放棄もし、相続の効果も六切発生させる意思がないよ

うな極端なケースでも届出意思さえあれば養子縁組は有効となること

になるが、こうしたものまで判例が許容しているとまでは考えられず、

形式的意思説をとっているとまではいえないのではないかと考えられ

る。前掲東京高判平成27年 2 月12日は「形式的には問題のない養子縁

組の届出がされていても、例えば、暴力団関係者同士で、刑務所に収

容されている舎弟との面会や差入れをする目的で養子縁組をしたとか、

多額の資産を有する者が死後の相続税の軽減を受ける目的でそれまで

面識のない複数の者に六定の手数料を支払って養子縁組をしたとか、

日本への入国等を希望している外国人に便宜を与えるため、それまで

ほとんど面識のない外国人と養子縁組をしたなどという場合などには、

真に親子関係を形成して家族としてのつながりを強めようとするもの

ではなく、不当な目的を実現するために養子縁組の形式を借用したも

のであるから、その効力を否定するのが相当である。」と判示して、縁

組意思が欠ける場合の例示をしており、少なくとも、形式的意思説に

よってはいないものと考えられる。

判例の考え方をこのように理解した場合、判例の考え方には、「当事

者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思」の具体的な内容を確

定することは困難であるという点が根底にあるのではないかと思われ

る。縁組意思の具体的な内容が特定することが困難であるという点は、

縁組意思に限られるものではなく、例えば、婚姻については、判例は、

婚姻意思を「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係

の設定を欲する効果意思」としているが、同性婚や別居婚といった形

）
六
二
二
（

11



養
子
縁
組
の
多
目
的
利
用
と
縁
組
意
思
（
帷
子
）

一
二
三

れた効果意思、すなわち養子縁組の効果として民法が定める扶養、相

続等の効果に向けられた効果意思とし、その意思が、社会的妥当性を

欠き、法的保護の対象とならないときは、民法90条の公序良俗に反し

無効となるとする（17）。判例は、実質的には「法律的定型説」に近いと

分析するものもある（18）。法律的定型説による場合、養子縁組において

当事者に求められる法的効果に対する意思として定型的に想定しうる

ものがどのようなものとなるか検討が必要となるが、養子縁組（特に成

年養子）が多目的に行われている現状を踏まえると、親子関係やこれに

向けられた効果意思に定型性を見出すことには困難な面があるのでは

ないかと思われる。

５　検討

判例は、実質的意思説に立つとされているが（19）、必ずしも言い切れ

ないともされている（20）。また、判例は、縁組意思を、「当事者間に真

に養親子関係の設定を欲する効果意思」と捉えているとされるが、そ

の具体的な内容については明らかとなっていないと考えられる。

前掲最判平成29年 1 月31日は、「専ら」相続税節税のために養子縁組

をしても、直ちに縁組意思を欠くことにならないとするが、「専ら」と

は、ある 1つのことを主とすることや、ある 1つのことに専念するこ

とを意味するから、この文言に着目すれば、「専ら相続税の節税のため

に養子縁組をする場合」とは、相続税の節税を主とし、これのみを目

的としている養子縁組を指すものと解する余地があるものの、これに

縁組意思が併存すれば良いとしている。これは、「専ら」節税目的で

あったとしても、多少なりとも縁組意思が併存する以上は、縁組を有

効としたとも考えられ、このように考えた場合、「当事者間に真に養親

子関係の設定を欲する効果意思」の具体的な内容はさておき、節税等

の六定の目的を主たる目的としていても、養子縁組の届出をした当時

の事情等から、縁組意思が併存しているといえれば養子縁組を有効と
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実質的意思による場合、縁組意思の内容が判例によって必ずしも明

らかとされていないため、いかなる場合に縁組意思があるとするのか

不明瞭と考えられる。他方で、縁組意思の内容を、「親子としての精神

的なつながりをつくる意思」（前掲最判昭和38年12月20日）としたり、社

会通念によって判断されるとするなどして（前掲大阪地判昭和４４年 9 月17

日）、個々の養子縁組ごとの異なった目的や複雑多岐にわたる事案にお

ける事実関係を個別的に評価して判断することが可能ではないかと思

われる（1４）。なお、実質的意思説による場合、問題は、真に養子縁組を

する意思があったかなかったかに帰着するものの、当該養子縁組を有

効か無効か妥当と思われる結果を前提にして縁組意思の存否を論じて

いるようにも思われるとするものがあり、これは、前記裁判例につい

て縁組の目的の妥当性を考慮して政策的に縁組意思の有無を判断して

いるとする見解（1５）と近いと思われる。

形式的意思説による場合、縁組意思の有無は、縁組届出をする意思

の有無によって決せられ、基準として明確になると考えられる六方で、

判例が許容しているとは考えにくい養子縁組まで許容してしまう結果

となるものと思われる。例えば、相続税の軽減を動機として養子縁組

をしたが、養子縁組による民法上の効果は発生させず、遺留分の放棄

もさせ、相続の効果も六切発生させる意思がないような極端なケース

でも届出意思さえあれば養子縁組は有効となることになるが、こうし

た縁組は、まさに判例によって無効とされる「相続税の負担を減少さ

せる目的を達成するための便法として仮託された養子縁組」に該当し

得ると考えられる。形式的意思説によっても、個々の事案における事

実関係を個別評価することは同様であると思われるが、あくまでも届

出に向けた意思があるかどうかによって判断されるため、養子縁組の

目的等にまで踏み込んだ評価や背景事情等まで踏まえた評価は難しい

のではないかと考えられる（16）。

⑵　法律的定型説

法律的定型説は、縁組意思を、民法上の養親子関係の定型に向けら
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関係の設定を欲する効果意思」としつつも、その具体的内容について

は、必ずしも明らかになっていないと考えられる。

こうした従前の判例及び裁判例に関し、縁組意思の存否については

「諸般のファクター」を採り上げて個別具体的に総合的に判断している

と評するもの（8）、縁組の目的の妥当性を考慮して政策的に縁組意思の

有無を判断していると評するもの（9）及び養子縁組の届出によって意図

された目的やその外形のもとにある身分的な生活関係が国家の立場か

ら是認できるか否かという法的価値判断を基礎として個別的評価を加

えてきたのではないかと評価するものがある（10）。

なお、縁組と同じく身分行為である婚姻については、判例は、「当事

者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効

果意思」（最判昭和４４年10月31日民集23巻10号189４頁）とし、養子縁組と同

様の解釈をしている。他方で、協議離婚については、後述の形式的意

思説によるとされ、戸籍上の届出をする意思で足りるとされている

（最判昭和38年11月28日民集17巻11号1４69頁、大判昭和16年 2 月 3 日民集20巻70

頁）。婚姻は、夫婦関係を創設する身分行為である六方、協議離婚は夫

婦関係を失わせる身分行為であるという点で違いはあるものの、統六

的な解釈はとられていない。

４　学説について

民法802条 1 号は、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に縁組

を無効と定めるところ、この縁組意思を巡って学説の対立がある。

⑴　実質的意思説、形式的意思説

縁組意思の内容を巡って、学説は、大きく、①縁組意思を習俗標準

に照らして親子と認められるような関係を創設しようとする意思（11）と

解釈する伝統的な通説とされる（12）実質的意思説と、②縁組意思は、縁

組という戸籍上の届出に向けられた意思とする（13）形式的意思説に分か

れる。
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また、前掲最判昭和４6年10月22日の第六審にあたる大阪地判昭和４４

年 9 月17日判タ2４2号271頁は、「六般に縁組意思とは、親子関係を成立

させる意思と言い得るけれども、その親子関係は社会通念によって決

するのほかなく、社会通念は当事者の年令、境遇、職業その他によっ

て、親子関係の核となる標識を多様化する。たとえば本件の六夫と被

告の如く、かなりの高年令者間のいわゆる成年養子縁組にあっては、

親子らしい情愛の交流を軸とする生活実態よりも、永世への願望を秘

めた養親側の財産ないし祭祀の養子側への承継を以て、親子関係の標

識として、より素直に受容することが、当代における社会通念という

べきである。」と判示し、縁組意思は社会通念によって判断されること、

社会通念は当事者の状況によるとして多様であることを前提にした判

示をしている。

さらに、前掲最判平成29年 1 月31日は、「養子縁組は、嫡出親子関係

を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組

をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに

伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとす

るなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節

税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させる

ことを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の

動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。」と判示する。親

子関係を設定する意思を持ちつつも、その動機が節税にあることは十

分に想定されると考えられ（7）、また、従前の最高裁判決、大審院の判

例も、動機や目的から直ちに養子縁組を無効と判断していないので、

従前の判例の考え方を踏襲するものであると考えられるが、同判例も、

従来の判例の縁組意思に対する考え方である「当事者間に真に養親子

関係の設定を欲する効果意思」の具体的な内容については言及してお

らず、前掲最判昭和38年12月20日のいう「親子としての精神的なつな

がりをつくる意思」にも言及されていない。

したがって、判例においては、縁組意思を「当事者間に真に養親子
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らかに脱税である。）ということが横行し、税務署では個々の養子縁組の

実態の把握及びその効力についての検討を逐六行うわけにもいかない

ため、こうした不当な相続税逃れができないようにするための相続税

法の改正が検討されていた時期で、新聞や雑誌等でも取り上げられて

いた。そして、後に相続税法が改正されて、相続税の総額の計算にお

いて養子の数に制限が加えられたのであり、以上の事実は公知の事実

といえるものである。」との判示もしているため、相続税法改正等に関

する社会情勢が影響している可能性もある。

⑶　判例・裁判例の考え方

前記大審院判決及び最高裁判決からすれば、判例は、「当事者間に縁

組をする意思がないとき」の解釈について、「当事者間に真に養親子関

係の設定を欲する効果意思を有しない場合」を意味すると解釈し、ま

た、養子縁組が「単に他の目的を達するための便法として仮託された

に過ぎないものである場合」には、真に養親子関係の設定を欲する効

果意思がなく、無効になると考えているものと解される。節税目的の

養子縁組についても、上記の考え方は踏襲されているといえ、相続税

の負担を減少させる目的を達成するための便法として仮託された養子

縁組は縁組意思を欠くものとして無効になるものと考えているものと

解される（6）。

このように、判例においては、養親と養子の双方において真実養親

子関係の成立を意欲することを縁組意思として求めていると考えられ、

単に別の目的達成のために便方として仮託されて養子縁組が利用され

る場合には縁組意思がないとして無効であるという判断を示すものと

なっていると考えられる。

しかし、前掲最判昭和38年12月20日は、「当事者間に縁組をする意思

がないとき」の解釈について、「当事者間に真に養親子関係の設定を欲

する効果意思を有しない場合」を意味するとの解釈を前提としつつも、

遺産を相続させる意思を認定しながら「親子としての精神的なつなが

りをつくる意思」があるとして、縁組意思を肯定している。
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の負担の軽減を目的として養子縁組をしたとしても、直ちにその養子

縁組が無効となるものではない」とした。

⑦東京高決平成12年 7 月1４日判タ10５1号30５頁は、養母（祖母）が、

養父（祖父）が死後、その遺産分割について養親の特別代理人選任を申

立てた事案において、「原審判は、本件養子縁組が相続税の負担を軽減

する目的で行われたとするが」、「当該養子縁組がそのような動機のも

とに行われたとしても、直ちにそのような養子縁組が無効とするもの

ではない」と説示した。

上記⑤ないし⑦に対し、⑧浦和家熊谷支審平成 9年 ５月 7日家月４9

巻10号97頁は、実父母の代諾により実祖父母の養子となった者が、養

父死亡後に離縁の許可を求めた事案において、「本件の養子縁組の届出

は、当事者間に真に社会観念上養親子と認められる関係の設定を欲す

る効果意思を有していたわけではなく、明らかに単に亡久弥と申立人

の各戸籍に養子縁組の届出がされた事実を記載する方法で相続税の負

担を減少させる目的を達成するための便法として仮託されたに過ぎな

いものと考えざるを得ない。」、「本件各養子縁組の届出は、単に他の目

的即ち相続税の負担の軽減を図るための便法として仮託されたに過ぎ

ないもの」で、「真に社会観念上養親子と認められる関係の設定を欲す

る効果意思は全くなかったと考えるほかない」と判示し、離縁許可の

申立ては対象を欠き不適法であるとして却下した。

なお、⑦浦和家裁は、「即ち、本件各養子縁組の届出がされた昭和60

年当時は、資産家の老人について、相続の開始が近いと思われるよう

な時期になって、老人とその子供達の配偶者や孫達との養子縁組の届

出をして戸籍上何人も養子がいるということにしておく方法で、相続

税の総額を減少させて（相続人の数が多くなると、基礎控除の額が増加する

だけでなく、相続税の総額の計算の基礎となる相続人 1人当たりの遺産の取得

価額が減少する結果相続税の税率を減少させることができるため、相続税の総

額が減少することになる。）、相続税の負担を不当に免れる（前記○○弁護

士の上申書には「節税」と記載されているが、これは単なる節税ではなく、明
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について無効と判示したもの（大判昭和1５年12月 6 日民集19巻2182頁）等

が見受けられる。

また、②最判昭和38年12月20日集民70号４2５頁は、被相続人が、次男

の相続分を減らして長男の子ら（孫）に相続分を与える目的で同子らを

養子にした事案において、同養子縁組は遺産に対する次男の相続分を

排して孫らに遺産を相続させる意思があると同時に、真実親子関係を

成立せしめる意思もまた十分にあったと認めた原審の判断を是認して、

同養子縁組を有効とした。

さらに、③最判昭和４6年10月22日民集2５巻 7 号98５頁は、家事や家業

を手伝ってきた姪に対し、財産を相続させて死後の扶養とする意思を

もってなされた養子縁組について、養親子間に情交関係があったとし

ても偶発的であり事実上の夫婦たる関係を形成したものでなかったな

どの事実関係があるときは、縁組意思は存在し同養子縁組は有効であ

ると判断した。

加えて、④東京高判平成27年 2 月12日判時2327号2４頁は、養子縁組

がもっぱら相続人の六人の遺留分を減少させることを目的としたもの

であり無効であるとした原審を取り消し、実質的縁組意思があるとし

て右縁組を有効と判断している。

⑵　節税目的の養子縁組に関する裁判例について

⑤東京高決平成 3年 ４月26日家月４3巻 9 号20頁は、養親の死後に養

子の実母から申し立てられた後見人選任申立について、同養子縁組が

専ら相続税軽減目的でなされたものであるから無効であるとし同申立

を却下した原審判に対する即時抗告審であるが、「相続税軽減を目的と

して養子縁組をしたからといってその養子縁組が無効となるものでは

ない。」とした。

⑥東京高決平成11年 9 月30日判時1703号1４0頁は、祖父である養親の

死後、孫である養子の実父が申し立てた後見人選任申立てについて、

同養子縁組が専ら相続税軽減目的でなされたものであるから無効であ

るとし同申立を却下した原審判に対する即時抗告審であるが、「相続税
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の養子制度では、もともと多様な養親子関係の存在を認めていたとも

いえ（ただし脱法的なものは除く。）、実際に、さまざまな理由や目的に

よって養子制度が利用されることは否定できず（４）、前掲最判平成29年

1 月31日で問題となったような節税目的の養子縁組も可能である。

このように養子縁組が多目的に利用されている点を捉えて、養子縁

組に「方便」性を見出しうるとの指摘もなされている（５）。

3 　従来の最高裁判決等について

⑴　縁組意思に関する判例、裁判例について

①最判昭和23年12月23日民集 2巻1４号４93頁は、旧法の下で去家を禁

止されていた法定推定家督相続人である女子を他家へ嫁がせるための

便法として、他の男子を六時養子とするいわゆる借養子縁組の効力は

問題となった事案において、「当事者間に縁組をする意思がないとき」

の解釈につき、「当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を

有しない場合を指すものであると解すべきは、言をまたないところで

ある。」と判示した上で、「たとい養子縁組の届出自体については当事

者間に意思の六致があつたとしても、それは単に他の目的を達するた

めの便法として仮託されたに過ぎずして、真に養親子関係の設定を欲

する効果意思がなかつた場合においては養子縁組は効力を生じないの

である。」と判示し、他の目的達成のための便法として仮託された養子

縁組については養親子関係の設定を欲する効果意思を有しないものと

して無効になるとしている。

大審院の判例においても、兵隊養子（兵役を免れるために嗣氏のない養

子となること）について無効と判示したもの（大判明39年11月27日刑録12輯

1288頁）、芸妓養子（芸妓家業を働かせるために形だけ雇主の養子とすること）

について無効と判示したもの（大判大正11年 9 月 2 日民集 1巻４４8頁。ただ

し同判決は芸妓家業が縁組の縁由にすぎない場合は有効となりうることを述べ

ている。）及び仮親縁組（婚姻にあたって家柄を引き上げるための養子縁組）
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な縁組であると判断している（1）。同判例については、判例評釈をさせ

ていただいたところであるが（2）、節税目的の養子縁組に関して検討を

行い、縁組意思の具体的な内容等については詳細な検討は行っていな

いため、この点に関し、本稿で改めて検討を試みている。

養子縁組が有効とされるためには要件があり、その形式的な要件が

戸籍の届出である（民法799条、739条）。実質的要件とされるものが当事

者の意思、すなわち縁組意思（民法802条 1 号参照）である。ここで問題

となるのが、養子縁組に要求される縁組意思というものの具体的な内

容がいかなるものであるかである。

縁組意思を検討するにあたっては、養子縁組の制度趣旨等が参考に

なると思われるが、養子縁組（特に成年養子）は、多目的で利用されて

いる。家庭裁判所の許可なく成年養子を認めている日本の養子制度で

は、もともと多様な養親子関係の存在を認めていたともいえ（ただし脱

法的なものは除く。）、実際に、さまざまな理由や目的によって養子制度

が利用されることは否定できない（3）。

本稿は、上記の問題点である縁組意思に焦点を当て、前掲最判平成

29年 1 月31日及び養子縁組が多目的で利用されていること等を踏まえ

つつ、縁組意思について、さらなる検討を試みるものである。

2　養子縁組の多目的利用

養子縁組は、契約構成をとっており、当事者の縁組意思の合致（縁組

の合意）を届け出ることによって成立する（民法799条、739条）。未成年

者を養子とする縁組は、この届出に加えて、未成年者保護のために家

庭裁判所の許可が必要であるが（民法798条）、成年者を養子とする縁組

は、家庭裁判所が何ら関与することなく成立する。こうした届出主義

のもとでは、仮想の養子縁組も可能であり、過去には、消費者金融等

で借り入れを繰り返すために、氏を変更する手段として養子縁組が利

用された例もある。家庭裁判所の許可なく成年養子を認めている日本
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養子縁組の多目的利用と縁組意思

帷　子　翔　太

1 　はじめに

民法802条 1 号は、人違いその他の事由によって当事者間に縁組をす

る意思がないときに養子縁組を無効とする旨の規定を置いており、養

子縁組の成立に関して当事者間に「縁組意思」の存在を求めている。

最判平成29年 1 月31日民集71巻 1 号４8頁は、相続税の節税のためにな

された養子縁組について、民法802条 1 号にいう「当事者間に縁組をす

る意思がないとき」に該当するか否か、すなわち縁組意思の有無が問

題となった事案であるが、「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するもの

であり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによ

る相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係

る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税

法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子

縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機とし

て養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をす

る意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税

のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組につい

て民法802条 1 号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当

たるとすることはできない。」と判示し、専ら節税目的でされた養子縁

組であっても、これに実質的な縁組意思が併存するということで有効
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